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○ 大学の概要  

 
  
(1)  現況 
 
①  大学名    国立大学法人群馬大学 

 
②  所在地    群馬県前橋市（本部・荒牧キャンパス・昭和キャンパス） 

               群馬県桐生市（桐生キャンパス） 
               群馬県太田市（太田キャンパス） 
 
③  役員の状況 

     学長名  平塚 浩士（平成 27 年４月１日～令和３年３月 31 日） 
     理事数  ５名（内１名は非常勤） 
     監事数  ２名（内１名は非常勤） 
 
④  学部等の構成 

     学      部    教育学部 
                   社会情報学部 
                   医学部 
                   理工学部 
     研  究  科    教育学研究科（修士課程・専門職学位課程） 
                   社会情報学研究科（修士課程） 
                   医学系研究科（修士課程・博士課程） 
                   保健学研究科（博士前期課程・博士後期課程） 
                   理工学府（博士前期課程・博士後期課程） 
     附置研究所    生体調節研究所 ※ 
 
    ※ は共同利用・共同研究拠点に認定された施設を示す。 
 
⑤  学生数及び教職員数 

     学生数 6,395 名（212 名）※ 
               ［内訳］ 
                 学  部 5,111 名（ 72 名）※ 
                 研究科 1,284 名（140 名）※ 
    ※（ ）は留学生数で内数。 
 
     教員数  819 名 
     職員数 1,510 名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (2)  大学の基本的な目標等 
 
本学は、北関東を代表する総合大学として、知の探求、伝承、実証の拠点として、

次世代を担う豊かな教養と高度な専門性を持った人材を育成すること、先端的かつ
世界水準の学術研究を推進すること、そして、これらを通して地域社会から世界に
まで開かれた大学として国際社会に貢献することを基本理念に掲げ、以下の目標を
設定する。 
 
① 教育においては、1）教養教育、学部専門教育、大学院教育を通して、豊かな
人間性を備え、幅広い視野と旺盛な探究心を持ち、基礎知識に裏打ちされた深
い専門性を有する人材、地域社会での活動及び国際交流活動を積極的に推進で
きる人材を養成する。2）この人材養成のために、学生の勉学を促進する学習環
境を整備する。3）社会人の学び直しの機会、より高度な専門的知識の修得の機
会を提供する。 

 
② 研究においては、1）未来先端研究機構を本学の戦略的重点分野の研究を推
進するプラットホームとして、多様な学術領域での独創的な研究を国内外の大
学・研究機関と連携して進める。2）国際的な研究推進・人材育成のネットワー
クを構築し、研究拠点を形成する。3）最先端の研究をイノベーションに結びつ
けるために、産業界や自治体等との共同研究・共同事業を推進する。4）若手・
女性研究者を含め、各研究者の学術活動の高度化に向け、研究支援体制を強化
する。 

 
③ 社会貢献においては、1）地域の文化を育み、豊かな社会を創るため、知の拠
点として学内外の関係機関と連携した活動を行う。2）社会の多様なニーズに
応え、産業の創出・展開に貢献し、本学の知を社会に還元する。3）地域の教
育、医療を担う中核として、関係機関と連携した活動を進める。 

 
④ 国際交流においては、1）海外からの留学生の受入れ及び学生の海外留学を
促進し、多文化共生の理念の理解を促す活動を推進する。2）教職員の国際交流
を活発に行い、学術面での国際交流活動を積極的に展開する。 

 
⑤ 大学運営においては、1）学長のリーダーシップの下に経営戦略を明確にし、
教員組織を一元化した学術研究院を基に機動的な教育・研究体制の組織化を進
め、社会のニーズに応えられる大学運営を行う。2）学内での情報の共有化と統
合化を進め、効果的な教育・研究体制を構築する。3）国内外への情報発信に努
め、社会との相互信頼・協力関係を強化する。4）不断の点検・評価と改革を行
い、大学の活力を維持・発展させる。 
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（平成29年4月設置）

附属特別支援学校

附属病院

医学部

教育学部

中央図書館

医学図書館

理工学図書館

附属病院

附属特別支援学校

附属中学校

学部

研究科

教育学部

社会情報学部

理工学府

保健学研究科

医学系研究科

社会情報学研究科

教育改革推進室

健康支援総合センター

学生受入センター

学生支援センター

食健康科学教育研究センター

多職種連携教育研究研修センター

共同利用機器設備統括センター

未来先端研究機構

男女共同参画推進室

※　は、共同利用・共同研究拠点に認定の附置研究所を示す。

リスクマネジメント室

次世代モビリティ社会実装研究センター

重粒子線医学推進機構 重粒子線医学研究センター

重粒子線医学センター

国際センター

数理データ科学教育研究センター

産学連携ワンストップサービスオフィス

高度研究推進・支援部門 高度研究戦略室

機器分析センター

高度人材育成部門 高度人材育成センター

研究支援人材育成コンソーシアム室

産学連携・知的財産部門 産学連携・知的財産活用センター

大学教育・学生支援機構 大学教育センター

学生支援センター

学生受入センター

健康支援総合センター

教育改革推進室

研究・産学連携推進機構

研究・産学連携戦略本部 ＵＲＡ室

附置研究所 生体調節研究所 ※ 中央図書館

総合情報メディアセンター 図書館部門 医学図書館

情報基盤部門 理工学図書館

理工学部 附属病院

研究科 教育学研究科

社会情報学研究科

医学系研究科

保健学研究科

理工学府

専攻科 特別支援教育特別専攻科

群馬大学 附属幼稚園

学部 教育学部 附属小学校

社会情報学部 附属中学校

医学部 附属特別支援学校

（平成28年12月設置）

※　は、共同利用・共同研究拠点に認定の附置研究所を示す。

附属幼稚園

※

※　は、共同利用・共同研究拠点に認定の附置研究所を示す。

群馬大学

多職種連携教育研究研修センター

共同利用機器設備統括センター

未来先端研究機構

男女共同参画推進室

総合情報メディアセンター

中央図書館生体調節研究所附置研究所

特別支援教育特別専攻科専攻科

図書館部門

（平成28年7月設置）

附属幼稚園

附属小学校

附属中学校

テニュアトラック普及推進室 　  （平成30年4月廃止）

（平成29年12月設置）

（平成29年12月設置）

（平成28年7月設置）

食健康科学教育研究センター

数理データ科学教育研究センター

国際センター

重粒子線医学推進機構

重粒子線医学センター

重粒子線医学研究センター

 多職種連携教育研究研修センター

先端科学研究指導者育成ユニット

男女共同参画推進室

次世代モビリティ社会実装研究センター

高度人材育成部門

産学連携・知的財産部門

リスクマネジメント室

産学連携・知的財産活用センター

研究支援人材育成コンソーシアム室

高度人材育成センター

未来先端研究機構

多文化共生・教育・研究プロジェクト推進室

 国際教育・研究センター

（平成28年4月廃止）

研究・産学連携戦略推進機構

研究戦略室

産学連携・共同研究イノベーションセンター 群馬大学ＴＬＯ

高度人材育成センター インキュベーションセンター

機器分析センター

 重粒子線医学研究センター

 重粒子線医学センター

教　　育　　・　　研　　究　　組　　織　　図

平　　　成　　　３１　　　　年　　　度平　　　成　　　２７　　　年　　　度

情報基盤部門

医学系研究科

理工学部

理工学府

専攻科 特別支援教育特別専攻科

生体調節研究所 ※

総合情報メディアセンター

情報基盤部門 理工学図書館

医学図書館図書館部門

群馬大学

学部

保健学研究科

社会情報学部

研究科 教育学研究科

社会情報学研究科

附属小学校

重粒子線医学推進機構

産学連携・知的財産戦略室

平　　　成　　　３０　　　年　　　度

附置研究所

高度研究戦略室高度研究推進・支援部門

産学連携ワンストップサービスオフィス

大学教育センター大学教育・学生支援機構

大学教育・学生支援機構 学生支援センター

学生受入センター

教育基盤センター

健康支援総合センター

教育学研究科

理工学部

医学部

機器分析センター

ＵＲＡ室研究・産学連携戦略本部

研究・産学連携推進機構

（平成29年5月改組）

（平成28年4月改組）

（平成28年7月改組）
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医 事 課

理 工 学 部 事 務 部

国 際 交 流 課

管 理 運 営 課

医 事 課

医 療 安 全 推 進 室

理 工 学 部 事 務 部

施 設 運 営 部

施 設 企 画 課

理 工 学 部 事 務 部

施 設 運 営 部

施 設 企 画 課

施 設 整 備 課

国 際 課

調 査 役

教 育 学 部 事 務 部

社 会 情 報 学 部 事 務 部

昭 和 地 区 事 務 部

総 務 課

学 務 課

経 営 企 画 課

管 理 運 営 課

監 事 監 査 室

事 務 局

総 務 部

総 務 課

人 事 労 務 課

企 画 評 価 課

財 務 部

財 務 課

経 理 課

学 務 部

教 務 課

学 生 支 援 課

学 生 受 入 課

研 究 推 進 部

研 究 推 進 課

産 学 連 携 推 進 課

総合情報メディアセンター課 総合情報メディアセンター課

監 事 監 査 室

事 務 局

総 務 部

総 務 課

人 事 労 務 課

企 画 評 価 課

財 務 部

財 務 課

医 事 課

医 療 安 全 推 進 室

産 学 連 携 推 進 課

総合情報メディアセンター課

施 設 運 営 部

施 設 企 画 課

施 設 整 備 課

国 際 課

調 査 役

法 務 ・ コ ン プ ラ イ ア ン ス 室

事 務 局

総 務 部

総 務 課

人 事 労 務 課

企 画 評 価 課

法 務 ・ コ ン プ ラ イ ア ン ス 室

財 務 部

財 務 課

経 理 課

学 務 部

教 務 課

学 生 支 援 課

学 生 受 入 課

研 究 推 進 部

研 究 推 進 課

経 理 課

学 務 部

教 務 課

学 生 支 援 課

学 生 受 入 課

研 究 推 進 部

研 究 推 進 課

産 学 連 携 推 進 課

事　　務　　組　　織　　図

平　　　成　　　27　　　年　　　度 平　　　成　　　30　　　年　　　度 平　　　成　　　31　　　年　　　度

経 営 企 画 課

管 理 運 営 課

教 育 学 部 事 務 部

社 会 情 報 学 部 事 務 部

昭 和 地 区 事 務 部

総 務 課

学 務 課

経 営 企 画 課

学 務 課

施 設 整 備 課

調 査 役

教 育 学 部 事 務 部

社 会 情 報 学 部 事 務 部

昭 和 地 区 事 務 部

総 務 課

監 事 監 査 室

（平成２８年設置）

（平成２８年設置）

（平成２９年改組）
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本学は、教育学部、社会情報学部、医学部、理工学部の４学部と大学院、専攻科

及び生体調節研究所を備え、学生総数約 6,400 名を擁する地方総合大学として、「地
域に根ざし知的創造を通じて世界の最先端へとチャレンジし、21 世紀を切り拓く
大学」を目指している。本学が、知の拠点として地方創生・地域産業振興の核とな
り、地域を牽引する役割を果たすよう、強靱なガバナンス体制のもと、次の戦略的
な法人経営を行ってきた。 

 
■学術研究院の実質化 
地域にあって世界のトップを走り続ける大学を目指すため、平成 26 年度に教員

組織を部局管理の教育組織から分離して大学の一元管理とし、学長のリーダーシッ
プにより機動的・戦略的な大学運営が可能となる「学術研究院」を創設した。以降、
平成 26 年度には未来先端研究機構、第３期中期目標期間には、次世代モビリティ
社会実装研究センターをはじめとして諸センターを設置するなどし、グローバル人
材の育成、国際的な共同研究の推進、大学の国際的研究拠点化、データサイエンス
人材の輩出、地域の特色を活かした食関連の新産業の創出、高齢化社会における地
域での移動手段の確保とその地域づくりにつながる MaaS（*1）の推進、次代の人材
育成を担う質の高い教員の養成・確保等を進めてきた。 
大学の重点戦略課題に機動的に対応するため、平成 28 年９月に学長の下に設置

した企画戦略室において、組織改編等の特定の課題ごとに置くことができるプロジ
ェクトチーム（PT）で次のとおり検討を重ねてきた。 
・教育学部改革 PT（大学間連携を踏まえた学部入学定員計画・修士課程の在り方） 
 → 令和２年度 宇都宮大学・群馬大学共同教育学部設置・教育学研究科改組 
・理工学部改革 PT（入学定員の適正規模・機能強化の方向性について） 

→ 令和３年度 理工学部改組（予定） 
・数理情報教育研究センターPT（全学的な数理データサイエンス教育等について） 
 → 平成 29 年度 数理データ科学教育研究センター設置 
   令和 ３年度 情報学部（仮称）設置（予定） 
・食品科学系センターPT (全学的な食品科学に係る教育研究センターの設置につい
て) 

 → 平成 29 年度 食健康科学教育研究センター設置 
・荒牧地区施設整備 PT (共同教育課程の実施に向けた教育学部の施設整備等につ
いて) 

 → 「荒牧地区における新組織等に関する施設整備について」を策定 
 
（*1）次世代移動サービス「Mobility as a Service」の略 
 

■宇都宮大学との共同教育学部の設置及び教育学研究科の改組 
教育学部では、宇都宮大学と共同して、大学間の連携・協働によるスケールメリ

ットを基にシナジー効果を活かし、両大学の強み・専門を組み合わせた高い質と幅
の広い専門教育を行うことで、地域が必要としている教員養成への期待に応える教
育研究体制の構築を目指して、全国初の共同教育学部を令和２年４月に設置するた
めの整備を行った。また、教育学研究科修士課程・専門職学位課程（教職大学院）
を専門職学位課程へ一本化するための整備を行った。 

■情報学部（仮称）の設置 
 社会情報学部で行ってきた人文科学や社会科学における情報教育と、理工学部電
子情報理工学科情報科学コースで行ってきた情報科学の基礎理論から応用技術の
情報教育の要素を合わせ、さらに、高度の情報社会に対応できるための統計の基礎、
データサイエンス・AI などの教育も含めた新たな教育研究体制の構築を目指して、
令和３年４月に情報学部（仮称）を設置するための準備を進めた。 
文理融合の能力を持ち、データ科学や情報技術を活用して人間中心の社会へ向け

た問題解決ができる専門人材を育成するため、①初年次における情報学の基盤的教
育、②人文情報、社会共創、データサイエンス、計算機科学の４プログラムでの専
門的教育、③プログラム間科目履修及び問題解決型学習（PBL）による文理横断型教
育等の特色ある教育内容の導入を決定した。 
 

■理工学部の改組 
理工学部では、産業社会構造の変化や地域振興に対応するべく、より幅広い学修

体制をとることで分野横断的な教育を強化し、IoT 技術や持続可能な社会に向けた
課題解決ができる人材の育成を目指して、令和３年４月に組織の見直し（改組）を
するための準備を進めた。 
従来の５つの「学科」から２つの「類」へと理工学分野の教育体制を大括り化す

ることにより、初年次において理学系基礎科目、類基礎科目などを通した幅広い知
識の学修に加えて、理工学の知識を基にした「食品工学」の新設を含めた８つのプ
ログラム体制を導入することを決定した。 
 

■数理データ科学教育研究センター  
超スマート社会（Society5.0）の基盤支援に向けて、情報数理及びデータ科学を

中心とした情報学分野の教育を展開するとともに、これらの素養を持った人材の育
成及び研究の推進を図ることを目的として、平成 29 年 12 月に「数理データ科学教
育研究センター」を設置した。 
全学における数理・データサイエンス教育の推進のために、センターが中心とな

り、教養教育科目において授業科目を開講した。また、教養基盤科目「情報」にお
いて、情報学部（仮称）の基礎となる社会情報学部及び理工学部電子情報理工学科
の学生を対象としてデータサイエンス関連の e ラーニング授業を履修要件に位置
づけて受講させることで、数理・データサイエンス教育の全学への普及の段階的な
実施を行うとともに、初年次全学部生を対象とした「データ・サイエンス」の授業
科目を令和２年度に開講するための準備を行った。 
さらに、共同教育学部で学んだ学生が教職に就いた際に数理データ科学の基礎を

義務教育課程で授業できるよう、学部の１年生（宇都宮大学 170 名、群馬大学 190
名）全員が受講する科目として、「ICT 教育の授業設計｣「プログラミング教育法」
の開設の準備を行った。 
 

■次世代モビリティ社会実装研究センター 
次世代の移動手段を研究し、社会実験を通して新しい交通システムの実証と社会

への普及を目指すために平成 28 年 12 月に設置した「次世代モビリティ社会実装研
究センター（通称：CRANTS）」では、平成 30 年４月に荒牧キャンパスに新たな研究
拠点を整備するとともに、自動運転の実証実験を全国約 37 箇所で実施した。 

○ 全体的な状況 
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中でも、平成 30 年 12 月から平成 31 年３月まで、前橋市役所、日本中央バス株
式会社と共同で実施した上毛電鉄中央前橋駅から JR 前橋駅間のシャトルバスでの
実証実験は、都市部での長期的な自動運転の実証実験や、バスの営業路線で運賃収
受を行いながらの自動運転実証実験という点で全国初の取り組みであり、完全自動
運転レベル４の実現を目指している。 
また、平成 29 年度に設置した群馬大学次世代モビリティオープンイノベーショ

ン協議会は、関係する企業や行政との情報交換や交流ならびに事業の進捗状況につ
いて点検・評価を行う場となっており、協議会を通じて産学官のネットワークの強
化を進められた。 
 

■食健康科学教育研究センター 
本学が有する食と健康に係る食の安全安心に係る分析機能、生活習慣病の予防開

発機能、食品開発・先端加工・製造技術の教育研究機能、食育、健康志向、ブラン
ディングの教育研究機能等、学部の枠と超えた文理の広い教育研究及び地域貢献の
機能を活かし、地方自治体及び産業界等と連携して地域産業の振興及び社会におけ
る健康増進に寄与することを目的として、平成 29 年 12 月に「食健康科学教育研究
センター」を設置した。 
地域連携を強化するためにセンターが戦略的に設定した食健康科学に関する地

域連携研究及び共同研究を 56 件実施した。また、ビッグデータを用いたマーケテ
ィング戦略や食品安全管理に関する標準化講座などの社会人向け教育を実施し 57
名が受講した。さらに、地方自治体との連携を強化するために群馬県農業技術セン
ターとの研究連携を締結した。 
 

■附属病院の改革の取組 
医学部附属病院においては、平成 26 年６月に判明した医療事故に対して、医療

事故調査委員会や病院改革委員会からの提言等を基に、学長のリーダーシップの
下、ご遺族への対応と医療の質と安全体制強化を最優先の課題として位置づけ、新
たな改革の３本の柱「地域医療研究・教育センターの設置、医療の質・安全学講座
の設置、先端医療開発センターの設置」を加えた、「改革工程表」に基づき、信頼
の回復に向けて様々な改善・改革の取り組みを実施した。 
病院の改善・改革の状況や今後の課題について、教職員に理解してもらうため、

病院長による職員向け説明会を 11 回開催している。 
これらの改善・改革の取り組みについて、病院監査委員会や他の特定機能病院に

よるピアレビュー及び国立大学病院間の医療安全・質向上の相互チェックにより､
適切に取り組みが行われているとの評価を受けたことから、平成 30 年５月に特定
機能病院の承認に係る申請を行った。平成 29 年１月に医療事故調査委員会の元委
員による訪問調査を受け、改善状況を報告した。 
厚生労働省の社会保障審議会医療分科会においても改善・改革の取り組みが評価

され、実地調査においても、病院改革の取り組みが診療現場にも浸透していること
が確認された。また、特定機能病院の要件については、平成 28 年６月に追加され
た要件（医療安全管理体制等に係る要件）、平成 30 年５月に追加された要件（ガ
バナンス等に係る要件）も含めて、必要な要件を満たしていることが確認された。 
その結果、平成 31 年４月１日からの特定機能病院の名称使用が再承認された。 

 これまでに実施した改善・改革を必要に応じて見直しながら継続し、さらに新た
な取り組みも実施するなど、学長のリーダーシップの下、大学本部と医学部附属病
院が一体となって医療の質と安全体制の強化に向けて努力している。 
 
主な取り組みは以下のとおり。 

① 医学系研究科の講座再編（平成 29 年度～） 
② 病院長の選考方法の見直し（平成 29 年度～） 
③ 改革の３本の柱の設置（平成 29 年度～） 
④ 病院監査委員会の設置（平成 29 年度～） 
⑤ 医療安全週間の設定・開催（平成 29 年度～） 
⑥ ご遺族への改善・改革状況についての説明会の開催（平成 29 年度） 
⑦ 患者参加型医療推進委員会の設置・開催（平成 30 年度～） 
⑧ 医療安全に関する講演会の開催（平成 30 年度～） 
⑨ 群馬手術手技研修センターの設置（平成 31 年４月） 
⑩ チームステップス研修（平成 29 年度～） 
⑪ インフォームド・コンセント（IC）の充実（平成 30 年度～） 
⑫ ＱＩ（クオリティインディケーター）ボードの設置（平成 31 年度～） 
⑬ 医療の質・安全管理部の充実（平成 29 年度～） 
⑭ 医療における安全文化に関する調査（平成 28 年度～） 
 
医療安全管理体制に関係して学長裁量経費による支援を次のとおり行った。 

①内科・外科講座のフロア統一のための移設等に係る支援 
②群馬手術手技研修センターの設置に伴う研修室（トレーニング室）・設備の整備
（県の設備整備費補助金以外の自己負担） 
③多職種連携教育研究研修センター（WHO 協力センター）運営・シンポジウム実施 
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○ 戦略性が高く意欲的な目標・計画の状況 

 

中期目標 

再定義された各学部のミッションに基づき、未来先端研究機構を研究の全学的展開のプラットホームとして活用し、統

合腫瘍学や内分泌代謝・シグナル学などの本学の重点領域分野を先頭に、重粒子線治療などの先進医療の研究開発や低炭

素化材料の開発などの各専門分野の最先端分野を切り開く独創的な研究を国内外の研究者・研究機関と連携して推進す

る。国際的な研究・人材育成のネットワークを構築し、未来先端研究機構を国際的な研究機関のハブ、研究拠点としての

地位へと高めていく。基礎研究と応用的、実践的研究との融合を図り、産業界や自治体等との共同研究・共同事業を推進

する。研究成果に関わる報告会を学外者も招いて開催するとともに、研究状況についての評価を行うことにより、研究水

準の向上につなげる。 

  ユニット１ 重粒子線治療の教育・研究の推進 

  

中期計画【31】 

重粒子線治療対象疾患の拡大と治療の高度化・効率化を目指した、治療照射技術等の高度化研究、並びに治療効果拡大

のための治療メカニズム等の解明に向けた臨床的放射線生物学研究を行う。研究推進に際しては、国内においては放射線

医学総合研究所等、国外においてはドイツハイデルベルグ大学等の他機関との間での活発な人事交流の下で、共同研究を

行う。特に治療照射技術の高度化に関連する機器開発においては、地域産業界等との連携の下で研究開発を行う。 

平成 31 年度計画

【31-1】 

現在治療が困難な疾患を克服するため、重粒子線マイクロサージェリー技術（直径１ ㎜以下の細いビームで小さ

な病巣を切らずに放射線治療する技術）及び、小さな病巣位置を精密に確認する技術並びに重粒子線照射位置を可視

化する技術などを研究開発し、現行の治療技術の更なる高度化を進める。微小ビームのフィードバック制御及び微小

ビームの線量分布の精密測定等の基礎研究を行う。また、国内外機関との間で物理･生物･医学に関する共同研究を推

進する。さらに地域産業等との連携の下で治療照射に資する機器開発を推進する。 
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【平成 31 事業年度の実施状況】
概要：重粒子線マイクロサージェリーを実現するための照射技術であり、重粒子線のシャープなビームで頭蓋内の微小疾患等を治療するカーボンナイ
フ治療開発研究に関しては［１］に示す。国内外機関との連携に就いては［２］に示す。地元産業界との連携について［３］に示す。全体を概観する
と、ほぼ順調に進展していると考える。 
［１］ カーボンナイフ治療開発研究 

○生物実験を目指して、生体内でのビームの広がりを見るために、ゲル線量計（ポリマーゲル、色素ゲル）を用いて、微小ビームによる三次元線量
分布の測定を行っている。この研究のために、帝京大学と共同研究協約を継続している。 

○１mm 径の微小ビームによる線量分布の定量的評価方法を提案、より詳細に検討し、９月の学会で発表した。現在、論文化しつつある。微小ビーム
形成はほぼ確認ができた状況であるので、次のステップとして、微小ビームの生物・動物実験への応用のため、動物の精密位置決め用のＸ線照
射・受像装置を組み込む準備を進めている。 

［２］ 国内外機関との連携 
○ウーロンゴン大学が開発した線質測定器の読み出し回路を、重粒子線測定に最適なダイナミックレンジが得られるように、理工学府と共同で改良
した。また、アルファ線源を用いた校正を行うための真空チェンバーを理工学府に整備した。７月 15 日にウーロンゴン大学の学生 14 名とスタッ
フ２名が来学し、施設見学と研究交流会を実施した。 

○国内の重粒子線治療施設とは J-CROS の枠組みをベースにして、相互に連携しており、重粒子線治療の高度化に向けて共同で様々な取り組みを行
っている。 
・臨床関連：全施設連携して先進医療Ｂに向けた臨床試験を行っている。群馬大学は肝臓がんの臨床試験を主導し、他施設のデータ取りまとめを
している。 
・医学物理関連：炭素線治療施設間の治療計画に対する相互比較試験を継続している。 

○テキサス大学とすい臓がんの重粒子線治療に関する第３相臨床試験を行っており、米国でランダムに選別された患者の重粒子線治療を行ってい
る。 

○バーゲン大学（ノルウェー）博士課程の大学院生に対して、重粒子線治療計画に必要な生物効果モデルを日本とドイツ間で比較研究し、論文とし
て成果を発表した。 

○中国原子能科学研究院（中国）、国立国際医療研究センター研究所と、重粒子線と免疫の併用基礎研究を行っており、関連の論文を発表した。今
後、特許の申請を予定している。 

○韓国原子力医学院（韓国）との重粒子線の効果を高める基礎生物影響研究を行っており、共著の論文を報告し、さらなるデータを取りまとめてい
る。 

○プレリビュー大学（米国）、テキサス大学 MD アンダーソン癌研究センター（米国）と、宇宙研究を目指して、重粒子線の生物影響研究を行って
おり、共著の論文を報告し、国内外の学会でも成果発表を行っている。 

○カリフォルニア大学ロサンゼルス校（米国）、グアダラハラ大学（メキシコ）との宇宙研究を目指して、重粒子線の神経生物影響研究を行ってい
る。 

○JAXA、理研、筑波大学、放医研、東北大学との共同研究により、国際宇宙ステーションを利用した宇宙実験の準備を進めている。 
○ISAS、放医研、茨城大学、同志社大学、プレリビュー大学（米国）との共同研究により、深宇宙ゲートウェイを利用した宇宙実験を目指した研究
を進めている。 

［３］ 地元産業界との連携 
○県内企業と連携して放射線の腔内照射に向けた線量測定用治具を開発し、材料の放射線照射試験を行う等、製品化を進めている。本年度に特許を
取得し、製品化に向けて販売業者として（株）千代田テクノルと協力し、医療機器の承認が得られ、販売に向けた準備を進めている。 
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 ユニット２ 未来先端研究機構における世界水準の研究力の強化 

    中期計画【32】 

未来先端研究機構において、世界的研究機関や研究者との共同研究等を積極的に実施するなど、本学の強みを有する統

合腫瘍学、内分泌代謝・シグナル学を始めとした世界水準の研究を実施する。この取り組みを具体化するため、外国人研

究者や海外において研究業績をあげた研究者を積極的に招聘し、同機構の専任教員の 30％以上を外国人研究者等とする。 

また、若手研究者の交流を積極的に進め、派遣及び受入れ期間を１週間以上とする研究者の国際交流を年間３件以上行

う。これらの成果として、外国人研究者との共著論文を年間 10 本以上発表するとともに、国際的なシンポジウム、ワーク

ショップ等を年間２件以上開催する。 

  

平成 31 年度計画

【32-1】 

外国人研究者や海外において研究業績をあげた研究者を積極的に採用するため、国際公募を行い、未来先端研究機構の

専任教員の 30％以上を外国人研究者等とする。 

【平成 31 事業年度の実施状況】 

専任教員における外国人研究者等の割合は 50％。 
「元素科学研究部門」に教授として外国人研究者１名を新たに採用し、「海外ラボラトリー・ハーバード大学マサチューセッツ総合病院（MGH）」

に外国人研究者の助教１名を採用した。 

平成 31 年度計画

【32-2】 

海外研究機関等との交流を積極的に進めるため、同機構教員を海外研究機関等に派遣するとともに、同機構の海外ラボ

ラトリーに海外からの研究者を受入れるなど、派遣及び受入れ期間を１週間以上とする研究者の国際交流を３件以上行

う。 

【平成 31 事業年度の実施状況】 

・「海外ラボラトリー（カロリンスカ研究所）」の若手研究者を、カロリンスカ研究所（スウェーデン）に約２ヶ月間派遣し、共同研究（環境暴露と
アレルギー及び呼吸器疾患発症との関連を解明するためのエクスポソーム解析）を推進した。（８月 26 日～10 月 26 日） 
・「海外ラボラトリー（カロリンスカ研究所）」の若手研究者を、カロリンスカ研究所（スウェーデン）に 16 日間派遣し、共同研究（メタボロミク
ス及び化学的分析に関する研究開発）を推進した。（８月 29 日～９月 16 日） 
・「海外ラボラトリー（カロリンスカ研究所）」に米国マウントサイナイ医科大学等の若手研究者２名を、７日間招聘し共同研究を推進した。（11 月
10～16 日、８～14 日） 

なお、来年度以降の論文発表に向けて、これらの共同研究で得た実験結果をデータ化している段階である。 

平成 31 年度計画

【32-3】 
国内外の外国人研究者との共著論文を 10 本以上発表する。 

【平成 31 事業年度の実施状況】 

外国人研究者との共著論文数は 22 本。 
統合腫瘍学分野で６報、内分泌代謝・シグナル学分野で９報、海外ラボラトリーで４報、元素科学分野で海外ラボラトリーと連携して３報出してお

り、掲載ジャーナルのインパクトファクターは平均 4.88、その内、TOP10%の論文が１報含まれている。フランス、米国、スウェーデンの４海外ラボラ
トリーと共同研究を連携する他、サセックス大学（英国）、モナシュ大学（オーストラリア）、チュラロンコン大学（タイ）、インドネシア大学や、
インドやロシアの医療研究機関との共著論文を出しており、世界水準の研究成果を上げている。 
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平成 31 年度計画

【32-4】 
国際的なシンポジウム、ワークショップ等を２ 件以上開催する。 

【平成 31 事業年度の実施状況】 

・海外ラボラトリー・カロリンスカ研究所が中心となり、人間の健康や病気における、環境、食・生活習慣などの網羅的暴露の影響を捉えることを目
的とした新たな研究領域「エクスポゾーム」を焦点にエクスポゾームシンポジウム（令和元年 11 月 12 日 昭和キャンパス）を開催した。米国、フィ
ンランド、スウェーデンから７名、国内２名の世界で活躍する研究者を招聘した。50 名ほどの研究者及び学生が集まり活発な意見交換が行われた。 
・元素科学研究部門が主催し、未来先端研究機構第７回国際シンポジウム（令和２年１月９日 桐生市市民文化会館）を開催した。米国、中国、フラ
ンスから３名、国内から３名の、フッ素・ケイ素・炭素の３分野をリードする研究者を招聘した。70 名を超える参加があり、専門分野を越えて活発な
議論を交わした。 
・内分泌代謝・シグナル学研究部門と海外ラボラトリー・ハーバード大学マサチューセッツ総合病院が中心となり、「基礎医学のシンフォニー」と題
して、「DNA 修復反応」、「次世代がん治療」及び「脳への放射線影響」に焦点を当てた、未来先端研究機構第８回国際シンポジウム（令和２年２月
３～４日 昭和キャンパス）を開催した。米国、英国及びドイツから７名、国内５名の各分野を牽引する研究者を招聘し、約 70 名の研究者が集まっ
た。同時にサテライトワークショップをシンポジウム前後に開催し、シンポジウムのセッションテーマをさらに深堀した議論が出来、充実した研究交
流の場となった。 
・研究部門及び研究プログラムの見直しを行い、今年度から未来先端研究機構の恒常化を図るため、従来の７研究プログラムを整理し、３研究部門に
まとめ、各部門に核となる教授又は准教授を専任で配置し、再構築を図った。そのほか、日本のウイルスベクターの研究拠点として世界最先端のベク
ターツールの開発・供給、データの蓄積及び情報発信・人材育成を行うため、10 月からウイルスベクター開発研究センターを新たに設置した。 

 

 

  



群馬大学  

- 11 - 

 
 
 
 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(1) 業務運営の改善及び効率化に関する目標 
  ① 組織運営の改善に関する目標 

 

中
期
目
標  

学長のリーダーシップの下、教育、研究、診療、社会貢献、グローバル化等の各般にわたり、実施体制・方法などマネジメントのあり方の不断の見直しを行いつ
つ、戦略的な学内資源配分を行う。 

 

中期計画 平成 31 年度計画 

進捗
状況

判断理由（計画の実施状況等） 

中
期

年
度 平成 31 事業年度までの実施状況 

令和２及び３事業年度の 
実施予定 

【59】 
① 学長のリーダーシップの
下、教育、研究、診療、社会貢
献、グローバル化等について、
教員組織を一元化した学術研
究院の特性を活かした機動的・
戦略的な法人運営を行う。 

 

Ⅲ （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
「第３期中期目標期間中の定数削減・新構想枠

の設定について(平成 28 年３月２日役員会決定)」
に基づき抑制した教員定数の一部を、学部入学定
員の見直しや社会の変化に対応できる教員組織の
見直しに活用するための新構想枠定員として確保
した。学長のリーダーシップの下、データサイエ
ンス人材の輩出、地域の特性を活かした食関連の
新産業の創出等を進めるため、数理データ科学教
育研究センター、食健康科学教育研究センターを
設置し、新構想枠を活用し、新規定数配分を行う
など、大学全体の将来構想を踏まえ、大学の重点
的な分野に、戦略的に教員の配置を行った。 
 
＜新構想枠の定数再配分状況＞ 

・数理データ科学教育研究センター ６名 
・食健康科学教育研究センター ４名 

引き続き定数抑制を行うと
ともに定数削減により確保し
た新構想枠を活用し、「大学
教員の定数配分に係る基本指
針」に基づき、大学教員の定
数配分を行う。 

【59-1】 
学長のリーダーシップの下、学部入学定
員の見直しや社会の変化に対応できる教
育研究組織の見直しへの将来的な必要性
等を踏まえ、定数抑制を行うとともに新
構想枠を活用し大学教員の定数配分を行
い、機動的・戦略的な法人運営を行う。

Ⅲ （平成 31 事業年度の実施状況） 
【59-1】 
定数削減により確保した新構想枠を使用し、大

学の重点的な分野への教員配置として、研究・産
学連携推進機構（次世代モビリティ社会実装研究
センター）に１名、ダイバーシティ推進センター
に１名の教員定数を配分した。 
また、社会の変化に対応できる教育研究組織の

見直しへの将来的な必要性等を踏まえ、令和３年
度の情報学部（仮称）の設置（改組）を見据え、
教員定数の配分を一部前倒しで決定した。 
さらに、医学部附属病院における医療の質を担

保する観点から、「大学教員の定数配分に係る基

○ 項目別の状況 
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本指針」を見直し、大学院医学系研究科（診療に
関する職に限る。）及び医学部附属病院の教員の
欠員補充について、より迅速に配置することを可
能とした。 

【60】 
② 大学運営を円滑にするた
め、副学長を配置するなど学長
を補佐する体制を強化する。 

 

Ⅲ （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
学長を補佐する体制を強化するため、平成 28 年

４月１日から特命事項担当（男女共同参画推進担
当）の非常勤理事を継続して雇用している。 
また、大学経営の重点課題毎に副学長や学長特別
補佐を配置し、副学長は、重点分野として、男女
共同参画、大学の国際化、戦略的な企画立案、WHO
連携・医療安全、国際的な研究基盤の構築、重粒
子線医学の推進に係る業務を担当することで、学
長の業務執行を補佐した。学長特別補佐は、平成
27 年度までは１名のみ配置していたところ、平成
28 年度以降は７名以上配置し、大学の将来構想及
び経営戦略に係る業務の補佐体制を強化してき
た。病院改革、高大接続システム改革、将来構想
（教育学部・教育学研究科・理工学部の機能強
化、数理データ科学・食健康科学の新たな分野の
創生）、戦略的な大学経営の推進に係る業務を担
当することで、本学が進める重点分野の業務を機
動的に補佐した。これにより、国際センター（国
際交流・研究センターからの発展改組）、数理デ
ータ科学教育研究センター（新設）、食健康科学
教育研究センターの設置（新設）が実現するとと
もに、附属病院における医療の質の向上、未来先
端研究機構における先端研究拠点の整備、共同教
育学部の設置準備及び理工学部の改組準備の各取
り組みが進められた。 

特命事項担当（男女共同参
画推進担当）の非常勤理事を
継続して雇用し男女共同参画
推進担当に加えダイバーシテ
ィ推進担当を新たに命じると
ともに、特命事項担当（社会
貢献担当）の非常勤理事を増
員する。また、副学長や学長
特別補佐を配置し、学長を補
佐する体制を強化する。 

【60-1】 
副学長や学長特別補佐を配置し、学長を
補佐する体制を強化する。 

Ⅲ （平成 31 事業年度の実施状況） 
【60-1】 
平成 31 年度は、副学長を８名、学長特別補佐を

10 名配置し、大学経営の重点分野の継続性ある対
応を進めた。このうち１名は、令和元年 10 月１日
付けで大学経営を専門とする教員を、クロスアポ
イントメント契約により、学長特別補佐とした。
当該教員は、企画戦略室において進めている IR 機
能を備えた学長室の検討やエビデンスベースの業
務執行の考え方の指導など、大学経営における企
画立案の強化のための業務を行った。また、当該
教員による大学経営戦略セミナーを計５回開催
し、学長・理事を対象として、大学経営における
経営管理の在り方の講義、教職員を対象として、
PDCA を回す組織の在り方やデータ分析の理論から
実践についての講義を行い、戦略的な大学経営体
制の強化に向けた知識の高度化を図った。 
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【61】 
③ 多様な人材の確保や教員
の流動性向上に資するため、柔
軟な人事・給与システムを導入
する。年俸制の適用者を「年俸
制導入等に関する計画」等に基
づき、大学教員の 10％以上に拡
大する。 

 

Ⅲ （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
平成 28 年度から平成 30 年度末までに新たに 167

名の教員に対し年俸制を適用した。 
承継内教員における年俸制適用教員の占める割

合は、平成 28 年度末 19.7％、平成 29 年度末
23.7％、平成 30 年度末 28.0％となっている。 

新規採用教員に新たな年俸
制を適用するとともに、在職
教員から希望を募り、新たな
年俸制への移行を促す。 

【61-1】 
多様な人材の確保や教員の流動性向上に
資するため、「年俸制導入等に関する計
画」等に基づき、大学教員の 10％以上の
教員に対し、年俸制を適用する。 

Ⅲ （平成 31 事業年度の実施状況） 
【61-1】 
人事給与マネジメント改革の取り組みの一環と

して、厳格な業績評価に基づく新たな年俸制を整
備し、令和元年 10 月から施行した。 
施行日以降の新規採用教員 14 名に適用するとと

もに、在職教員に対し新たな年俸制への移行希望
を募り、令和２年４月１日付けで 13 名の教員の移
行が決定した。 
平成 31 年度末現在では、全教員の 35.3％の教員

が年俸制適用者となっている（830 名中 293 名）。
承継内教員においては、平成 31 年度末現在、

26.6％（723 名中 192 名）の教員に年俸制を適用し
ており、中期計画で設定した大学教員の 10％以上
の教員に年俸制を適用するという目標を上回って
いる。 

【62】 
④ 優秀な若手教員の活躍の
場を全学的に拡大するため、
「若手教員の雇用に関する計
画」に基づき、退職手当に係る
運営費交付金の積算対象とな
り得る教員での若手教員をテ
ニュアトラックとして新たに
採用する等、その雇用を促進す
る。 

 Ⅲ （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
欠員となった教員定数について、「大学教員の

定数配分に係る基本指針」及び「国立大学法人群
馬大学人事の方針」に基づき、テニュアトラック
等により、若手教員を採用するための枠として再
配分を行い、平成 28～30 事業年度の間、卓越研究
員制度等により７名の若手教員を採用した。 
卓越研究員制度により採用した若手教員には、

スタートアップ支援経費の配分や研究スペースの
確保、メンター制・アドバイザー制などの研究支
援を行っている。 

卓越研究員制度等を活用
し、優秀な若手教員の確保を
図る。 

【62-1】 
優秀な若手教員の活躍の場を全学的に拡
大するため、「若手教員の雇用に関する
計画」に基づき、退職手当に係る運営費
交付金の積算対象となり得る教員での若
手教員をテニュアトラックとして新たに
採用する等、その雇用を促進する。 

Ⅲ （平成 31 事業年度の実施状況） 
【62-1】 
若手教員を採用する枠として教員定数の再配分

を行ったが、適任者の応募がなく、テニュアトラ
ック制度を活用した採用実績は挙げられなかっ
た。来年度も引き続き募集をしていく。 
なお、テニュアトラック制度にかかわらず、通

常の人事案件においても「国立大学法人群馬大学
人事の方針」に基づき、若手教員の雇用を推進し
ており、平成 31 年度は 48 名の若手教員を採用し
た。 

【63】 
⑤ 男女共同参画社会の実現
を目指し、教育研究活動を活性
化させるため女性教員等を積
極的に採用し、第 3 期中期目標

 

Ⅲ （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
中長期的な採用計画を確実に実施し、全教員に

占める女性比率 20％以上、役員に占める女性比率
12.5％以上、管理職に占める女性比率 14.3％以上
を確保している。 

引き続き女性教員の活用の
ため、研究活動支援者の配置、
スタートアップ経費の措置、
女性研究者への共同研究推進
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期間末までに 20％を確保する。
また、役員に占める女性比率
12.5％以上、管理職に占める女
性比率 14.3％以上を確保する。 【63-1】 

女性教員の現員及び採用状況を定期的に
把握し、女性教員の中長期的な採用計画
を立案・実施する。また、役員に占める
女性比率 12.5％以上、管理職に占める女
性比率 14.3％以上を確保する。 

Ⅲ （平成 31 事業年度の実施状況） 
【63-1】 
女性教員の現員及び採用状況を定期的に把握し

ており、女性教員比率は令和２年３月末日現在で
21.7％となっている。また、役員に占める女性比
率は 12.5％、管理職に占める女性比率は 18.9％と
なっている。 

のための助成金等の方策を実
施する。 

女性教員の採用状況を把握
し、目標達成に向けたポジテ
ィブアクション策を実施す
る。 

女性教職員の上位職採用・
登用を積極的に行う。また、多
様な視点を大学運営・教育研
究活動に取り入れるための意
見交換会を実施する。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(1) 業務運営の改善及び効率化に関する目標 
  ② 教育研究組織の見直しに関する目標 

 

中
期
目
標  

教員組織を一元化した学術研究院の特性を活かし、学部等が有する強み、特色、社会的役割に応じた教育研究組織の見直しや人的資源の重点支援を行う。 

 

中期計画 平成 31 年度計画 

進捗
状況

判断理由（計画の実施状況等） 

中
期 

年
度 

平成 31 事業年度までの実施状況 
令和２及び３事業年度の 

実施予定 

【64】 
① 教育学研究科修士課程及び
専門職学位課程（教職大学院）
では現職教員の資質能力向上の
ため、群馬県教育委員会等と連
携して現職研修のための体制整
備を行う。また、学部志願者数
や教員採用数の動向を見極めつ
つ群馬県教育委員会との協議を
行い、学部入学定員の見直しを
踏まえた組織体制を整備する。 

 Ⅲ （平成 28～30 事業年度の実施状況概略）
大学院教育学研究科を通して現職教員の研修を支

援するための措置として以下のとおり実施した。 
・研究科長期研修院において、学び続ける現職教員
のために、毎年度約 30 名の個別研修を実施し
た。また、３年間で約 20 回の勉強会、講習会、
国際シンポジウムなどを開催した。 

・群馬県総合教育センター、前橋市教育委員会総合
教育プラザ教育研修センター等との連携による県
内公立学校現職教員の長期研修の支援として、修
士課程の授業聴講を受け入れた（28 年度 22 名、
29 年度 27 名、30 年度 26 名）。 

・群馬県総合教育センター、前橋市教育委員会との
連携により、教育委員会又は学校での教員研修に
大学教員を講師として派遣した（28 年度９件、29
年度 17 件、30 年度 26 件）。 

・教職大学院に在学する現職教員の勤務校等におい
て、学校運営、アクティブラーニング等をテーマ
とする教員研修を支援した（28 年度９件、29 年
度 13 件、30 年度 19 件）。 
また、学部入学定員の見直し及び宇都宮大学との

連携にかかる措置として以下のとおり実施した。 
・学部志願者数の動向についての検討及び教員採用
数の動向についての検討を進め、令和２年度に 30
名を減らすこと及び入学定員の専攻ごとの内訳を
決定した。 

・宇都宮大学との共同教育学部の令和２年度設置に
向けて、両大学の連携協議会、同 WG 等で検討を
進め、教職課程認定の申請をするとともに、次年
度はじめに設置申請するための準備を行った。 

現職教員の修士レベルの研
修体制の整備に向けて、研究
科長期研修院の充実を図ると
ともに、県総合教育センター
等と連携して現職教員の長期
研修の支援を進める。 

また、教職大学院では専任
教員が校内研修の講師を務め
る等の学校現場での研修支援
を行う。 

組織の見直しに関しては、
宇都宮大学との共同教育学部
の学年進行に合わせて組織の
整備を図る。特に、各講座に
おける教員の採用に際して
は、両大学で相互に補い合う
分野の教員をバランスよく配
置できるよう両大学間で協議
する。 
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【64-1】 
現職教員の修士レベルの研修体制の整
備に向けて、研究科長期研修院の充実
を図るとともに、県総合教育センター
等と連携して現職教員の長期研修の支
援を進める。また、教職大学院では専
任教員が校内研修の講師を務める等の
学校現場での研修支援を行う。組織の
見直しに関しては、学部志願者数や教
員採用数の動向を踏まえ、学部入学定
員の削減及び宇都宮大学との連携によ
る共同教育学部の設置に向けた準備を
進める。研究科では、教科領域の学修
ニーズに応え、より高度な実践的指導
力を備えた教員の養成を進めるため、
改組（教職大学院の拡充及び修士課程
の廃止）の準備を進める。 

Ⅲ （平成 31 事業年度の実施状況）
【64-1】 
大学院教育学研究科を通して現職教員の研修を支

援するための措置として以下のとおり実施した。 
・研究科長期研修院において、11 分野（国語・社
会・数学・理科・音楽・美術・体育・技術・家
政・障害児・臨床総合センター）にわたって、個
別研修や勉強会等を行った。(13 回開催，延べ
117 名参加) 

・群馬県総合教育センター、前橋市教育委員会総合
教育プラザ教育研修センター等と連携による県内
公立学校現職教員の長期研修の支援として、修士
課程の授業聴講を受け入れた（21 名）。 

・群馬県総合教育センター、前橋市教育委員会、伊
勢崎市教育委員会との連携により、教育委員会又
は学校での教員研修に大学教員を講師として派遣
した（32 件）。 

・教職大学院に在学する現職教員の勤務校等におい
て、学習方略、道徳教育等をテーマとする教員研
修を支援した（９件）。 
また、宇都宮大学との共同教育学部の令和２年度

設置を申請し、認可された。設置と同時に入学定員
を 30 名減の 190 名とすることも確定した。共同教
育学部のカリキュラムの検討を進めるとともに、遠
隔授業の設備の導入と設備を活かした授業づくりの
検討を行った。 
さらに、令和２年度からの教職大学院拡充と修士

課程の廃止を内容とする改組について設置申請を行
い、認可された。拡充後の教職大学院のカリキュラ
ム及び運営体制の検討を進めた。 

【65】 
② 社会情報学部においては、
社会の要請や時代の動向に対応
した、人材の養成を図りつつ、
組織の不断の見直し行う。 

 Ⅲ （平成 28～30 事業年度の実施状況概略）
平成 28 年度の改組により新カリキュラムを導入

した学部教育と、それらに対応した大学院教育の改
革等について、外部有識者による評価・検証を行う
ため、平成 28 年度にアドバイザリーボードを発足
させた。年１回開催し、授業方法や教育体制等につ
いての意見をもらった。「コミュニケーション能
力」、「社会人の学び直し」、「広報」などについ
て話題に上り、教授会において情報共有を図るとと
もに、見直しを行った。 
学術研究院の特性を活かした組織再編に向けて、

国際センターの協力を得て、新たにグローカル地域
創生のプログラムを設置する等の検討を進めた。 

社会情報学部では、高度情
報社会の課題を発見し、その
課題を科学的な思考と実践的
な情報処理やデータの収集・
分析によって解決し、さらに
情報を活用して未来を創造す
る人材を養成することを目的
に、平成 28 年度に改組を行
った。このときのカリキュラ
ムが、平成 31 年度に完成年
度を迎えたため、４年間の人
材養成の成果と組織の適合性
を評価した上で、令和３年４
月設置予定の情報学部（仮
称）の教育課程の実施に繋げ
ていく。 

大学院は、全学的な組織改
編計画のもとで、教育プログ
ラム・組織を拡充すべく検討
する。 

【65-1】 
急激に変化する情報化社会に対応する
ため、社会情報学部及び理工学部を中
心に、学術研究院の特性を活かした組
織再編に向けた検討を進める。 

Ⅲ （平成 31 事業年度の実施状況）
【65-1】 
社会情報学部及び理工学部電子情報理工学科情報

科学コースの教育研究機能を統合し、データサイエ
ンス分野の教育を強化した文理融合の組織再編とし
て、令和３年４月の情報学部（仮称）の設置に向け
た検討を進めた。 
学術研究院の特性を活かし、数理データ科学教育 
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研究センターの教員が兼担教員として授業科目を
担当することや、教員ポストの新規配分によって、
データサイエンス教育の担当教員を増員する体制を
検討するとともに、教員選考を実施した。 

【66】 
③ その他の学部等において
は、教養教育の質的転換、グロ
ーバル化、社会人の学び直し、
産業界との連携などを推進する
観点から機能強化を踏まえた組
織の見直しに取り組む。 

 Ⅲ （平成 28～30 事業年度の実施状況概略）
大学の重点課題に機動的に対応し、全学的な将来

構想の検討を進めるため、企画戦略室を設置した。
学長が命ずる重点戦略課題等に係る情報の収集・分
析及び企画・立案を業務とし、その下に将来構想プ
ロジェクトチームを設置して、教育学部及び理工学
部の改組、数理データ科学及び食健康科学のセンタ
ー設置について検討を行った。平成 29 年 12 月には
数理データ科学教育研究センター及び食健康科学教
育研究センターを設置した。 
数理データ科学教育研究センターは、全学部生が

初年次教育（教養教育）において、データサイエン
スの基礎を学ぶことができるよう、これまで全学必
修科目として開講されていた「情報」の見直しを検
討した。今後、専門分野（学部）の枠を超えて共通
に求められる知識や思考方法を教養教育において学
修し専門教育へ接続するための改善を進める端緒と
なった。 
食健康科学教育研究センターは、地域企業・地方

自治体との連携により、群馬県の主力産業である食
品分野の振興に資することを目的としており、平成
30 年度には農林水産省及び市場調査を行う企業と連
携した公開講座により、食品・農林水産分野で働く
社会人を対象として、「食品・農林水産分野の標
準・認証講座」、「食品安全管理に関する標準化講
座」、「ビッグデータを用いたマーケティング戦
略」の３講座を開講し 13 名が受講した。また、食
健康分野に関する共同研究を 19 件実施するととも
に、地方公共団体及び地域の食品産業界のニーズに
基づき本学が設定した戦略的研究領域を対象とした
学内プロジェクトを６件実施した。これら取り組み
によって、社会人の学び直しの推進や産業界との連
携強化を図った。 
また、同じく企画戦略室の下に設置した経営戦略

チームにおいて、国際化の拠点として戦略的に国際
化を推進する組織を検討し、留学生支援を主な業務
としていた国際教育・研究センターを平成 29 年５
月に国際センターに発展改組し、国際戦略の企画・
立案、事業実施を機動的に行う体制とした。また、
学務部国際交流課と研究推進部研究推進課研究国際
交流係で分かれて対応していた業務を一元化するた
め国際課を設置した。 
医学部附属病院では、改革の柱として組織を見直

し、国際標準の医療安全教育・研究を WHO 等との連
携活動を通じて実施すべく「医療の質・安全管理学
講座」を、トランスレーショナル・リサーチセンタ 

理工学部においては、従来
の５学科を２つの「類」（物
質・環境類、電子・機械類）
に統合し、幅広い知識を学修
できる分野横断的な教育体制
の構築を検討する。また、従
来の理工学の学術分野を背景
とするプログラムに加えて、
理工学の知識を基にした食品
工学のプログラムを導入する
ことなどを検討し、令和３年
４月の改組を目指す。 
 国際センターについては、
さらに機能強化を進めるべ
く、若手教員の海外派遣支援
及び研究（英語）論文の作成
支援体制の整備を検討し、国
際的研究力の強化のための準
備を行う。 
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 ーを改組し高難度新規医療技術・未承認新規医薬
品等に係る仕様の適否を決定する部門として「先端
医療開発センター」を、地域医療の人材育成や支援
をするため「地域医療研究・教育センター」を平成
29 年度に設置した。 
理工学部及び理工学府では、太田市からの補助及

び学長裁量経費等を原資として、太田キャンパスの
設備の更新や教員の入れ替えを行い、機能強化を図
るとともに、太田キャンパス運営委員会を設置し、
運営状況において情報共有を行う体制を整備した。
また、太田市との共同出資による産官学民連携共同
研究を可能とするシーズ研究を立ち上げた。 

 

【66-1】 
理工学部においては、第 4 次産業革命
に対応するため、機能強化を踏まえた
組織の見直しを検討する。 

Ⅲ （平成 31 事業年度の実施状況）
【66-1】 
理工学部及び理工学府では、令和３年度に予定す

る理工学部改組後の組織運営体制、教育研究体制を
遺漏なく迅速に進めるため、改組準備委員会を組織
し、３回の会議及び適宜メール審議を行った。審議
内容は、改組後の組織体制、類・部門・プログラム
の概念形成と共有、教員評価、人事、入試などであ
る。これらの検討結果を基に、現有組織と連携し、
改組関係の作業を進めつつ、次年度の設置申請に向
けて準備を行った。 
平成 30 年度までの太田キャンパスにおける機能

強化に向けた見直しを踏まえ、以下の取り組みを行
った。 
太田市との共同出資による産官学民連携共同研究

を継続して実施するとともに、一般財団法人地域産
学官連携ものづくり研究機構を通して、太田市をは
じめとした地域との連携強化を行った。太田キャン
パスでの産学官連携研究の成果発表会やリカレント
教育（13 講座、参加者 200 名）を実施した。 
また、共同研究数の増加、組織対組織の共同研究

の実施のために、研究・産学連携機構と理工学府と
の連携を強めた。企業と群馬大学との連携協定を見
直し、４件の連携協定を締結した。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(1) 業務運営の改善及び効率化に関する目標 
  ③ 事務等の効率化・合理化に関する目標 

 

中
期
目
標  

業務の見直し、合理化を推進し、効率的な事務執行を行う。 

 
 

中期計画 平成 31 年度計画 

進捗
状況

判断理由（計画の実施状況等） 

中
期 

年
度 平成 31 事業年度までの実施状況 

令和２及び３事業年度の 
実施予定 

【67】 
事務改善・合理化協議会や内部
監査等を活用し、業務内容の見
直し・改善を進めるとともに、
若手職員からの効率化・改善に
向けた提案を反映させる仕組み
の構築、体系的なスタッフ・デ
ィベロップメント（SD(※5)）
等を実施する。 
 
(※5) SD: Staff Development 
の略。事務職員や技術職員など
職員を対象とした、管理運営や
教育・研究支援までを含めた資
質向上のための組織的な取組。 

 Ⅲ （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
平成 28 年度及び平成 29 年度は、事務改善・合理

化協議会において、事務改革の参画意識の醸成及び
事務業務等に関する改善を図ることを目的として、
全職員を対象として「ググっとアイディア賞」によ
り提案の公募及び優れた提案の表彰を実施した。平
成 28 年度は 80 件（うち６件を表彰）、平成 29 年度
は 66 件（うち５件を表彰）の提案があり、表彰され
た提案について、事務業務の改善取組として実施し
た。各取り組みは、職員の資質能力向上、働きやす
い職場作り、業務効率化など事務業務等の質の向上
に資するものであり、若手職員を含め、事務改善の
意識啓発には一翼を担ったが、一部の取り組みで
は、実行においてコスト面での課題により実施でき
ていないなど、提案募集から実質的な改善・効率化
に向けた実行までの課題が残った。 
平成 30 年度は、表彰制度ではない形で事務業務の

改善・見直しのための取り組みについて、事務局を
まとめ役として各組織から提案を募集した。185 件
の提案があり、この中から優先度や業務分類の整
理、実現性の検討を行い、「業務改善事項」と「組
織整備事項」に区分した上で、優先度の高い「業務
改善事項」の 17 件（提案件数では 46 件）及び「組
織整備事項」の 11 件（提案件数では 15 件）につい
て、関係部署での実施または実施に向けた検討を始
めた。その１つである授業料免除書類の削減では、
書類の確認及び学生への照会・再提出依頼等の業務
負担が大幅に軽減され、業務の効率化に繋がった。
併せて、学生にとっても手続きが簡素化され、学生
サ―ビスの向上にも繋がった。また、その後の進捗
状況を確認・把握するとともに、全提案内容を各事

荒牧地区事務一元化につい
ては、引き続き検討 WG を中
心に具体案を作成し、事務改
善・合理化協議会において検
討の上令和３年４月の新体制
発足を目指す。学長室（仮
称）の設置については、企画
戦略室経営戦略 PT におい
て、学長のガバナンス強化が
図れる形での設置を目指し、
引き続き検討する。 

また、若手職員からの事務
業務の効率化・改善に向けた
提案を反映させる仕組みの構
築については、若手職員研修
において提案を募集するとと
もに、学内サイトに応募フォ
ームを開設し、恒常的に提案
できる仕組みを構築する。提
案された事案については、事
務改善・合理化協議会におい
て実施可否を検討し、効率的
な事務執行に繋がる取り組み
について実行に移す。 

定例の会計監査に加え、教
務や人事労務管理など大学業
務全般を幅広く監査対象とす
る。監査実施に当たっては、
法令遵守はもちろん、それぞ
れの業務の有効性や効率性に
ついて検証し、改善要望や提
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務組織にフィードバックし、更なる見直し・改善の
ための実施を促した。 
これまで事務局が行ってきた内部監査について、

より客観的な視点で監査が行われるよう、平成 30 年
４月よりそれまで監事監査の補助を主な業務として
いた監査室のあり方を見直し、基本的にすべての内
部監査について、監査室が主体となって行うことが
できる体制を整備した。 
これにより、事務局が行ってきた内部監査を業務

指導として大学の内部統制を構成する要素に見直
し、監査室は、内部統制が有効に機能しているかも
含めて、通常の業務から独立した立場で内部監査を
行うこととした。 
平成 30 年度においては、業務方法書に基づく内部

統制の運用状況について監査し、概ね適正に業務遂
行がなされていることを確認したが、業務の有効性
や効率性に係る監査は次年度以降も継続し、学長や
各部署に対し、改善要望や提案を行う。 
毎年度、職員の資質能力を向上させることを目的

とした研修の計画を策定し、階層別・目的別研修を
計画的に実施した。 
平成 28 年度からは、女性職員のキャリア形成を促

し、管理職等への意識啓発を図ること等を目的とす
る「女性職員活性化研修」を実施し、平成 30 年度か
らは、ダイバーシティ・性の多様性に対応できる就
学・就業環境の整備にむけたガイドラインの策定に
伴い、その意識啓発と周知を図ることを目的とする
「LGBTs 講座」を実施する等、本学の経営の方針等
に応じて、毎年度計画の見直しを行っている。 

案を行う。最終的には、数年
の監査結果の蓄積から、事務
組織間の業務量の平準化や、
適正な人員配置が図られるよ
う改善提案を行うことを目指
す。 

前年度の研修の実施状況及
びアンケート調査等の結果を
踏まえて、階層別研修及びス
キルアップ研修等の内容を充
実・改善し、計画的に実施す
る。特に、eラーニングによ
り実施可能な知識の教授を主
目的とする座学・講義型の研
修については、受講希望者が
随時受講できるよう、eラー
ニングコンテンツの充実を進
める。 

【67-1】 
事務改善・合理化協議会を開催し、業
務の見直し・改善を進めるとともに改
善等の進捗管理を行う。また、職員の
資質能力向上を目的に職階別・業務別
の研修を計画的に実施する。 

Ⅲ （平成 31 事業年度の実施状況） 
【67-1】 
平成 30 年度に提案を募集した「事務業務の改善・

見直し」の 185 件の提案の進捗状況を再度確認し、
実施完了８件、継続（実施可否の検討を継続）13
件、中止（担当部署における検討において実施しな
いことを判断）５件の 26 件を除いた未実施事項につ
いて、各担当部署に対して実施または実施に向けた
検討を促した。その結果、財務部を中心として旅行
命令手続きの見直しが行われ、複雑化していた旅費
に関する業務の大幅な削減を図るための旅費規則改
正案がまとまり、翌年度施行とした。 
また、事務業務の改善・見直しの「組織整備事

項」のうち、優先実行課題とされた事務組織の見直
しの検討を行うため、12 月に開催した事務改善・合
理化協議会で、①事務の効率化を図るための荒牧地
区事務一元化、②学長直轄のブレイン機能を強化す
るための学長室（仮称）の設置の検討を行った。荒
牧地区事務一元化については、協議会の下に検討 WG 
を立ち上げ、情報学部（仮称）新設予定である令和
３年４月の新体制発足を目標として、荒牧地区内事
務組織の業務の洗い出しを行い、結果を資料として
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まとめ状況把握を行った。学長室（仮称）の設置に
ついては、既存の学長直轄のブレイン機能を有する
企画戦略室に対して検討を依頼し、企画戦略室経営
戦略 PT での検討を開始した。 
群馬大学職員人事評価における「役職段階に応じ

た職務遂行に必要な水準」を基準として、各階層で
求められる基礎的な知識及び技能全般を習得するこ
とを目的とする階層別研修（新規採用職員研修，係
長級職員研修等）や、大学職員としての専門的な知
識及び技能を身に付けることを目的とするスキルア
ップ研修（タイムマネジメント研修，英語研修，広
報セミナー等）を計 18 件実施し、延べ 918 名の職員
が受講した。 
また、全職員が身に付けておくべき基礎的な知識

及び技能を習得することを目的とする基礎研修（個
人情報管理研修，情報セキュリティ講習会，LGBTs
講演会等）についても、研修計画に基づいて前年度
に引き続き実施した。 
なお、７月には係長級以上の全事務職員を対象と

した研修に関する要望等についてのアンケート調査
を実施し、各研修の事後においても受講者を対象と
した理解度や業務への貢献度に関するアンケート調
査等実施しており、それぞれの結果は次年度の研修
計画に反映している。 

【67-2】 
監査室の機能を強化し、内部監査を充
実させ、大学事務遂行を効率化させ
る。 

Ⅲ 【67-2】 
令和元年６月から翌年２月までの間で業務監査３ 

件、会計監査３件及び前年度監査結果のフォローア
ップ監査を実地調査により実施した。 
業務監査では、①業務運営における効率性（業務

管理）の確保の状況に関する事項及び②学内の各種
委員会等の活動に関する事項を監査した。 
この業務監査において、各課等における業務分担

状況が規程どおりでない事例や、委員会等にかかる
人的及び時間的コスト増が見受けられたので、事務
組織規程及び事務分掌規程の改正検討や、会議にか
かるコスト削減の検討等、大学の事務遂行の効率化
に向けた改善提案を行った。 
 会計監査では、毒劇物の管理方法や遊休化の兆候
が見られる不動産について指摘等を行い、本学の財
務会計の健全化が図られるよう改善提案を行った。 
業務監査のうち、業務管理の状況に関する監査に

ついては、まだ確認が必要な事項等が残っているの
で、令和２年度以降も継続して実施する予定であ
る。 

  



群馬大学  

- 22 - 

 

（１） 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等 

 
１．特記事項    
 
■企画戦略室の設置・活動 【59、64、65、66】 
 
【平成 28～30 事業年度】 
大学の重点課題に機動的に対応し、全学的な将来構想の検討を進めるため、平成

28 年９月に学長の下に企画戦略室を設置した。企画戦略室は、学長が命ずる重点戦
略課題等に係る情報の収集・分析及び企画・立案に関することを業務とし、経営戦
略に関する業務を行う常駐の経営戦略チームと組織改編等の特定の課題ごとに置
くことができるプロジェクトチームで構成している。 
経営戦略チームにおいては、学長のリーダーシップの強化を目的とした裁量経費

の増額、また、大学における国際化の拠点として大学全体の国際化を戦略的に推進
することを目的に「国際センター」の設置を決定したほか、「広報戦略」について
の検討を行い、広報本部を設置した。 
プロジェクトチームにおいて検討を重ねた結果を受け、「学術研究院」の仕組み

を活用して学部等の垣根を超えた全学体制で教育、研究、社会貢献を推進して大学
全体の機能強化を図ることを目的とした、「数理データ科学教育研究センター」と
「食健康科学教育研究センター」の設置を学長に提言し、学内共同教育研究施設と
して平成 29 年 12 月に設置した。 
平成 30 年度には、荒牧地区施設整備プロジェクトチームにおいて、荒牧地区に

おける新組織に関する施設整備につき、①共同教育課程設置に向けた教育学部に関
する施設整備、②情報系新学部に関する施設整備、③食健康科学教育研究センター・
数理データ科学教育研究センターの機能強化のための施設整備等、組織再編の枠を
越えた議論について検討を行い、学長に提言した。 

また、新学部の設置や学部の改組による機能強化の取り組みとして、主に教育研
究活動の充実を図る点から以下の取り組みを行った。 
① 教育学部・教育学研究科においては、全国的な教員養成機能の強化が進められ
る中、本学と宇都宮大学は平成 29 年 12 月に「教育学部の連携・協力に関する協
議会」を設置し、相互の教育資源を活かし検討を行ってきた。その結果、令和２
年４月に向け、共同教育学部の設置申請を行うこととなった。 
併せて、学部志願者数の動向についての検討及び教員採用数の動向についての

検討を進め、令和２年度に入学定員 30 名を削減することとした。 
さらに、「国立教員養成大学・学部、大学院、附属学校の改革に関する有識者

会議報告書」でも報告のあった、教職大学院の拡充については学内外での議論を
行い、令和２年４月に向け、設置申請を行うこととなった。 

② 情報系新学部の設置においては、情報を基軸に Society5.0 を支える人材を育
成すべく議論を行い、教育内容や入学者選抜の実施方法などの議論に時間を要す
ると判断し、令和３年４月設置を目途とし引き続き議論及び検討を行うこととし
た。 

③ 理工学部の改組については、第４次産業革命の推進並びに持続可能社会の構築
等を総合的に俯瞰出来る人材育成を目指し検討を重ねてきたが、さらなる議論に
時間を要すると判断し、令和３年４月に改組することとした。 
 

【平成 31 事業年度】 

組織改編等を目的とした特定課題毎のプロジェクトチームでの検討事項につい
ては、実行に向けて、プロジェクトチームから各取り組みを進める組織及び委員会
等での検討へ移行した。また、平成 30 年度までに進めてきた組織改編等の進捗を
踏まえて将来構想を取りまとめ、学長へ提案することで、定員規模の検討に繋げた。 
経営戦略に関する業務を行う常駐の経営戦略チームにおいては、戦略的な経営を

実現するために、収入の拡大に向けたリカレント教育体制の整備や基金獲得方策の
検討、大学ブランド力向上に向けた SDGs 取組の公表や大学ランキングに対応する
広報活動の実施などを進めてきた。 
また、令和元年 10 月から半年間、大阪府立大学とのクロスアポイントメント契

約により、管理会計、経営学を専門とする教員（准教授）を企画戦略室経営戦略担
当の学長特別補佐として採用することで、経営の効率化、効果的な計画・予算の策
定に向けた検討を進めた。また、当該教員を講師とした大学経営戦略セミナーを開
催し、戦略的な大学経営体制の強化のために、役員、管理職、担当職員の職階別に
計５回の SD 研修を行った。 
 

■大学運営を円滑にするための副学長等の配置 【60】 
 
【平成 28～30 事業年度】 
大学経営の重点課題毎に副学長や学長特別補佐を配置し、副学長には、男女共同

参画、大学の国際化、戦略的な企画立案、WHO 連携・医療安全、国際的な研究基盤
の構築、重粒子線医学の推進に係る業務を、学長特別補佐には、病院改革、高大接
続システム改革、将来構想（教育学部・教育学研究科・理工学部の機能強化、数理
データ科学・食健康科学の新たな分野の創生）、戦略的な大学経営の推進に係る業
務を担わせた。 
企画戦略室においては、副学長を室長とし、機動性のある組織を整備した。学長

への定期的な状況報告により情報を共有し、学長の構想の実現化に寄与した。 
企画戦略室内の経営戦略チームにおいては、経営戦略担当の学長特別補佐をお

き、「国際センター」及び「広報本部」の設置等大学の主要事項となる業務を行っ
た。 
また、学長特別補佐が将来構想プロジェクトチーム（教育学部・理工学部・数理

情報教育研究センター（仮称）・食品化学系教育研究センター（仮称））の各リー
ダーとなり、大学の機能強化に向けた取り組みを行い、特に２つのセンターについ
ては、学長特別補佐を中心にセンターの実質化を図るべく機能や業務の企画立案を
精力的に行った結果、平成 29 年 12 月に全学機能を有する数理データ科学教育研究
センター及び食健康科学教育研究センターを設置した。 
さらに、副学長・学長特別補佐を中心として、附属病院における医療の質の向上、

未来先端研究機構における先端研究拠点の整備の各取り組みを進めた。 
 
【平成 31 事業年度】 
平成 31 年度は、副学長を８名、学長特別補佐を 10 名配置することで大学経営の

重点分野の継続性ある対応を進めた。また、学長特別補佐については年度の途中で
経営戦略担当を１名から３名へと増員することで、経営課題の解決に向けた検討体
制の充実を図った。このうち１名は、クロスアポイントメント契約により学外の人
材を登用することで、客観的な視点と専門的見地から経営力の強化に向けた知見を
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得た。 
 
■内部監査体制の充実 【67】 
 
【平成 28～30 事業年度】 
平成 30 年４月に、本学が進める業務を公正かつ独立の立場から監査室が主体と

なって内部監査を実施する体制の整備を図った。 
これにより、事務局が行ってきた内部監査を業務指導として大学の内部統制を構

成する要素に見直し、監査室は、内部統制が有効に機能しているかも含めて、通常
の業務から独立した立場で内部監査を行うこととした。 
平成 30 年６月から平成 31 年２月の間、内部監査計画に定めた事項を実地調査に

より実施し、本学の業務遂行の実態を認識するとともに、事務の適正化・効率化へ
向けた改善要望を行った。 
 
【平成 31 事業年度】 
令和元年６月から翌年２月までの間で業務監査３件、会計監査３件及び前年度監

査結果のフォローアップ監査を実地調査により実施した。 
業務監査では、①業務運営における効率性（業務管理）の確保の状況に関する事

項及び②学内の各種委員会等の活動に関する事項を監査し、事務組織規程及び事務
分掌規程の改正検討や、会議にかかるコスト削減の検討等、大学の事務遂行の効率
化に向けた改善提案を行った。 
 
■医療安全管理体制（ガバナンス等） 【86】 
 
【平成 28～30 事業年度】 
医療事故を覚知した平成 26 年６月以降、病院としては、これまでに様々な改善・

改革に取り組んできた。 
平成 28 年７月には、第三者による医療事故調査委員会から報告書が提出・公表

され、８月には、病院改革委員会からも最終提言がなされた。これら報告書等には、
病院だけでなく医学系研究科も含めた改革が必要との新たな提言等が盛り込まれ
ている。そのため、医学系研究科と病院が一体となって改革を推進する司令塔とし
ての「大学院医学系研究科・医学部附属病院改革推進委員会（以下、改革推進委員
会）」を設置した。改革推進委員会では、医療事故調査委員会報告書等の各種提言
等について医療現場に浸透させ、全部門が一体となって改革を実行するため、平成
28 年 10 月に「提言への対応を進めるための WG」を設置し、着実に改革につなげる
ための活動を行った。 
平成 29 年度には、厚生労働省のガバナンス検討会の取りまとめ報告の「病院と

しての適切な意思決定を行うための体制」を確保するため、病院の骨格となる規程
の見直しを行い、平成 30 年度からは病院運営会議を病院運営に関する意思決定機
関とした。本会議では、診療支援部門や医療の質・安全管理部からも構成員を指名
し、これにより、より迅速な意思決定を行う体制を整備した。 
平成 30 年度には、医療の質・安全の向上のため、医療事故の遺族を委員に含む

「患者参加型医療推進委員会」を設立し、４回の委員会を開催した。 
委員会では、インフォームド・コンセントやカルテ共有、説明同意文書、カンフ

ァレンス、委員会の運営方法などについて議論を交わした。委員会での意見をもと
に、インフォームド・コンセントの録音を電子カルテへ接続するシステムを構築し、
病棟に電子カルテを閲覧できる環境を整備して共有化を開始し、委員会の議事録を
本学ホームページで公開した。 

 
【平成 31 事業年度】 
令和元年９月に第９回改革推進委員会を実施し、患者参加型医療推進委員会の審

議結果報告及び群馬大学医学部附属病院への提言を確認した。また、提言等への対
応に向けスケジュール確認及び提言に対する必要な施策等を検討するとともに進
捗状況の確認を行った。 
「病院の理念」及び「基本方針」を基に、病院運営会議において、令和元年度病

院運営方針として具体的方策を定めた。また、具体的方策の達成状況を自己評価し、
次年度の運営方針策定に反映させることとした。 
 
２．共通の観点に係る取組状況（ガバナンス改革） 
 
上記（１．特記事項）のほか、共通の観点に係る取り組みとして以下の取り組

みを行っている。 
戦略的・効果的な法人運営・資源配分、業務運営のため、毎年度策定する「群馬

大学予算編成について」等の方針に基づき、経営協議会での審議を経て、学長等の
裁量の予算を配分した。「群馬大学予算編成について」では主要施策（平成 31 年
度は大学機能強化、大学院教育、研究プロジェクト、産学官金連携、国際化、大学
運営改革、医学部及び医学部附属病院の改革の７項目）を定め、学長のリーダーシ
ップにより実施するための経費を学長裁量経費に計上している。例えば、教育環境
の国際化を図るため年間の派遣・受入留学生の増加を目指す取り組みにおいて、役
員ヒアリングにて前年度の実施状況が評価されたため、翌年度の予算配分でさらに
取り組みを加速させるべく、学長裁量経費により増額を行った。 
監事からの指摘により、附属学校校内教頭の設置や大学運営情報の公開等につき

改善を実施した。 
具体的には、附属小学校及び中学校における教頭職について、副校長の存在を理

由に設置していなかったが、学校の規模、若手の職員構成に加え、保護者や外部へ
の対応者の必要性を考慮し、教頭職の設置を検討すべきであるとの監事の意見を受
け、平成 30 年度より小中学校に「校内教頭」を設置した。 
また、大学運営の情報を積極的に公開すべきであるという監事の意見を受け、「財

務レポート」を作成し、大学ホームページに掲載、公開した。今後も年度ごとに作
成し、財務諸表等と一緒に公開していく。さらに、学内ネットからのみアクセス可
能であった「群馬大学規則集」について、大学のホームページ上で公開した。 
内部監査での大きな指摘事項は無かった。指摘事項・改善要望事項については、

翌年度以降の内部監査でフォローアップを行い、改善状況を確認している。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
（２） 財務内容の改善に関する目標 
①外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加に関する目標

 

中
期
目
標  

① 外部研究資金とその他の自己収入を増加させる。 
② 附属病院の健全な経営と安定した収入を確保する。 

 

中期計画 平成 31 年度計画 

進捗 
状況 

判断理由（計画の実施状況等） 

中
期 

年
度 平成 31 事業年度までの実施状況 

令和２及び３事業年度の 
実施予定 

【68】 
①-1) 科学研究費助成事業（科
研費）等各種外部研究資金の獲
得のために、教職員に対し説明
会を実施するなど積極的な情報
提供と支援を行い、安定した外
部研究資金を確保する。 

 Ⅲ （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
科研費等各種外部研究資金の獲得拡大のため、

URA は、研究者のニーズを踏まえたファンド情報の
提供、科研費をはじめとした競争的資金申請にお
いての研究計画調書の査読、ブラッシュアップな
どの支援を実施した。また各種イベントでの出展
支援などによる外部関係機関への情報発信の支援
及びニーズ・シーズマッチングへの支援などを実
施し、多岐にわたる研究支援の取り組みを行った。
学内の戦略的な研究助成制度（重点支援プロジ

ェクト、科研費不採択者への研究継続支援など）と
組み合わせた支援の結果、科研費、AMED、NEDO 等
の大型の研究費の獲得につながった。科研費不採
択者への研究継続支援としては、「若手研究助成」
にて 83 件助成し採択 49 件で採択率 59％、「女性
研究者研究助成」にて 20 件助成し採択 10 件で採
択率 50％となり、全学新規採択率（約 25％）を大
きく上回っている。また、AMED の国家課題対応型
研究開発推進事業等（総額 222,101 千円）、NEDO
のエネルギー・環境新技術先導研究プログラム（総
額 50,000 千円）等の外部資金を獲得した。 
学生に対する支援、教育研究の質の向上及び社

会貢献活動の充実を図ることを目的とし、平成 28
年 10 月に群馬大学基金を創設した。 
基金は、①学生の修学支援に資する取組事業、②

大学運営全般にかかる事業、③重粒子線治療の普
及・発展に資する事業の３つの事業を行うことと
している。 
寄附金獲得拡充のため、平成 29 年度及び平成 30

年度については、東和銀行と出向契約を締結し、専
任の基金コーディネータを１名配置した。また、平
成 30 年度からは、常勤職員１名を専任の基金マネ

研究支援職員（旧 URA）による、
教員への研究関連情報の積極的
な発信を促進する。また、戦略的
な外部資金獲得支援として、民間
財団等による外部資金公募情報
の提供を行うとともに、あらゆる
競争的な研究助成に対する申請
書類の査読体制を充実させる。加
えて、学内研究助成に対し当該分
野の将来性などの評価・分析情報
を収集し、本学の強み・特色を強
化する上で着目すべき分野の情
報等を研究・産学連携推進機構へ
提供することについても協力す
る。 

群馬大学基金獲得のために、各
学部で開催するイベント等や卒
業生・在学生の家族に対して新た
に作成したパンフレットを配付
するとともに、基金マネージャー
による県内外企業等の訪問活動
を積極的に行い更なる寄附金の
確保に努める。 

自動販売機の売上の一部を、群
馬大学基金に寄附できるよう手
続きを行う。 
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ージャーとして配置している。基金マネージャー
及び基金コーディネータは、企業、卒業生が在籍す
る県内病院、個人開業医等への訪問活動を実施し
ている。平成 29 年度は約 300 社、平成 30 年度は
約 370 社の企業等を訪問した。 
寄附金獲得のための活動としては、基金ホーム

ページの開設、パンフレットを作成し保護者や同
窓会、イベント等で配布、県内企業、開業医等を訪
問し各方面との連携づくり、公式 SNS や群馬大学
広報誌「GU'DAY」による情報発信等を行った。 
また、銘板の設置、寄附申込み多様化のため、ク

レジットカード払い及びコンビニ払いによる受付
を開始、新たに遺言信託等による大学基金への寄
附について、本学主要取引銀行と協定を締結する
なども行った。 
基金における寄附金獲得状況としては、平成 28

年度 28,938 千円、平成 29 年度 53,053 千円、平成
30 年度 23,494 千円となっている。 
平成29年度は、群馬大学基金開始当初とあって、

多くの寄附金を獲得することができた。そのため、
平成 30 年度は、平成 29 年度と比較すると、寄附
金獲得額が減少している。 
基金において獲得した寄附金については、学生

の修学支援に資する事業では、学生の海外留学派
遣の費用補助や経済的困窮学生に対する奨学金給
付として、大学運営全般に係る事業では、附属幼稚
園の教育環境整備費として、重粒子線治療の普及・
発展に資する事業では、電子線 CT の開発、重粒子
線照射施設への CT 装置対応治療台導入、重粒子線
マイクロサージェリーの臨床応用に対する研究開
発、医療用半導体コンプトンカメラの開発費とし
て、支出した。 
支出額は、平成 28 年度 197,933 千円（群馬大学

基金の前身である重粒子線治療基金からの支出含
む）、平成 29 年度 19,481 千円、平成 30 年度 25,571
千円となっている。 

【68-1】 
科研費等各種外部研究資金の獲得
拡大のため、研究者のニーズを踏ま
えた情報提供及び URA 等を活用し
た研究計画調書の査読等を継続的
に行う。また、群馬大学基金獲得の
ために、卒業生や在学生の家族に対
して新たに作成したパンフレット
を配付するとともに、基金コーディ
ネータによる県内外企業等の訪問
活動を積極的に行い更なる寄附金
の確保に努める。 

Ⅲ （平成 31 事業年度の実施状況） 
【68-1】 
科研費をはじめとした政府系の補助金等外部資

金獲得のために、研究者向け一斉メールや研究・産
学連携推進機構ホームページからの研究支援情報
だけでなく、省庁等（JSPS・JST・AMED 等）や民間
企業の担当者による説明会を通じて、研究者が必
要とする情報提供を行った。 
従来からの研究支援の取り組みを継続するとと

もに、令和２年度科研費申請に際しては、名誉教授
やベテラン教員による申請書類の査読だけでな
く、研究支援職員（旧 URA、４名）によるコメント
サービスの実施により、以前に比べ査読依頼も大
きく増加（平成 30 年度 37 件，平成 31 年度 92 件）
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し、申請書のブラッシュアップを行った。査読やコ
メントサービスを受けた研究者の科研費新規採択
率は約 40％であり、全学の新規採択率約 27％を大
きく上回っている。 
また、重点支援プロジェクトにおいて支援を受

けた研究について、未来先端研究機構の下にウイ
ルスベクター開発研究センターとして設置するう
えで、研究状況の調査、当該分野の将来性の分析な
ど基礎的データの収集が研究支援職員（旧 URA）の
サポートにより行われた。 
群馬大学基金獲得のために、各学部同窓会及び

後援会、企業懇談会、重粒子線施設見学会等におい
て、パンフレットを配布した。 
また、基金マネージャーが 116 社の企業等を訪

問し、基金の説明、パンフレットの配布を行った。
その他、事業報告の群馬大学基金ホームページ

への掲載、公式の SNS や群馬大学広報誌「GU'DAY」
での情報発信、昨年度に寄附をいただいた企業に
対する事業報告並びに今後もご支援いただきたい
旨のお願いとパンフレットの配布、寄附者の返礼
品等の製作などの活動を行った。 
基金における寄附金獲得状況としては、16,567

千円となっている。平成 30 年度の寄附金額と比較
すると減少しているが、平成 30 年度は、附属幼稚
園園庭等環境整備を支援する「あずさプロジェク
ト」事業の寄附を募っていたため、その寄附金額
7,123 千円を除くと、平成 30 年度と同程度となっ
ている。 
基金において獲得した寄附金については、学生

の修学支援に資する事業では、学生の海外留学派
遣の費用補助や経済的困窮学生に対する奨学金給
付として、大学運営全般に係る事業では、附属幼稚
園の教育環境整備やグローバルチャレンジプログ
ラム（自由な発想に基づく留学支援）の費用とし
て、重粒子線治療の普及・発展に資する事業では、
重粒子線マイクロサージェリーの臨床応用に対す
る研究開発や重粒子制御計算機更新の費用とし
て、総額 211,507 千円を支出した。 

【69】 
①-2) 研究成果に関する技術情
報等を広く提供し、地域特性へ
の配慮や教育研究の環境を維持
しつつ、共同研究等実施件数を
確保する。また、群馬大学 TLO(※
6)を中心に URA 等の人材を活用
しつつ知的財産活動の取り組み
を推進し、知財に関する収入の
前年度実績を確保する。 
（※ 6）  TLO : Technology 
Licensing Organization の略。

 Ⅲ （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
研究・産学連携推進機構の産学連携・知的財産活

用センター（平成 28 年４月１日研究・産学連携推
進機構改組により設置。改組前は群馬大学 TLO）に
よる特許に基づく研究成果の発信及び URA 等との
連携による地域の公共機関や企業への大学の研究
シーズの公表・連携推進を中心とした取り組みに
より、共同研究契約件数及び金額が平成 28 年度の
200 件 193,780 千円から平成 30 年度には 262 件
400,106 千円に大きく増加している。特に、１件当
たりの金額が、約 1.6 倍となっており大型の共同
研究が増えている。また、特許権実施等の件数及び

引き続き、JST 主催の新技術説
明会、イノベーションジャパンの
シーズ展示、バイオジャパン等へ
出展する教員への経費補助を行
う。 

産学連携・知的財産活用センタ
ーによる研究成果の情報発信の
強化及び知財担当者と研究支援
職員（旧 URA）等の連携を通して
共同研究の拡大を図る。 

また、企業等との共同研究を開
始する前の検討段階の打合せに
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知的財産の創出、取得、管理及び
技術移転等に関する業務を行う
組織。 

収入も平成 28 年度の 84 件、815 千円から平成 30
年度には 143 件、7,038 千円と大きく増加し、特許
を基にした共同研究費も平成 28 年度の 91,540 千
円から平成30年度には121,770千円に増加してい
る。 

知財担当者が同席し、知的財産権
の取得について相手先企業との
調整を進める体制を充実させる。 

 

【69-1】 
自治体等が開催する新技術説明会
等への参加や公開特許情報の積極
的開示等により、研究成果に関する
技術情報を広く提供し、共同研究等
につなげる。また、URA 等と連携し
て、技術移転を推進することによ
り、特許に基づく共同研究や競争的
資金の獲得を目指す。 

Ⅲ （平成 31 事業年度の実施状況） 
【69-1】 
JST 主催の新技術説明会（６月 27 日）、イノベ

ーションジャパンのシーズ展示（８月 29 日～30
日）等に参加し、本学の特色あるシーズと産学連携
の取り組みを発表し、また開放特許の一覧表を配
布することなどにより、共同研究等に導けるよう、
研究成果に関する技術情報等を積極的に発信し
た。 
現行の人員体制では、知財管理業務に加えての

技術移転業務活動は不十分であることから、特許
権実施等収入の更なる増加を図るべく、外部委託
も活用した技術移転についての検討を開始した。
また、産学連携・知的財産活用センターによる知

財啓蒙活動に関しては、一般社団法人工業所有権
協力センターの「大学高専知財活動助成事業」に平
成 30 年度に引き続き採択され、知財活用による研
究開発能力の向上を目的とした取り組みとして、
「特許分析セミナー」や「特許検索競技大会サテラ
イト」を開催した。 

【70】 
② 目標設定、経営意識の共有、
分析、中長期の推計に基づく、安
定的かつ効率的な病院運営によ
り、収入を確保するとともに、経
費を削減する。 

 Ⅲ （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
「病院の理念」及び「基本方針」について、病院

長と現場の職員全員が意識を共有するため、新た
に解説文を設けた。この「病院の理念」及び「基本
方針」を基に、病院運営会議において、病院運営方
針として具体的方策を定めた。 
病院管理会計システム等を活用し、診療科別の

収支の分析を行った。また、稼働状況等資料を作成
し、病院長・幹部職員と各診療科との意見交換会で
の資料に活用した。 
病床稼働率の低迷を受け、平成 28 年に病院長補

佐をトップとした「病床配分見直しにかかる WG」
を立ち上げ、見直しを行った。平成 29 年には内科
診療センター、外科診療センター病床を可能な範
囲で集約するように病床再編を行った。平成 30 年
には「診療科の固有病床及び共通病床の見直しに
かかる運用基準」を策定し、この基準に基づき８月
と２月に病床の見直しを行った。１月下旬以降は
はインフルエンザによる入院制限を行った結果、
病床稼働率が落ちこんだが、それ以外では、おおむ
ね前年度より病床稼働率は上がっている。（平成 29
年度 81.2％・平成 30 年度 83.6％） 
医療材料・医薬品等に係る経費削減にあたり、医

療材料等契約支援業務の契約を締結しているコン
サルタント会社との連携のもと価格交渉を行い、

「病院の理念」及び「基本方針」
を基に、病院運営会議において、
具体的方策を定めた「病院運営方
針」について、達成状況の自己評
価を行い、次年度の運営方針策定
に反映させる。 

病院管理会計システム等を活
用して、各診療科別で稼働状況等
資料を作成し、各種会議に報告す
る。また、病院執行部と各診療科
の意見交換会の資料を作成する
際、各診療科がコストを意識しや
すい資料を作成する。 

病院運営会議病院戦略作業部
会を設置し、病院の経営及び診療
に関する施策立案・実績評価・改
善について検討を行う。 

医薬品等に係る群馬県内医療
機関ベンチマークシステムの構
築に向けて県内医療機関の参加
施設を増やしていき、引き続き経
費削減に努める予定である。 
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平成 28 年度は約１億５千万円、平成 29 年度は約
２千７百万円の削減をすることができた。 
平成 30 年度は従前の価格交渉に加え、全国的に

も稀な医療材料・医薬品のメーカー・ディーラーを
対象とした調達に係る説明会を開催し、材料部長
及び薬剤部長からそれぞれ協力を求め、併せて後
発医薬品への切り替えを積極的に行った結果、約
２億円を削減することができた。 

【70-1】 
病院の理念や基本方針を踏まえた
病院経営計画を策定し着実に実行
することで、病院経営の健全化を図
る。特に、病院管理会計システムを
積極的に活用し、経営分析等に役立
てる。 

Ⅲ （平成 31 事業年度の実施状況） 
【70-1】 
「病院の理念」及び「基本方針」を基に、病院運

営会議において、令和元年度病院運営方針として
具体的方策を定めた。また、具体的方策の達成状況
を自己評価し、次年度の運営方針策定に反映させ
ることとした。 
病院管理会計システム等を活用して、稼働状況

統計資料を作成し、各種会議に報告するほか、病院
長と各部署との意見交換会（病院長ヒアリング）の
資料として、各部署の収支状況や診療区分別ベン
チマークチャート等を作成し、各部署の現状や課
題を把握するとともに、病院職員の経営意識向上
につなげている。 
「病床配分見直しにかかる WG」において、前年

度に定めた運用基準に基づき、平成31年度は８月・
12 月・２月に病床配分の見直しを行った。また、
病棟医長及び師長に対して、毎週「病床稼働率メー
ルマガジン」を配信し、病床稼働状況を現場にフィ
ードバックしている。なお、見直しを行った病棟階
における、見直し前後の稼働率の平均は次のとお
りであった。 
８月 81.7%→81.9% 
12 月 82.9%→84.3% 
２月 90.4%→92.5% 

【70-2】 
医療材料・医薬品等について、交渉
を行う等により経費削減に努める。
また、群馬県内の医療機関と医薬品
取引価格の情報共有を図る。 

Ⅲ （平成 31 事業年度の実施状況） 
【70-2】 
５月に行った調達説明会には病院長自ら出席の

うえ病院組織全体で価格交渉に臨むことを宣言
し、７月には材料部長及び薬剤部長によるメーカ
ー面談、８月には各診療科のメーカー面談を行い、
さらに９月には検査部長による検査試薬に係るメ
ーカー面談を行うなど新たな取り組みを行い価格
交渉に臨んだ結果、約２億円を削減することがで
きた。また、医薬品・医療材料等に係る群馬県内医
療機関ベンチマークシステムの構築に向け、県内
各病院に参加要請を行ったところ、前橋赤十字病
院から同意を得ることができた。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
（２） 財務内容の改善に関する目標 
② 経費の抑制に関する目標 

 

中
期
目
標  

効率的な予算執行と業務の効率化により管理的経費（一般管理費）を節減する。 

 

中期計画 平成 31 年度計画 

進捗 
状況 

判断理由（計画の実施状況等） 

中
期 

年
度 平成 31 事業年度までの実施状況 

令和２及び３事業年度の 
実施予定 

【71】  
各種業務委託の点検及び光熱
費契約の見直しなどにより、
管理的経費（一般管理費）を第
2 期中期目標期間中の一般管
理費率と同水準となるよう抑
制する。 

 Ⅲ （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
管理的経費の抑制方策（複数年契約，エネルギー

消費量削減計画等）を継続して実施した。また、経
費抑制対応策に関する情報を学内で共有した。 
この結果、第２期中期目標期間中の平均一般管

理費率（経常費用に占める一般管理費の割合）
1.97%に対し、平成 28～30 事業年度の平均一般管
理比率は 1.93%と抑制されている。 

管理的経費の抑制方策（複数
年契約，エネルギー消費量削減
計画等）を継続して実施する。ま
た、ESCO 事業を実施する。 

【71-1】
これまで実施してきた管理的経費の抑
制方策について継続するとともに、省
エネルギー及び光熱水費の抑制に向
け、ESCO 事業（＊7）の導入を推進す
る。 
（＊7）ESCO 事業：Energy Service 
Company の略。省エネルギーの推進、
環境負荷の低減及び光熱水費等の効果
的な削減を図るため、民間のノウハウ、
資金、経営能力及び技術的能力を活用
する事業のこと。 

Ⅲ （平成 31 事業年度の実施状況） 
【71-1】 
管理的経費の抑制方策（複数年契約，エネルギー

消費量削減計画等）を継続して実施している。 
ESCO 事業については、プレゼンテーションの結

果選定された優先交渉権者と協議を行い、包括的
エネルギー管理計画書の策定及び契約締結に至っ
た。 
この結果、平成 28～31 事業年度の平均一般管理

費率は 1.97％と抑制されている。 
なお、共同教育学部設置に伴う遠隔授業システ

ムの調達において、スケールメリットによる経費
抑制を目的とした宇都宮大学との共同調達を行っ
た。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
（２） 財務内容の改善に関する目標 
  ③ 資産の運用管理の改善に関する目標 

 

中
期
目
標  

施設設備等の有効活用と資金の効果的かつ安全性を考慮した運用を行う。 

 

中期計画 平成 31 年度計画 

進捗 
状況 

判断理由（計画の実施状況等） 

中
期 

年
度 平成 31 事業年度までの実施状況 

令和２及び３事業年度の 
実施予定 

【72】 
① 既存資産の活用状況を定期
的に検証するとともに、設備等
の共同利用、有効利用を推進す
るなど、資産の効率的な運用を
行う。 

 Ⅲ （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
学内専用ホームページに掲載されている学内保

有設備情報について、同一学部内による機器の共
用だけでなく、他学部間でも機器の共用ができる
よう設備情報の登録内容を更新するととともに、
設備のキーワード・連絡先を情報として追加する
ことにより改善を図った。年度更新時に各学部に
おいて各機器の状態等の再確認を行い、有効な利
活用ができるよう検証した。 

引き続き学内設備情報の年度
更新及び学内ホームページに掲
載を行い、共同利用を促進する。 

【72-1】 
学内専用ホームページに学内保有設
備情報を掲載し、設備の有効活用を図
る。学内保有設備情報について、共同
利用、有効利用がより促進されるよう
に項目を見直す。 

Ⅲ （平成 31 事業年度の実施状況） 
【72-1】 
設備の有効活用を図った結果、同一学部による

機器の共用だけでなく、他学部に設置された機器
を利用する共同利用も行われた。 
設備更新の登録内容は引き続き継続することと
し、情報の更新を行った。 

【73】 
② 資金の適正かつ効率的な運
用に資することを目的に策定
した「運用方針」に則り、資金
の効果的かつ安全性を考慮し
た運用を計画的に行う。 

 Ⅲ （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
資金の動きを詳細に把握するため、年間の収支

見込を 10 日単位で策定している。また、月単位で
収支実績の確認を行い、適宜運用計画の見直しを
行っている。 
収支見込及び市場の金利状況等を注視しながら

入札を行い効率的な運用に努めた。(平成 28 年
度:10,581 千円、平成 29 年度:6,621 千円、平成 30
年度:4,561 千円) 
また、文部科学大臣の指定の範囲内でより効果

的な運用商品を選定するため、平成 31 年３月に資
金運用方針を改正した。 

引き続き収支状況及び市場の
金利状況を注視しながら入札を
行い、効果的な運用に努める。 
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【73-1】 
収支見込を策定した上で、状況に応じ
随時適切な見直しを行い効果的かつ
安全性を考慮した運用に努める。 

Ⅲ （平成 31 事業年度の実施状況） 
【73-1】 
年間の収支見込を 10 日単位で策定した上で、月

単位で収支実績の確認を行い、適宜運用計画の見
直しを行っている。 
平成31年３月に資金運用方針を改正し運用商品

の対象を広げた結果、過年度から運用している債
権及び定期預金による運用も含めた利息収入
8,286 千円を獲得した。 
運用対象は文部科学大臣の指定に基づき選定

し、安全な運用に努めている。 
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１．特記事項     
 
■病院管理会計システムの活用 【70】 
 
【平成 28～30 事業年度】 
病院管理会計システム（HOMAS）等を用いて、病院運営会議、臨床主任会議へ毎

月、病院の稼動状況等の報告を行った。また、毎月経営に関するテーマを決め
て、経営レポートを発行しているが、その基礎となるデータ作成にも病院管理会
計システム等を用いている。 
病院管理会計システムによる部門別原価計算を使用して、ICU の収支状況を作成

し、医業損益（医業収入－変動費－固定費）については収支がマイナスになって
いるため、収支改善のために上位区分の入院料である特定集中治療室管理料の区
分を４から２へ変更することを決定、平成 30 年３月から特定集中治療室管理料２
の加算を取得している。 
収支改善に向けた具体的方策について各診療科と病院執行部による意見交換会

を行う際の資料として、病院管理会計システム等を活用し、各診療科別の「稼働
状況等資料」、「診断群分類別症例数上位リスト」や「DPC 診断群分類別他大学と
の比較資料」等を作成した。それらを基に各診療科に対し、病床稼働率の上昇等
の経営改善のための方策を作成した。平成 30 年度には、特に、入院・外来別の利
益額、人件費 100 万円当たりの利益額及び DPC 期間Ⅱを超えない残日数といった
資料を各診療科に提示することにより、経営的な視点をもって診療することがで
きた。 
 
【平成 31 事業年度】 
病院管理会計システム等を活用して、稼働状況統計資料を作成し、各種会議に

報告するほか、病院長と各部署との意見交換会（病院長ヒアリング）の資料とし
て、各部署の収支状況や診療区分別ベンチマークチャート等を作成し、各部署の
現状や課題を把握するとともに、病院職員の経営意識向上につなげている。 
 
■研究・産学連携推進機構の取組 【69】 
 
【平成 28～30 事業年度】 

平成 28 年 4 月に研究・産学連携推進機構を改編した。規則等を整備し、学術研
究及び産学官連携を戦略的に企画・推進する組織体制を強化した。 
企業との共同研究等の実現を目指して JST 等主催の新技術説明会等に参加し、

本学のシーズ及び産学連携の取組発表とともに開放特許一覧等の配布することな
どにより、研究成果に関する技術情報を積極的に発信した。 
外部資金獲得につながる可能性のある地域企業との連携を強化するために、群

馬銀行、東和銀行、しののめ信用金庫、あかぎ信用組合の職員に群馬大学産学協
働コーディネーターを委嘱し、産学協働コーディネーターが取引先企業への情報
提供等の活動を行った。 
平成 28 年度の機構の改編に伴い、群馬大学 TLO を発展・改組した産学連携・知

的財産活用センターが、URA との連携を図りながら知的財産活動の取り組みを推進
した。 
これらの取り組みにより、共同研究契約件数及び金額が平成 28 年度の 200 件

193,780 千円から平成 30 年度には 262 件 400,106 千円に大きく増加している。特
に、１件当たりの金額が、約 1.6 倍となっており大型の共同研究が増えている。

また、特許権実施等の件数及び収入も平成 28 年度の 84 件、815 千円から平成 30
年度には 143 件、7,038 千円と大きく増加し、特許を基にした共同研究費も平成
28 年度の 91,540 千円から平成 30 年度には 121,770 千円に増加している。 
 
【平成 31 事業年度】 
企業との共同研究等の実現を目指して JST 主催の新技術説明会（６月）、イノ

ベーションジャパンのシーズ展示（８月）等に参加し、本学の特色あるシーズと
産学連携の取組発表とともに開放特許一覧等を配布することなどにより、研究成
果に関する技術情報等を積極的に発信した。 
外部資金獲得につながる可能性のある地域企業との連携を強化するために、群

馬銀行、東和銀行、しののめ信用金庫、あかぎ信用組合の職員（64 名）に群馬大
学産学協働コーディネーターを委嘱し、産学協働コーディネーターが取引先企業
への情報提供等の活動を行った。 
産学連携・知的財産活用センターが、研究支援職員（旧 URA）との連携を図りな

がら知的財産活動の取り組みを推進した。 
これらの取り組みにより、共同研究契約件数及び金額が平成 31 年度には 267 件

417,553 千円となり、平成 28 年度と比べ、大きく増加している。特に、１件当た
りの金額が、約 1.6 倍となっており大型の共同研究が増えている。また、特許権
実施等の件数及び収入も平成 31 年度には 38 件、2,544 千円となり、平成 28 年度
と比べ、大きく増加している。特許を基にした共同研究費も平成 28 年度の 91,540
千円から平成 31 年度には 151,800 千円になり、増加している。 
 
■外部資金獲得の取組 【68】 
 
【平成 28～30 事業年度】 
科研費をはじめ外部資金の獲得のために、省庁等担当者（JSPS・JST・AMED 等）

による説明会を通じて、学内研究者へ情報提供を図った。URA は、研究者のニーズ
を踏まえたファンド情報の提供、科研費をはじめとした競争的資金申請において
の研究計画調書の査読、ブラッシュアップなどの支援を実施した。また各種イベ
ントでの出展支援などによる外部関係機関への情報発信の支援及びニーズ・シー
ズマッチングへの支援などを実施し、多岐にわたる研究支援の取り組みを行っ
た。 
研究者を積極的に支援するため、同年度科研費不採択者の中から、①大型競争

的資金（研究費 500 万円以上）を目指す者、②40 歳以下の若手研究者、③女性研
究者を対象に、それぞれ公募・選考により研究助成金を配分した。 
さらに、平成 28 年度から、本学の新たな強み・特色となる研究プロジェクトに

対して支援を行い、次段階へのステージアップ・成果創出へつなげる好循環サイ
クルを構築する「重点支援プロジェクト」を実施している。本プロジェクトにお
いては、研究の進捗状況に応じてＧ３シーズ・基盤研究（学内からの研究支援を
受け成果を上げる、外部資金（競争的資金等）の獲得により自立化し手研究を継
続実施する研究）、Ｇ２推進研究（本学の中核となる研究として育てていくプロ
ジェクト研究）、Ｇ１戦略研究（本学の政策的・戦略的な研究として強力に展開
する拠点研究）の３段階を経てステージアップし、より全学的な支援へとつなげ
ていく体制としている。 
これらの取り組みにより、科研費、AMED、NEDO 等の大型の研究費の獲得につな

がった。 
 
【平成 31 事業年度】 

（２） 財務内容の改善に関する特記事項等 
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科研費をはじめ外部資金獲得のために、研究者向け一斉メールや研究・産学連
携推進機構ホームページからの研究支援情報だけでなく、省庁等（JSPS・JST・
AMED 等）や民間企業の担当者による説明会を通じて、研究者が必要とする情報提
供を行った。 
従来からの研究支援の取り組みを継続するとともに、令和２年度科研費申請に

際しては、名誉教授やベテラン教員による申請書類の査読だけでなく、研究支援
職員（旧 URA、４名）によるコメントサービスの実施により、申請書のブラッシュ
アップを行った。査読やコメントサービスを受けた研究者の科研費新規採択率は
約 40％であり、全学の規採択率約 27％を大きく上回っている。 
また、重点支援プロジェクトにおいて支援を受けた研究について、未来先端研

究機構の下にウイルスベクター開発研究センターとして令和元年 10 月に設置し
た。 
 
■群馬大学基金 【68】 
 
【平成 28～30 事業年度】 
学生に対する支援、教育研究の質の向上及び社会貢献活動の充実を図ることを

目的とし、平成 28 年 10 月に群馬大学基金を創設した。 
基金は、前述の目的を達成するため、①学生の修学支援に資する取り組み（経

済的理由により修学が困難な学生に対する、奨学金の給付、海外留学に係る費用
の一部補助等）、②大学運営全般にかかる事業（教育研究の支援、国際交流の推
進、社会貢献活動の充実、教育研究環境の整備充実等）、③重粒子線治療の普
及・発展に資する事業の 3つの事業を行うこととしている。 
基金ホームページの開設やパンフレットを作成し同窓会等へ送付したほか、基

金コーディネータを配置し、県内企業、開業医等を訪問するなど各方面との連携
づくりを進め寄付を募った。 
平成 29 年度においては、公式の Facebook での情報発信やクレジット及びコン

ビニ払いによる受付を開始した。また、新たに遺言信託等による大学基金への寄
附について、本学主要取引銀行（東和・群馬・三井住友）と協定を締結した。 

寄附金獲得拡充のため、平成 29 年度及び平成 30 年度については、東和銀行と
出向契約を締結し、専任の基金コーディネータを１名配置した。また、平成 30 年
度からは、常勤職員１名を専任の基金マネージャーとして配置している。基金マ
ネージャー及び基金コーディネータは、企業、卒業生が在籍する県内病院、個人
開業医等への訪問活動を実施している。 
基金における寄附金獲得状況としては、平成 28 年度から平成 30 年度までで

105,486 千円となっている。 
 
【平成 31 事業年度】 
各学部同窓会及び後援会、企業懇談会、重粒子線施設見学会等において、基金

パンフレットを配布した。 
また、基金マネージャーが 116 社の企業等を訪問し、基金の説明、パンフレッ

トの配布を行った。 
その他、事業報告の群馬大学基金ホームページへの掲載、公式の SNS や群馬大

学広報誌「GU'DAY」での情報発信、昨年度に寄附をいただいた企業に対する事業
報告並びに今後もご支援いただきたい旨のお願いとパンフレットの配布、寄附者
の返礼品等の製作などの活動を行った。 

基金における寄附金獲得状況としては、16,567 千円となっている。 
 
２．共通の観点に係る取組状況（財務内容の改善） 
 
上記（１．特記事項）のほか、共通の観点に係る取り組みとして以下の取り組

みを行っている。 
「資金運用方針」に基づき、適宜運用計画の見直しを行いつつ、資金運用を適

切に行っている。（平成 28 年度～平成 31 年度の利息収入：30,049 千円） 
財務情報の分析結果を「事業報告書」にまとめ、経営協議会等の会議で報告し

ている。 
また、平成 30 年度決算において大学の財務情報を解説した「財務レポート」を

作成しホームページに掲載することで、ステークホルダーに対し、より分かり易
い財務情報を公開することができた。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(３)  自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 
  ① 評価の充実に関する目標 

 

中
期
目
標  

効率的・効果的な自己点検・評価を実施し、評価結果を公表し大学としての社会に対する説明責任を果たすとともに、第三者評価結果等を大学運営の改善に役立
てる。 

 

中期計画 平成 31 年度計画 

進捗
状況

判断理由（計画の実施状況等） 

中
期 

年
度 平成 31 事業年度までの実施状況 

令和２及び３事業年度の 
実施予定 

【74】 
① 大学の自己点検・評価を定
期的に実施するとともに、第三
者評価等の結果を業務改善に
反映させる。 

 Ⅲ （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
第２期中期目標期間における中期目標・中期計画の

進捗管理では、「６年間の実施計画」と、「年度計画
に対する実績報告書」を分けて取りまとめていた。 
第３期からは、この２つの要素を統合し、中期計画

毎に６年間の進捗状況を１枚のシートで管理するこ
とを目的とした、「中期計画カルテ」を導入した。 
この中期計画カルテを用いて、中間調査及び最終調

査の年２回、全学及び各学部等の自己点検・評価を行
っている。 
中間調査と最終調査においては、①各年度計画の進

捗及び成果の把握、②次年度計画案の策定、③６年間
の計画達成に向けたロードマップの見直しを行い、着
実に毎年度、計画を意識した取り組みを実施するよう
に意識付けを図っている。 
なお、中期目標・中期計画の進捗管理の取組自体の

定着を図ることを目的に、年２回の調査時には、各計
画の取組担当部署が担当理事に必ずカルテの内容を
報告することを義務付けている。 

引き続き「中期計画カルテ」
の運用及びその検証によって
全学及び各学部等の自己点検・
評価及び進捗管理を行うこと
により、中期計画・中期目標を
着実に達成する。 

令和２年度に実施される国
立大学法人評価に関し、現状把
握した状況、及び評価結果を大
学全体の活動の改善及び強化
に生かす。 

令和４年度受審予定の大学
機関別認証評価に向けて、自己
点検及び準備を実施する。 

 

【74-1】 
平成 32 年度実施予定の国立大学法人評
価に向け、全学及び各学部等の自己点
検・評価を着実に実施するとともに、第
三者評価等の外部意見を取り入れ、大学
運営の改善に結び付ける。 

Ⅲ （平成 31 事業年度の実施状況） 
【74-1】 
平成 28～30 年度までと同様、中期計画カルテによ

る自己点検・評価を実施している。 
この取り組みを検証し、その運用の改善を行った。
特に、令和２年に実施予定の国立大学法人評価（４

年目終了時評価）に向けて学部等の取り組みを把握す
ることを目的に、教育に関する目標・計画に係る活動
内容については一部（学部単独の計画）を除いて、本
学の教育面の統括機関である大学教育・学生支援機構
が取りまとめるよう担当の変更を行った。 
また、同評価に向け、各学部における計画に対する

現状把握について着実に求めるとともに、その重要性
について理解を深める機会を設けた。具体的には評価
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自体のシステム説明や、提出書類・報告書への記載内
容等についての説明を、全学の評価委員会である「大
学評価室」の室員(各学部の教員)及び、各学部の事務
担当者に個別説明を行った。 

【75】 
② 教員の自己点検・評価とし
ての教員評価を定期的に実施
し、評価結果等を踏まえて、報
奨等により教員の諸活動の支
援・啓発を行う。 

 Ⅲ （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
平成 19 年度から実施している教員業績評価につい

て、平成 28 年度実施分からは教職員の負担軽減、年
俸制の業績評価との一本化を目的とし、アンケート形
式として実施した。 
また、平成 28 年度までは３年に一度実施していた

が、平成 29 年度からは、年俸制業績評価に対応する
ために毎年度の実施とし、４月から３月の１年度分の
活動内容について、年度末に評価を実施する運用とし
た。 

新しい教員業績評価制度に
より教員業績評価を実施する。
月給制・年俸制の区分なく実施
し、学部等の定めた組織目標を
もとに個人目標を設定するこ
とや、面談の実施、複数名によ
る評価を行うことを柱として
いる。 

教員業績評価の結果は適切
に処遇に反映させる。 

【75-1】 
教員評価を実施する。また、人事給与マ
ネジメント改革に関し、より厳格な、新
しい教員業績評価について、評価制度を
検討・設計し、当該年度内に前年度の成
績を用いて試行を行う。 

Ⅲ （平成 31 事業年度の実施状況） 
【75-1】 
「人事給与マネジメント改革に関するガイドライ

ン」の方針も踏まえ、現行の教員評価制度を抜本的に
見直し、実施要項等を全学の教員評価委員会において
検討・制定し、令和元年 10 月１日付け採用者（新たな
年俸制の適用者）から実施することとした。 
令和２年度には対象者を全学の常勤教員に広げる

こととし、準備を行っている。 

【76】 
③ 学外有識者等からの多様な
意見・助言・指摘等を取り入れ、
学内諸活動を活性化させる。 

 Ⅲ （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
医療事故調査委員会及び附属病院改革委員会の提

言への対応として、診療体制の見直し（診療科体制の
再編やカルテのピアレビュー（相互点検）の導入な
ど）、安全管理体制・倫理審査体制の適正化（インシ
デント報告の客観的指標設定、倫理委員会の統合、保
険診療管理センターの設置等）、意識（風土）改革・
教育体制強化（医学系研究科各講座の再編や教授選考
方法の見直し等）、教育・労務管理体制の充実（各種
研修やセミナーの充実、人員配分のコントロール等）、
ガバナンス強化（病院長院内巡視の月例化、医学系研
究科・医学部附属病院改革推進委員会、病院コンプラ
イアンス委員会の設置等）を行った。 
経営協議会における外部委員から、以下のような意

見があった。 
①附属幼稚園の老朽化対策における改修工事を優先
して予算措置すべき 

②行政や報道機関への協力体制を構築し、附属病院等
の情報を提供して地域への宣伝を促すべき 

③附属病院の改革・改善状況を広く社会へ周知すべき
それぞれの意見に対する対応として、以下の取り組

みを実施した。 
①附属幼稚園の施設整備費概算要求により予算措置
を受け、平成 30 年度中に改修を果たした。 

②報道各社との情報交換会を毎年実施し、本学の教
育・研究・社会貢献活動・附属病院等に関する情報
を提供するなどのコミュニケーションを図ること

経営協議会においては、外部
委員から指摘を受けた事項に
対する改革の実行に向けた学
内諸活動の活性化を令和２年
度以降も継続するため、引き続
き、経営協議会の中で外部委員
からの多様な意見・助言・指摘
等を取り入れ、改革・改善に取
り組む。 
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とした。 
③附属病院改革工程表の各項目（提言等）に係る改善・
改革の実施状況を随時更新し、ホームページにて公
表することとした。また、外部に対する報告会、説
明会や報道発表等を実施し、院内改革への進捗状況
への理解を深めた。 

【76-1】 
経営協議会、教育・研究等にかかる各種
評価機関等の外部有識者等からの多様
な意見・助言・指摘等を取り入れ、学内
諸活動を活性化させる。 

Ⅲ （平成 31 事業年度の実施状況） 
【76-1】 
経営協議会において、外部委員からの、年俸制が機

能するためには厳格かつ公正な業績評価をすべきと
の意見に対する対応として、大学や学部等のミッショ
ンに応じた教員の目標設定、研究の分野や職位の特性
を鑑みた評価を実施し、評価結果を処遇へ適切に反映
させるため、要項を整備した。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(３)  自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 
  ② 情報公開や情報発信等の推進に関する目標 

 

中
期
目
標  

教育、研究、社会貢献等の大学運営の状況について、積極的に公開する。 

 

中期計画 平成 31 年度計画 

進捗
状況

判断理由（計画の実施状況等） 

中
期 

年
度 平成 31 事業年度までの実施状況 

令和２及び３事業年度の 
実施予定 

【77】 
教育、研究、社会貢献及びその
他の大学運営に関する情報に
ついて、大学ポートレートなど
を活用して国内外に発信し、社
会に対する説明責任を果たす。 

 Ⅲ （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
これまで学部単位となっていた広報を一元化する

ため、平成 29 年度に広報本部（学生受入部門、一般広
報・基金部門、情報・メディア部門の３部門から構成）
を設置し、「群馬大学広報戦略」（平成 29 年 11 月広
報本部承認、平成 31 年３月改正）に基づき、戦略的に
広報活動を行っている。基本方針は、Ⅰ．群馬大学ブ
ランド向上のための広報、Ⅱ．学生獲得のための広報、
Ⅲ．情報の共有、発信の向上及び情報管理の徹底であ
る。 
Ⅰ．群馬大学ブランド向上のための広報として、情

報連絡書（グーグルフォーム、Microsoft Teams）の活
用により、大学の様々な情報を収集活用できる体制を
構築し、運用している。また、大学のイメージアップ
のため、平成 30 年度から、本学卒業生や在学生広報
チーム「学生広報大使」による企画・デザインの商品
を中心に大学オリジナルグッズの販売（平成 30 年度
末までに６点を作成）を開始したほか、平成 30 年度
から教職員等を対象とした広報セミナーを新たに開
催し、年度末までに５回開催している。報道機関との
交流を図るため、平成 29 年度から、年１回、情報交換
会を開催している。 
Ⅱ．学生獲得のための広報として、「群馬県内を堅

く守り、群馬県外へ攻め出る」に基づき、平成 30 年度
から大規模な進学情報イベント（夢ナビ LIVE）につい
ては、東京、大阪、名古屋、仙台会場と関東圏以外の
会場にも参加している。 
Ⅲ．情報の共有、発信の向上及び情報管理の徹底と

して、全学ホームページはアクセス者にわかりやすい
情報公開ができるよう、バナーの変更等を行った。さ
らに、平成 30 年度末から、全学ホームページのリニ
ューアルの準備を開始した。 

より効率的、戦略的な広報活
動を実施することを目的とし、
令和２年４月から、学生受入部
門、一般広報・基金部門の２部
門体制に再編する（情報・メデ
ィア部門は一般広報・基金部門
に統合）。 

引き続き、「群馬大学広報戦
略」に基づき、戦略的に広報活
動を行い、進捗状況について
は、広報本部において適宜確認
するとともに見直しを行う。 

基本的には、平成 31 事業年
度までに実施してきた施策を
継続、充実させ、本学のブラン
ドをより向上させていく。 

全学ホームページのリニュ
ーアルに合わせ、各学部ホーム
ページのリニューアルも実施
し、スマホによる閲覧に対応す
る。 

SNS のアクティビティは常に
確認しながら、効果的な情報発
信に資する検証を実施する。 

第５期科学技術基本計画で
求められている、知の基盤とし
てのオープンサイエンス推進
を実現するため、群馬県地域共
同リポジトリ「AKAGI」を活用し
て、論文・研究データ等の学術
研究成果を広く公開する。 

学内・学外機関と連携し教
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また、SNS は Twitter（平成 26 年に入試広報のみの
アカウントとして開設。平成 31 年に大学全体のアカ
ウントとしてリニューアル）、LINE（平成 26 年に入試
広報のみのアカウントとして開設。平成 31 年に大学
全体のアカウントとしてリニューアル）、YouTube（平
成 26 年開設）のほか、Facebook（平成 30 年開設）、
Instagram（平成 30 年開設）のアカウントも新たに公
開し、情報発信を開始した。 
群馬県地域共同リポジトリ「AKAGI」については、平

成 27 年度から 30 年度にかけて、登録件数は 7,900 件
→10,247 件、ダウンロード数（年間）は 1,213 千件→
1,454 千件と順調に増加した。 
教育・研究・地域貢献に関する取り組みとして、学

内外の機関と連携した企画展示を合計 63 回実施し、
ホームページ・SNS・回覧板による広報活動を行い、学
内外から来客者を集め、新聞等のメディアに合計 281
回取り上げられた。 

育・研究・社会貢献等大学運営
に関する情報公開を行う。 

【77-1】
ホームページのユーザビリティ向上を
図り、アクセス者にわかりやすい情報の
公開を行う。また、研究成果や地域貢献
事業等のプレスリリースを積極的に行
うほか、学内・学外機関と連携し教育・
研究・社会貢献等に関する情報を発信す
る。本学の教育活動状況については、大
学ポートレートや群馬県地域共同リポ
ジトリ（AKAGI: Academic Knowledge 
Archives of Gunma Institutes）等を活
用して国内外に発信する。 

Ⅲ （平成 31 事業年度の実施状況） 
【77-1】 
全学ホームページ、SNS、広報誌「GU’DAY」（平成

30 年 10 月刊行。大学ホームページへ PDF 掲載し学内
外へ幅広く周知、卒業生へメールで PDF 送付、近隣の
自治会へ配付）などを活用して、本学の教育・研究・
社会貢献等に関する情報を積極的に配信している。 
開設年度から平成 31 年度末までの SNS における配

信数は、Twitter=1,072、 LINE=72、 YouTube=70、
Facebook=364、Instagram=458 である。 
いずれのSNSアカウントもフォロワー数は増加の一

途を辿っている（開設年度から平成 31 年度末までの
フ ォ ロ ワ ー 総 数 :Twitter=1,725 、 LINE=876 、
YouTube=538、Facebook=766、Instagram=963）。 
SNS のアクティビティは常に確認し、SNS それぞれ

の特性を押さえながら、どのような配信がインプレッ
ションを高めるかを念頭に配信を行っている。 
平成 31 年３月に「群馬大学広報戦略」に新たに「群

馬大学の全教職員が広報員」と明記し、各部署からも
積極的にプレスリリース（平成 31 年度 95 件）を行う
よう、働きかけを行っている。 
SDGs について、各教員等の取組紹介のページを新た

に公開した。 
全学ホームページについては、さらなるユーザビリ

ティ向上のため、令和２年４月公開を目標に大幅リニ
ューアルすべく準備を進めている。 
群馬県地域共同リポジトリ「AKAGI」については、登

録件数は 10,247 件（平成 30 年度）→10,735 件、ダウ
ンロード数は 1,454 千件（平成 30 年度）→1,534 千件
と順調に推移している。 
教育・研究・地域貢献に関する取り組みとして、学

内外の機関と連携した企画展示を、合計 21 回実施し、
ホームページ・SNS・回覧板による広報活動を行い、学
内外から来客者を集め、新聞等のメディアに合計82回
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取り上げられている。
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１．特記事項     
 
■経営協議会からの大学運営への反映事項 【76】 
 
【平成 28～30 事業年度】 
学外有識者６名を含めた委員で構成する経営協議会を開催し（平成 28 年度７

回、平成 29 年度５回、平成 30 年度４回）、本学の経営に関する重要事項を協議
するほか、意見交換の時間を設けるなど、学外委員からの積極的な意見聴取を行
った。 
具体的には、医学部附属病院の改善・改革状況を広く社会へ周知すべきとの助

言があり、患者及びご家族等を対象に大型ポスターの院内掲示や、記者会見を開
き報道発表で広く公表した。また、各診療部門からの医療安全への取組活動紹介
のポスターを院内掲示し、院内改革への進捗状況への理解を深めた。 
 
【平成 31 事業年度】 
学外有識者７名を含めた委員で構成する経営協議会を５回開催し、本学の経営

に関する重要事項を協議するほか、意見交換の時間を設けるなど、学外委員から
の積極的な意見聴取を行った。 
具体的には、年俸制が機能するためには厳格かつ公正な業績評価をすべきとの

意見に対する対応として、大学や学部等のミッションに応じた教員の目標設定、
研究の分野や職位の特性を鑑みた評価を実施し、評価結果を処遇へ適切に反映さ
せるため、要項を整備した。 
 
■広報本部の取組 【77】 
 
【平成 28～30 事業年度】 

平成 29 年６月から、情報収集及び発信の一元管理や大学ブランド力の強化、戦
略的広報等のため、広報本部（学生受入部門、一般広報・基金部門、情報・メデ
ィア部門の 3部門から構成）を設置し、「群馬大学広報戦略」（平成 29 年 11 月
広報本部承認、平成 31 年 3 月改正）に基づき、戦略的に広報活動を行っている。
基本方針は、Ⅰ．群馬大学ブランド向上のための広報、Ⅱ．学生獲得のための広
報、Ⅲ．情報の共有、発信の向上及び情報管理の徹底である。 
学外報道関係者との意見交換のため、報道各社（八社会）の支局長クラスとの

懇談会や刀水クラブ（県内記者クラブ）の各社記者との情報交換会を平成 29 年度
から毎年開催している。 
学内の情報収集・管理については、Google フォームを利用した「情報連絡書」

の運用を開始、各学部等から新聞報道や各学部等で実施のシンポジウム等の情報
収集を積極的に行うとともに、各学部等の行事予定を全学行事予定表に反映し、
全学的な情報共有を図った。 

学生への愛校心向上及び受験生等の視点に近い広報を行うため、「学生広報大
使（Student Ambassador）」を募集し、約 200 名（平成 29 年度）の希望者が集ま
り、オープンキャンパスや進学説明会等での志願者対応等にあたった。大学のイ
メージアップのため、平成 30 年度から、本学卒業生や在学生広報チーム「学生広
報大使」による企画・デザインの商品を中心に大学オリジナルグッズの販売を開
始した（平成 30 年度末までに 6点を販売開始）。 

また、平成 29 年度に、積極的な広報活動を行うため、大学のキャッチコピーを
学生、教職員等を対象に公募、99 件の応募から優秀１点、佳作５点を選定、本学
事業の施策普及等に活用している。 
SNS は Twitter（平成 26 年に入試広報のみのアカウントとして開設。平成 31 年

に大学全体のアカウントとしてリニューアル）、LINE（平成 26 年に入試広報のみ
のアカウントとして開設。平成 31 年に大学全体のアカウントとしてリニューア
ル）、YouTube（平成 26 年開設）のほか、Facebook（平成 30 年開設）、
Instagram（平成 30 年開設）のアカウントも新たに公開し、情報発信を開始し
た。 
 
【平成 31 事業年度】 
全学ホームページ、SNS、広報誌「GU’DAY」などを活用して、本学の教育・研

究・社会貢献等に関する情報を積極的に配信している。 
全学ホームページについては、さらなるユーザビリティ向上のため、令和２年

４月公開を目標に大幅リニューアルすべく準備を進めている。 
 
■総合情報メディアセンターの取組 【77】 
 
【平成 28～30 事業年度】 
県内の大学等の学術研究成果及び県立図書館が所蔵する郷土関係資料等の知的

文化財を県内外に広く公開することを目的とした群馬県地域共同リポジトリ
「AKAGI」については、その運用指針に基づき、会議等で加盟館に登録や利用を呼
びかけた結果、平成 27 年度から 30 年度にかけて、登録件数は 7,900 件→10,247
件、ダウンロード数（年間）は 1,213 千件→1,454 千件と順調に増加した。 
 
【平成 31 事業年度】 
群馬県地域共同リポジトリ「AKAGI」については、登録件数は 10,247 件（平成

30 年度）→10,735 件、ダウンロード数は 1,454 千件→1,534 千件と順調に推移し
ている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(３)  自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する特記事項等 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(４) その他業務運営に関する重要目標 
①  施設設備の整備・活用等に関する目標 

 

中
期
目
標  

① 施設整備においては、教育研究活動の活性化と施設の長寿命化に貢献する。 
② 施設の有効活用については、稼働率及び共同利用率を向上させる。 
③ 環境配慮活動については、第 2 期中期目標期間の原単位における二酸化炭素排出量より小さくする。 
④ 設備の整備を計画的に行うとともに、有効活用を行う。 

中期計画 平成 31 年度計画 

進捗 
状況 

判断理由（計画の実施状況等） 

中
期 

年
度 平成 31 事業年度までの実施状況 

令和２及び３事業年度の 
実施予定 

【78】 
① 施設の老朽、リスク及び利
用の状況を考慮し、教育研究
等の成果達成支援や適時適切
な施設保全をするために、国
の財政措置を踏まえ施設整備
推進戦略を見直し、これに従
った整備を行う。 

 Ⅲ （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
平成 29 年度にキャンパスマスタープラン（施設整

備推進戦略含む）を改定するとともに、「インフラ
長寿命化計画（行動計画）」を策定した。また、平
成 30 年度の附属幼稚園改築整備では教育研究活性
化のためのオープンな空間整備、機能向上を図る施
設整備を実施した。 

教育研究活動の活性化のた
め、大学改革等を目的とした
プロジェクトを達成するため
の施設整備を国に要求してい
く。 

また、施設の長寿命化のた
め、「インフラ長寿命化計画
（個別施設計画）」に基づき、
スペースチャージ制度等によ
る安定的な財源を確保し、計
画的な予防保全を実施する。 

【78-1】 
昭和地区の施設調査を実施し、インフ
ラ長寿命化計画（個別施設計画）を完成
させる。また、施設調査の結果に基づ
き、必要に応じて整備を行う。 

Ⅲ （平成 31 事業年度の実施状況） 
【78-1】 
メンテナンスサイクル制度に基づく劣化状況診断

を実施し、「インフラ長寿命化計画（個別施設計画）」
を策定した。また、昭和地区の保健学科西棟では、
教育研究の活性化のため、老朽化の改善に併せ施設
機能向上を図る改修整備を実施した。 

【79】 
② 教育研究活動のニーズと、
施設の利用状況を把握すると
ともに、これらの情報を整理・
分析し、トップマネジメント
に基づくスペース管理を行
う。 

 Ⅲ （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
平成 30 年度に全学のスペース区分を共用研究ス

ペース、学部等活性化スペース、全学共通スペース
に設定し、スペース情報を一元管理するための関係
規程等を改正した。 

施設の有効活用を推進する
ため、フレキシブルなスペー
スを整備するなど、大学改革・
機能強化に沿ったスペースの
再配分を行う。 

また、稼働率を向上させる
ため、スペースチャージ制度
を運用し、余剰スペースの再
配分を行う。 

【79-1】 
スペースの管理制度を運用し、荒牧地
区の施設活用調査を行うとともに、ス
ペース情報を公開することにより施設
の有効活用を図る。また、スペース管理
方針に基づき、全学的なスペースチャ
ージ制度を制定する。 

Ⅲ （平成 31 事業年度の実施状況） 
【79-1】 
施設活用調査の実施、稼働状況の管理、スペース

情報の公開及び全学的なスペースチャージ制度の制
定により、施設の有効活用を図った。 
保健学科西棟の改修整備では、稼働率を向上させ

学科専有の面積を削減し、新たなスペースを創出し
た。 

【80】 
③ エネルギー消費量を把握
し、その整理・分析から施設利
用者の意識高揚に資する情報
を公表するとともに、管理要
員の増員、各種省エネ対策に

 Ⅲ （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
二酸化炭素排出量を削減するため、エネルギー消

費量の削減目標を定め、達成状況を毎月公表してお
り、平成 27 年度を基準として、平成 28 年度から平
成 30 年度までに二酸化炭素排出量を 9.6％削減し
た。 

二酸化炭素排出量を削減す
るため、昭和地区の ESCO 事業
のサービスを開始する。 
また、省エネ対策事業を実施
するとともに、エネルギー消
費量削減計画を見直し、環境
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基づく環境マネジメントを行
う。 【80-1】 

省エネ対策のために、環境マネジメン
ト体制及び制度を運用する。また、昭和
地区においては、ESCO 事業の導入を進
めるとともに、他地区を含め省エネに
繋がる整備を実施する。 

Ⅲ （平成 31 事業年度の実施状況） 
【80-1】 
二酸化炭素排出量を削減するため、大幅な削減が

見込める昭和地区の ESCO 事業を契約した。 
また、荒牧地区及び桐生地区の省エネ対策事業と

して蛍光灯を LED 照明器具に更新した。 
平成 27 年度を基準として、平成 31 年度までに二

酸化炭素排出量を 9.6％削減した。 

配慮活動計画を策定する。 

【81】 
④ 設備マスタープランによ
り、計画的かつ継続的に教育
研究等設備を整備するととも
に、リユースシステムを利用
するなど有効活用を行う。 

 Ⅲ （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
汎用性等を重視した設備マスタープランにより、

計画的かつ継続的に教育研究等設備を整備した。具
体的な設備整備の成果は以下の通り。 
平成 28 年度に安全性向上のための放射線モニタ

リング設備等の整備を行った。 
平成 29 年度に PBL 型授業対応や ICT 化等の新た

な教育ニーズに対応した設備、汎用性の高い共同研
究機器の拡充、感染リスクの低減のための実験動物
検疫システム、省エネ及び CO2 排出量削減のための
貫流ボイラーへの更新等の整備を行った。 
平成 30 年度に手術手技向上のためのサージカル

トレーニング用設備、幼稚園園舎改築に伴う幼児教
育充実のための設備等の整備を行った。 
限られた財源の中で、教育研究機能の強化、安全

性の向上、省エネや環境配慮など効果的な設備更新
を実施した。 
また、学内専用ホームページに掲載したリユース

情報システムについて、データをクラウド上に移し
たことで教職員が直接、簡便にリユース情報を入力
するように改善するなどし、リユースの促進を図っ
ている。 

機器の汎用性等を考慮しつ
つ設備マスタープランに基づ
き、教育研究活動の活性化を
図る設備整備の予算計画を作
成する。 

また、リユースシステムの
さらなる活用を呼びかけ、既
存資産の有効活用を図る。 

【81-1】 
設備マスタープランに基づく計画的な
教育研究等設備を整備する財源を確保
した予算計画を作成する。また、既存設
備の有効活用のため、引き続きリユー
スシステムを運用する。 

Ⅲ （平成 31 事業年度の実施状況） 
【81-1】 
財政状況が厳しい中、教育研究組織の機能強化と

して進めている共同教育学部設置や情報系新学部設
置に伴う設備を重点的に財源確保し整備を進めてい
る。具体的には、共同教育学部で必須となる遠隔授
業システムやパソコン必携化を見据えた次期全学無
線 LAN システムの整備（アクセスポイント更新）な
どの調達手続きを進めており、社会ニーズに応える
教育研究機能強化の計画的な実施につながってい
る。 
設備のリユースについても、昨年度簡便に情報入

力できるように改善した学内リユース情報システム
を活用し、引き続き設備の有効活用を推進している。
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(４) その他業務運営に関する重要目標 
② 安全管理に関する目標 

 

中
期
目
標  

安全対策の強化及び安全管理教育並びに防災教育の徹底を通して、学生及び教職員などの安全を確保する。 
また、情報管理の徹底を図るため、情報セキュリティを高めるとともに、教職員の情報管理に関する意識啓発を恒常的に行う。 

 

中期計画 平成 31 年度計画 

進捗
状況

判断理由（計画の実施状況等） 

中
期 

年
度 平成 31 事業年度までの実施状況 

令和２及び３事業年度の 
実施予定 

【82】 
① 危機管理規則及び教職員安
全衛生管理規則などに基づき、
修学及び教育研究環境などの
安全を確保する。 

 Ⅲ （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
平成 29 年度に、危機管理関係規則の見直しを行い

「危機管理対応指針」の全面改訂を行ったほか、新た
に「群馬大学業務継続計画（BCP）」及び「群馬大学医
学部附属病院業務継続計画（病院 BCP）」を策定した。
平成 30 年度に、教職員向け安否確認システム（セ

コム）を導入し、同システムによる安否確認訓練を開
始（対象者 3,535 人、登録者 1,986 人、報告者 1,061
人、登録率 56％、報告率 53％）した。 

令和２年度に、３年に 1 度
の危機管理関係規則の見直
しを行う。 

引き続き、教職員向け安否
確認システムを利用した安
否確認訓練を実施する。 

なお、登録率の向上に向け
て、他学部等で実施する防災
訓練での利用を促す。 

【82-1】 
危機管理対応指針に基づき整備してい
る個別の危機事象毎の全学マニュアル
の見直しを実施するなどにより、危機管
理に対する意識の定着を図り、修学及び
教育研究環境などの安全を確保する。 

Ⅲ （平成 31 事業年度の実施状況） 
【82-1】 
環境省のガイドラインが更新されたことを受け、

「薬品管理における危機管理マニュアル」について見
直し、新たに水銀の管理について規定した。また、学
生の自殺防止マニュアルの策定に向け、WG を開催し
た。 
教職員向け安否確認システムを利用した安否確認

訓練を実施した。 
全学では、６月 26 日（対象者 3,934 人、登録者 2,156

人、報告者 1,770 人、登録率 62％、報告率 82％）と
荒牧地区の防災訓練実施日の10月30日（対象者3,671
人、登録者 2,429 人、報告者 1,512 人、登録率 66％、
報告率 62％）の両日に実施した。また、医学部附属病
院において、12 月２日に実施した大規模災害発生時の
被災者受入訓練（トリアージ訓練）においても同シス
テムを活用し、平時において BCP 対応等の意識啓発を
行った。BCP 対応のためには大学への安否報告が必要
であるとの認識を共有してもらうため、登録率の向上
を図るべく依頼を行った。 
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、

危機対策本部を設置し、令和２年度の学事関係の課題
について対処することとし、併せて教職員に対しては
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東京方面への不要不急の外出を控えるよう指示する
など必要な対応を行った。 

【83】 
② 安全管理を徹底させるた
め、安全衛生講習会や定期的な
検査を実施する。 

 Ⅲ （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
各年度において、全キャンパスの教職員を対象とし

て、群馬大学安全衛生管理推進室会議主催による安全
衛生講習会を e ラーニングにより実施した。（受講者
数[受講率]  平成 28 年度：250 人[7%]，平成 29 年
度：432 人[13%]， 平成 30 年度：1,743 人[53%]） 

教職員を対象とする目的
別の安全衛生講習会を、内容
に応じて、対面講義、実技講
習又はeラーニングにて実施
することを予定している。ま
た、受講者アンケートにおい
ては、前年度受講者を対象と
して、研修内容の活用等に関
するフォローアップ調査を
実施することを予定してい
る。 

【83-1】 
安全管理を徹底させるため、キャンパス
毎に安全衛生講習会を実施するなど、教
職員に対する安全衛生教育等を推進す
る。 

Ⅲ （平成 31 事業年度の実施状況） 
【83-1】 
安全管理を徹底させるため、令和元年５月から令和

２年２月に掛けて、教職員を対象とした３種の安全衛
生講習会をその目的等に応じて対面講義、実技講習又
は e ラーニングにて実施し、延べ 2,693 名が受講し
た。各研修の後には必要に応じて受講者アンケートを
実施しており、その結果は翌年度の講習会の計画等に
反映することとした。 

【84】 
③ 群馬大学情報セキュリティ
ポリシーを普及し、情報ネット
ワーク及びコンピュータシス
テムに関する危機管理対策を
徹底させるため、情報セキュリ
ティ確保のための環境整備を
行うとともに講習会等を継続
的に開催していく。 

 Ⅲ （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
情報セキュリティを確保するため、群馬大学情報セ

キュリティインシデント対応チーム（CSIRT）を全学危
機管理室のもとに設置し、ホームページを開設した。
情報セキュリティポリシー普及のため、群馬県警察本
部サイバー犯罪対策課と連携して、新規採用職員、幹
部職員など階層別に応じた研修・講習会を行い、情報
セキュリティに関する対面による内部監査、e ラーニ
ングによる情報セキュリティ講習を実施しており、平
成 30 年度の情報セキュリティ講習は、教職員の受講
率が 100％となった。  
全学認証アカウントの発行について、対面による本

人確認を厳密化することで、運用面におけるセキュリ
ティを確保した。 

情報ネットワーク及びコ
ンピュータシステムに関す
る危機管理対策を徹底する
ため作成した「群馬大学サイ
バーセキュリティ対策等基
本計画」 に則り、情報セキュ
リティ教育・訓練及び啓発活
動を実施する。 

【84-1】 
情報ネットワーク及びコンピュータシ
ステムに関する危機管理対策を徹底す
るため作成した「群馬大学情報セキュリ
ティ対策基本計画」 に則り、情報セキュ
リティ教育・訓練及び啓発活動を実施す
る。 

Ⅲ （平成 31 事業年度の実施状況） 
【84-1】 
セキュリティ対策強化のため「群馬大学情報セキュ

リティ対策基本計画」を改定し、「群馬大学サイバー
セキュリティ対策等基本計画」として策定し、当計画
に基づき、以下の教育・訓練及び啓発活動を行った。
群馬県大学等サイバーセキュリティ共同対処協定

に基づき設立された、群馬県大学等サイバーセキュリ
ティ連絡会において、各大学等における情報セキュリ
ティ対策についての勉強会を企画し、県警とともに主
導的な立場で開催した。 
「平成 31 年度（４月期）群馬大学新規採用職員研

修（参加者 11 名）」、新任教員説明会（参加者 36 名）、
他機関からの転入者を対象とした「群馬大学新規採用
者等情報セキュリティ講習会（参加者 35 名）」におい
て、情報セキュリティに関する講義を行った。 
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「群馬大学情報セキュリティ対策基本計画」に基づ
き、全事務系職員（610 名）を対象として、全キャン
パスに監査員が赴き、対面で聞き取りによる情報セキ
ュリティ監査を実施した。 
情報セキュリティ講習において、教職員に対して改

定したサイバーセキュリティ対策等基本計画を周知
するとともに、２段階認証等セキュリティ対策強化の
必要性について意識付けを行った。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(４) その他業務運営に関する重要目標   
③ 法令遵守等に関する目標 

 

中
期
目
標  

国立大学法人としての使命感・倫理観に立ち、法令及び関係諸規則に基づく公正・透明性のある運営を実施するため、その管理体制の見直しを逐次行う。 

 

中期計画 平成 31 年度計画 

進捗
状況

判断理由（計画の実施状況等） 

中
期 

年
度 平成 31 事業年度までの実施状況 

令和２及び３事業年度の 
実施予定 

【85】 
① 業務全般にわたるコンプラ
イアンス推進体制を定期的に
点検し、継続的にその見直しを
図るとともに、役員及び教職員
への周知やインターネットに
よる e ラーニングを導入のう
え、理解度の把握、受講管理を
行うなど法令遵守を徹底する。 

 Ⅲ （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
監事が学部等へ赴いて実地監査を行う際に、各学部

等のコンプライアンス体制について点検し、修正すべ
き点があれば改善を提案し、フォローアップも行うこ
ととしている。平成 28～30 事業年度においては、特
に重大な法令違反となるような事例等は見受けられ
なかった。 
研究倫理、研究活動における不正行為等に関するキ

ャンパスごとの説明会の開催やeラーニングを用いた
研究倫理教育の受講を推進し、意識の向上を図った。
対象者は 100％受講している。 
研究費使用に係るコンプライアンス教育を毎年度

実施し、受講率 100％とすることで、教職員の意識を
高めた。 

従前からの活動を継続し
て実施しつつ、令和元年度監
事監査で意見のあった、大学
における利益相反マネジメ
ントの運用停滞について、監
査室がフォローアップし、改
善の進捗状況について監事
に報告する。 

研究費使用に係るコンプ
ライアンス教育及び研究倫
理、研究活動における不正行
為等に関する研究倫理教育
をeラーニングにより毎年度
実施し、全対象者に受講さ
せ、意識の向上を図る。 

【85-1】 
監事及び会計監査人との連携により、業
務全般にわたるコンプライアンス推進
体制等を定期的に点検するとともにフ
ォローアップを行う。また、資金の適切
な執行に関する教職員の理解度を学習
管理システムを活用して調査し、リスク
管理を強化する。さらに、研究活動の不
正行為防止のため、学内説明会等を開催
し、本学で研究に携わる者に対しては、
研究倫理教育の e ラーニングを受講・
修了させ、理解度の把握、受講管理を行
い、意識向上を図る。 

Ⅲ （平成 31 事業年度の実施状況） 
【85-1】 
監事による実地監査（令和元年 12 月９日～令和２

年１月 31 日）を行った際、各学部等のコンプライア
ンスの状況について、確認を行った。その結果、産学
官連携に伴う利益相反マネジメントについて、制度は
あるものの実際に十分に運用されていない状況が見
受けられたので、今後対応・改善について検討するこ
ととした。 
この監事監査結果は、監事からの意見書としてまと

められ、監事から学長に提出し、教育研究評議会等で
報告されたのち、メールで学内への周知を行った。 
研究倫理、研究活動における不正行為等に関する学

内説明会に代わり、e ラーニングを活用して研究倫理
教育を受講させるとともに、理解度調査を実施してい
る。また、意識向上のため、eAPRIN を活用し、受講を
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義務付けている。
e ラーニングによる研究費使用に係るコンプライア

ンス教育を実施しており、受講を促進し、受講率 100%
とした。 

【86】 
② 医学系研究科と附属病院が
一体となって改革を推進する
大学院医学系研究科・医学部附
属病院改革推進委員会が法令
遵守の実施状況を確認し、改
善・指導を行う。学長の下に設
置した学外委員を含む病院監
査委員会が病院長から定期的
に報告を受け、監査・指導する。 

 Ⅲ （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
大学院医学系研究科・医学部附属病院改革推進委員

会を計８回開催し、病院改革の企画・立案及び改善・
改革の実施状況並びに法令遵守の実施状況の確認を
行った。 
附属病院で発生した医療事故の判明以降、平成27年

に設置した病院コンプライアンス委員会で、病院のコ
ンプライアンスに係る実施状況や学内外からの提言
を受け行う改革等について監査を行ってきた。 
その後、医療法施行規則が改正（平成 28 年６月 10

日)され、特定機能病院の新承認要件として、病院の開
設者に病院監査委員会の設置が義務づけられたため、
病院コンプライアンス委員会を発展的に改組する形
で、平成 29 年４月に病院監査委員会を設置した。以
後、原則として年２回以上委員会を開催し、病院の改
革状況や医療安全管理体制について監査している。平
成 29～30 年度は、大学内や都内において年３回開催
し、各回とも委員は全員出席であった。 

引き続き、大学院医学系研
究科・医学部附属病院改革推
進委員会において群馬大学
医学部附属病院への提言等
に対する改善・改革に必要な
施策等を検討し、進捗状況の
確認を行うとともに改善・指
導を行う。 

病院監査委員会において
も引き続き、病院が進める
様々な改革について監査・指
導及び医療に係る安全管理
についての監査・意見表明を
行う。ただし、開催形式につ
いて、新型コロナウイルス感
染拡大防止のため、対面での
開催ではなく、メール会議や
Zoom 等のアプリケーション
を利用したオンライン開催
の可能性も検討する。 

【86-1】
大学院医学系研究科・医学部附属病院改
革推進委員会は、学内外からの提言等に
対し、必要とされる改革の推進、改革に
必要な施策等の企画・立案及び医学系研
究科・医学部附属病院の法令遵守の実施
状況を確認し、引き続き、改善・指導を
行う。また、これまでに実施してきた改
革の浸透・徹底・評価・効率化などを検
証する。 

Ⅲ （平成 31 事業年度の実施状況） 
【86-1】 
令和元年９月に第９回委員会を実施し、患者参加型

医療推進委員会の審議結果報告及び群馬大学医学部
附属病院への提言を確認した。また、提言等への対応
に向けスケジュール確認及び提言に対する必要な施
策等を検討するとともに進捗状況の確認を行った。 

【86-2】 
学外委員で組織する病院監査委員会の
監査・指導等により、院内組織や院内の
体制等の見直しを図るとともに、適正な
医療提供が行える体制を構築する。 

Ⅲ 【86-2】 
 病院監査委員会の平成31年度の開催状況について、
第１回目を令和元年 10 月２日に大学（病院）で開催
した（委員全員出席）。 
第２回は令和２年３月 18 日に都内で開催する予定

だったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響によ
り、開催を延期した。次年度以降、対面での会議が困
難であれば、メール会議で実施する予定である。 
なお、前年度の開催において、委員から出された意

見や評価等を院内の体制等に反映させた事例は以下
のとおりである。 
①画像診断未読防止システム運用後の評価を行い診
療担当医及び読影医それぞれの労働負担に配慮し
た人的措置を学長主導により図った。併せて病理診
断報告書の未読防止システムの運用について提言
があり、令和元年８月から運用を開始した。 

②平成 30 年度から新たに導入したインフォームド・
コンセント録音及び患者・家族とのカルテ共有につ
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いて、インフォームド・コンセントの録音やカルテ
共有を希望する患者・家族に対する診療上の不利益
が生じない対応策への提言により、説明文書へその
旨を追記し、安全安心な医療の提供につとめた。 

③不正行為等に限定しない、自由に意見が言える院内
環境の構築が必要との提言に対し、診療に対する内
部通報ホットラインに弁護士を通報担当として配
置した。このことで、さらに風通しのよい環境とな
った。 

【87】 
③ ｢研究活動における不正行
為への対応等に関するガイド
ライン｣や｢研究機関における
公的研究費の管理・監査のガイ
ドライン｣を踏まえ、倫理教育
及びコンプライアンス教育の
強化等のための研修会を開催
するなど、教職員の意識啓発を
行う。また、不正を事前に防止
する体制の不断の見直しを行
うとともに、不正防止計画の策
定、組織としての管理責任体制
を明確化するなど、不正防止体
制を充実させる。 

 Ⅲ （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
研究倫理、研究活動における不正行為等に関するキ

ャンパスごとの説明会の開催とともに、すべての教員
に対して平成 28 年度から e ラーニングを用いた研究
倫理教育（CITI Japan プログラム）の受講を義務化し
た。平成 29 年度からは eAPRIN の受講を義務付け、研
究倫理に対する意識の定着を図っている。また、未受
講者には、研究費を減額すること等により、対象者は
100％受講している。 
資金適正執行委員会において研究費不正防止計画

の見直し及びコンプライアンス教育を毎年度実施す
る体制を整えたことで不正防止体制を充実させ、ま
た、コンプライアンス教育を受講率 100％としたこと
で教職員の意識を高めた。 

e ラーニング（APRIN）によ
る研究倫理教育を、全教員を
対象に継続して毎年度実施
する。また、新任教員に対し
ては新任教員説明会での講
習を基に、100％の受講率を
達成させ、コンプライアンス
意識の定着を進める。 

コンプライアンス教育及
び研究費不正防止計画の見
直しを毎年度実施し、不正防
止に関する教職員の意識向
上及び不正防止体制の充実
化を継続させる。 

【87-1】 
研究費使用に係るコンプライアンス教
育を実施する。また、不正防止計画の点
検見直しを行う。 

Ⅲ （平成 31 事業年度の実施状況） 
【87-1】 
e ラーニングによるコンプライアンス教育を実施し

ており、受講を促進し、受講率 100%とした。研究費不
正使用防止計画は資金適正執行委員会において実施
状況を４半期ごとに確認し、次年度計画の見直しを行
った。 

【87-2】
研究活動の不正行為防止のため、学内説
明会を開催するとともに、本学で研究に
携わる者に対しては、研究倫理教育の e 
ラーニングを受講・修了させ、理解度の
把握、受講管理を行い、意識向上を図る。
また、学内ホームページに不正防止体制
や学内規程等を掲載し、教職員等へ周知
する。 

Ⅲ 【87-2】 
引き続いて、 e ラーニングによる研究倫理教育を実

施し、受講率が 100％になった。 
また、「公正な研究活動」に関する規程と「適正な

資金執行」に関する規程が一体となって制定されてい
たため、各責任者の役割が明確でない点を改め、それ
ぞれを別個の規程として制定し、組織としてのコンプ
ライアンス体制の強化を進めた。 

【88】 
④ ICT コンプライアンスの更
なる向上を目指し、意識啓発の
ための環境整備を行う。 

 Ⅲ （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
コンプライアンス対策として、各種ソフトウェアの

包括ライセンス契約の見直しを行い、使用許諾を遵守
するため、平成 30 年度より新たに Office365 の提供
を開始した。 
ファイアウォールの運用を見直したことで、P2P フ

ァイルの利用や学外からの Web サーバへの攻撃など、
不正な通信を検知・遮断できるようになった。 
情報漏洩等の対策として、事務系ネットワークを細

分化するとともに、事務系電子メールのフィルタリン
グシステム更新、ログ管理のためのサーバを導入し

コンプライアンス対策の
ため、各種ソフトウェアの包
括ライセンス契約の内容の
見直しを行う。また、ファイ
アウォールの監視を継続的
に行い、P2P ファイル共有ソ
フトウェアを利用した著作
権侵害及びその他不正な通
信を防ぐ。 
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た。

【88-1】 
コンプライアンス対策のため、各種ソフ
トウェアの包括ライセンス契約の内容
の見直しを行う。また、ファイアウォー
ルの監視を継続的に行い、P2P（＊8）フ
ァイル共有ソフトウェアを利用した著
作権侵害を防ぐ。 
 
（＊8）P2P：Peer to Peer の略。ネッ
トワーク上に存在するコンピュータが、
一対一の対等の関係で通信を行うこと。

Ⅲ （平成 31 事業年度の実施状況） 
【88-1】 
コンプライアンス対策として、各種ソフトウェアの

包括ライセンス契約の見直しを行い、新たに Planner、 
SharePoint の提供を開始した。 
P2P ファイルの利用や学外からの Web サーバへの攻

撃など、不正な通信の検知・遮断を継続的に行い、会
議で報告・検証している。 
情報漏洩等の対策として、事務系ネットワークの細

分化を進めるとともに、新たに導入した事務系電子メ
ールのフィルタリングシステム、長期ログ管理のため
のサーバを設定し運用を開始した。 
総合情報メディアセンターが運用する機器につい

て、セキュリティポリシーに沿ってコンプライアンス
対策を強化するため、総合情報メディアセンターが運
用する機器について、セキュリティアップデートの作
業頻度を半年から月ごとに作業頻度を高めた。 
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１．特記事項     
 
■情報セキュリティ対策 【84】 
 
【平成 28～30 事業年度】 
平成 28 年９月、「国立大学法人群馬大学情報セキュリティ対策基本計画」を策

定した。全学の危機管理室の下に平成 28 年９月設置した情報セキュリティイン
シデント対応チーム（群馬大学 Computer Security Incident Response Team, 以
下「群馬大学ＣＳＩＲＴ」という。）を中心に、計画に基づき情報セキュリティ
インシデント対応体制及び手順書等の整備、情報セキュリティ教育・訓練及び啓
発活動を行った。 
 
【平成 31 事業年度】 

令和元年９月、セキュリティ対策強化のため「群馬大学情報セキュリティ対策
基本計画」を改定し、「群馬大学サイバーセキュリティ対策等基本計画」として
策定した。当計画に基づき、以下の教育・訓練及び啓発活動を行った。 
群馬県大学等サイバーセキュリティ共同対処協定に基づき設立された群馬県大

学等サイバーセキュリティ連絡会において、各大学等における情報セキュリティ
対策についての勉強会を企画し、群馬県警察とともに主導的な立場で開催した。
〔2.1.1(4)他機関との連携・協力〕 
新規採用職員研修（参加者 11 名）、新任教員説明会（参加者 36 名）、他機関

からの転入者を対象とした「群馬大学新規採用者等情報セキュリティ講習会（参
加者 35 名）」において、情報セキュリティに関する講義を行った。 
情報セキュリティ講習において、教職員に対して改定したサイバーセキュリテ

ィ対策等基本計画を周知するとともに、２段階認証等セキュリティ対策強化の必
要性について意識付けを行った。〔2.1.1(2)サイバーセキュリティ等教育・訓練
や啓発活動の実施〕 
「群馬大学情報セキュリティ対策基本計画」に基づき、全事務系職員（610 名）

を対象として、全キャンパスに監査員が赴き、対面で聞き取りによる情報セキュ
リティ監査を実施した。〔2.1.1(3)情報セキュリティ対策に係る自己点検及び監
査の実施〕 
 
■施設マネジメントに関する取組 【78、79、80】 
 
【平成 28～30 事業年度】 
本学では施設整備、施設運営及び環境管理を推進するため、学長の直下に施設・

環境推進室を設置しており、平成 29 年度からは、全学を横断する戦略的な施設マ
ネジメントを推進するため、機能別に２つの専門部会（施設マネジメント部会、
サステイナブルキャンパス部会）の体制に改編し、以下の取り組みを行った。 
（１） 施設の有効利用や維持管理 

① トップマネジメントによるスペース管理制度を構築 
教育研究の変化に応じた全学的な施設の有効活用を促進し、教育研究活動の

一層の活性化に資すること目的として、トップマネジメントによる戦略的なス
ペース配分を行い、大学改革等に対応する機動的なスペースを確保するため、

全学のスペース区分を再設定した。 
また、既存施設を有効活用するため、空室（未使用・不要室）、部屋の用途

変更、スペースの需要等の報告を義務化し、これまで学部等単位で管理してい
たスペースを学長の下一元的に行えるよう規程等を改正した。 
② 既存スペースの有効活用による施設整備 
本学が推進する研究創出への取り組みとして、トップダウンにより政策的･戦

略的に展開する拠点研究として位置づけている数理データ科学教育研究センタ
ー及び食健康科学教育研究センターを発展的に拡充するため、荒牧キャンパス
の既存スペースを見直し、スペースの再配分により約 120 ㎡を整備した。また、
国際化を推進するため、荒牧キャンパスの大学会館の外部エントランスホール
の約 200 ㎡を学生と留学生が交流するラーニングコモンズ「アトリウム・ラウ
ンジ」をグローカリズム育成の新たな拠点として整備した。 
③ インフラ長寿命化計画（個別施設計画） 
「第４次国立大学法人等施設整備５か年計画」を踏まえ、「群馬大学インフ

ラ長寿命化計画（行動計画）」のもと、施設毎の点検、診断、修繕・更新、建
物情報に関する維持管理のメンテナンスサイクルを制度化し、インフラ長寿命
化計画（個別施設計画）を作成しており、対象施設の 62％（約 124,000 ㎡）が
完了し、平成 31 年度に完成させる。 

（２） キャンパスマスタープラン（施設整備推進戦略）の見直し 
キャンパスマスタープラン 2017 に掲げている「安全・安心な教育研究環境を

整備」に基づき、老朽化した危険な附属幼稚園園舎の改築整備を実施した。ま
た、改築整備では、キャンパスマスタープラン（７．施設マネジメント）で掲
げている保有面積の最適化による維持管理費を抑制することとし、改築前の保
有面積に対し整備面積を 88％とした。 

（３） 多様な財源を活用した施設整備 
昭和キャンパスにおいて、民間のノウハウ、資金、経営能力及び技術的能力

を活用する管理一体型 ESCO（Energy Service Company）事業の導入を実施して
おり、平成 31 年３月に優先交渉権者を決定し、令和元年７月に工事額 5.2 億
円、サービス年数８年間の契約を予定している。 

（４） 環境マネメント体制の構築 
① 省エネルギー対策 
「群馬大学エネルギー消費量削減計画」を毎年度策定し、平成 27 年度を基準

として、平成 28 年度から令和２年度の５年間でエネルギー消費原単位を５％
以上削減することを目標に掲げ、削減目標値を前年度比１％と定めている。 
平成 28 年からの３年間の達成状況は、8.3％（光熱費換算：約 89,700 千円）

の削減となっており、３か年の削減目標を十分に達成している。 
また、団地及び建物毎（エリア毎）のエネルギー消費量（電気・ガス）は、

毎月全学に公表・周知し、使用者に省エネ意識の醸成を図っている。 
さらに、平成 31 年度に全学のエネルギー消費量の 80％以上を消費している

昭和キャンパスにおいて、管理一体型 ESCO 事業の導入を実施することとして
おり、工事が完了する令和２年度以降は、省エネ機器への更新及び効率的な運
転管理等により、省エネルギーを図る。 
② 地球温暖化対策 
「温室効果ガス排出抑制のための実施計画」により、平成 27 年度を基準とし

て、原単位における温室効果ガスの排出量を平成 28 年度から令和３年度の６

（４） その他業務運営に関する特記事項等 
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年間で６％以上削減することを目標値とし、毎年度１％以上削減を図ることと
している。 
平成 28 年からの３年間の達成状況は、9.6％の削減となっており、３か年の

削減目標を十分に達成している。 
 
【平成 31 事業年度】 
（１） 施設の有効利用や維持管理 

① トップマネジメントによるスペース管理制度を構築 
施設活用調査の実施、稼働状況の管理、スペース情報の公開及び全学的なス

ペースチャージ制度の制定により、施設の有効活用を図った。 
② 既存スペースの有効活用による施設整備 
昭和地区の保健学科西棟の改修整備では、稼働率を向上させ学科専有の面積

を削減し、新たなスペースを創出した。 
③ インフラ長寿命化計画 
メンテナンスサイクル制度に基づく劣化状況診断を実施し、「インフラ長寿

命化計画（個別施設計画）」を策定した。 
（２） キャンパスマスタープラン等に基づく施設整備 

昭和地区の保健学科西棟では、教育研究の活性化のため、老朽化の改善に併
せ施設機能向上を図る改修整備を実施した。 

（３） 多様な財源を活用した整備手法による整備 
二酸化炭素排出量を削減するため、大幅な削減が見込める昭和地区の ESCO 事

業を契約し、設備設置工事を完了した。 
（４） 環境保全対策や積極的なエネルギーマネジメントの推進 
① 省エネルギー対策 
「令和元年度群馬大学エネルギー消費量削減計画」を策定し、平成 27 年度を

基準として、平成 28 年度から令和２年度の５年間でエネルギー消費原単位を
５％以上削減することを目標に掲げ、令和元年度の削減目標値として前年度比
１％減と定めた。 
令和元年度エネルギー消費量削減の達成状況は、0.5％（光熱費換算：約 7,958

千円）の削減と年間の目標値には達していていないが、平成 28 年からの４年間
の達成状況は、8. 7％（光熱費換算：４年間で約 97,639 千円）の削減となって
おり、４か年の削減目標は十分に達成している。 
また、団地及び建物毎（エリア毎）のエネルギー消費量（電気・ガス）は、

毎月全学に公表・周知し、使用者に省エネ意識の醸成を図っている。 
さらに、令和元年度に全学のエネルギー消費量の 80％以上を消費している昭

和キャンパスにおいて、管理一体型 ESCO 事業を契約し、設備設置工事を完了し
た。省エネ機器への更新及び効率的な運転管理等により、省エネルギーを図る。 
② 地球温暖化対策 
「温室効果ガス排出抑制のための実施計画」により、平成 27 年度を基準とし

て、原単位における温室効果ガスの排出量を平成 28 年度から令和３年度の６
年間で６％以上削減することを目標値とし、毎年度１％以上削減を図ることと
している。 
令和元年度温室効果ガス削減の達成状況は、0.1％未満の削減となり年間の目

標値には達していないが、平成 28 年からの４年間の達成状況は、9.6％の削減
となっており、４か年の削減目標は十分に達成している。 

 
２．共通の観点に係る取組状況（法令遵守及び研究の健全化） 
 

上記（１．特記事項）のほか、共通の観点に係る取り組みとして以下の取り組
みを行っている。 
法令遵守（コンプライアンス）に関する体制・規定等について見直しを行った。 
保有個人情報の取扱いについて理解を深め、個人情報の保護に関する意識を啓

発するため、毎年、個人情報管理研修を実施している。行政不服審査法の施行や
非識別加工情報制度の導入に対応するため、平成 28 年８月及び平成 29 年５月に
個人情報保護規則を改正した。また、令和元年９月に保有個人情報に係る業務委
託について内規を整備した。 
医療法施行規則の改正に対応するため、令和元年７月に公益通報要項を改正す

るとともに、医療安全管理の適正な実施に疑義が生じた場合等の情報提供窓口を
設置し、コンプライアンス体制を強化した。 
平成 29 年度に、危機管理関係規則の見直しを行い「危機管理対応指針」の全面

改訂を行ったほか、新たに「群馬大学業務継続計画（BCP）」及び「群馬大学医学
部附属病院業務継続計画（病院 BCP）」を策定した。 
「危機管理規則」に基づき、新型コロナウイルス感染症への対策を講じる必要

があると判断し、令和２年３月 19 日付で危機対策本部を設置し、令和２年度にお
ける学事関係の課題について対処している。 
平成 31 年度には、環境省のガイドラインが更新されたことを受け、「薬品管理

における危機管理マニュアル」について見直し、新たに水銀の管理について規定
した。また、学生の自殺防止マニュアルの策定に向け、WG を開催した。 
研究費の不正使用防止のためのコンプライアンス教育を実施している（平成 29

年度～平成 31 年度の受講率：100％）。「研究費不正使用防止計画」は資金適正
執行委員会において実施状況を確認し、見直しを行っている。 
研究活動における不正行為の防止のための研究倫理教育を実施している（平成

28 年度～平成 31 年度の受講率：100％）。 
「公正な研究活動」に関する規程と「適正な資金執行」に関する規程が一体と

なっていて、各責任者の役割が明確でない点を改め、それぞれを別個の規程とし
て制定し、組織としてのコンプライアンス体制の強化を進めた。 
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中
期
目
標  

① 医療安全管理体制の改革を行う。また、患者の権利に配慮し、患者の目線に立った、患者中心の医療を行う。 
② 高度急性期病院の体制と機能を強化し、超高齢社会の医療の中核を担う。 
③ 地域医療及び先端医療への社会の要請に応えられる未来を担う医療人を育成する。 
④ 未承認医療機器や保険未収載医療機器等の臨床試験を推進し、地域社会、国際社会に貢献する。 

 

中期計画 
進捗
状況

判断理由（計画の実施状況等） 

平成 31 事業年度までの実施状況 令和２及び３事業年度の実施予定 

【50】 
① １）確固たる安全文化醸成のための教職員の意識改革と
体制構築、２）高度な医療を安全に提供するための医療の質
向上、を柱として、診療の現場からの改革を徹底して行う。
医療安全に対する意識を測るためのインシデント、バリアン
スの報告数、症例数などの把握とともに、医療の質指標
（Quality indicator : QI）測定とその改善を行う。さらに
は安心・納得の医療を提供するために、患者対応研修を実施
し、患者満足度を向上させる。併せて、医療安全教育の充
実、幅広い医療安全管理に関する学習機会の提供、院内各分
野の研修体制の充実、医療安全管理に精通する人材の育成を
含めてトータルマネジメントし、医療安全管理体制を構築す
る。 

Ⅲ （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
安全文化醸成のために全職員を対象とするチームステッ

プス研修を平成 30 年３月から毎月 1 回程度定期的に実施し
ている。医療安全文化調査（平成 30 年度 183 施設が参加）
に毎年度参加している。例年「上司の医療安全に対する態
度や行動」「部署内でのチームワーク」「インシデントの
報告される頻度」は全国１、２位である。一方、「部署間
のチームワーク」は 47 位であり、改善課題である。総合評
価（偏差値）は平成 28 年度 51.21（参加 133 施設中 45
位），平成 29 年度 51.23（参加 156 施設中 52 位），平成
30 年度 52.59（参加 183 施設中 37 位）と経年的に上昇傾向
であり、病院全体の安全文化が向上していることがわかっ
た。 
インシデント報告の分析と結果の共有を継続している。

全診療科・部署で医療の質指標を選定、測定するための研
修を開始した。 
また、病院管理者が院内の各部署を訪問し、直接現場を

視察し、現場の声を聞くとともに、現場の実践状況の評価
することを目的とした病院長巡視を行った。 
インフォームド・コンセント（IC）の質を向上させるた

め、IC 録音制度を開始した。職員対象に IC に関する研修
を実施した（医療安全職員研修の一環） 

医療安全文化調査の結果に基づ
き、個々の部署の弱点・改善課題
の取り組みを支援する。 

「部署間のチームワーク」を強
化するため、チームステップス研
修を継続、発展させる。また、全
般的な内容から、部署固有の課題
に応じたカスタマイズ研修を開発
する。また、チームステップス研
修の前後で実施している「チーム
医療に対する態度質問票」の評価
を行う。 

医療の質向上委員会を設置し、
医療の質指標の継続的な測定とそ
れに基づく改善活動を促進する。 

IC 録音制度、カルテ共有制度の
評価を実施し、患者参加型医療の
推進と医療の質・安全の向上につ
なげる。 

医療・ケアの様々な過程におけ
る患者参加を促進する（診察時の
コミュニケーション、検査結果の
確認、病気・検査・治療に関する
患者教育など） 

医療対話推進者研修並びにＩＣ
研修の成果を患者に対するＩＣに
関するアンケートや患者満足度調
査などで評価を行う。 

（平成 31 事業年度の実施状況） 
全職員対象のチームステップス研修を継続し、令和２年

２月までに合計 1,180 名が参加した。受講者の「チーム医
療に対する態度質問票」を研修前後で実施した。医療安全
文化調査に参加し、総合評価は 52.04（参加 191 施設中 53
位）であり、引き続き高い安全文化を維持している。 
日本医療機能評価機構による病院機能評価受審に備え、

全診療科・部署で医療の質指標を選定・測定を開始した。
各部署に設置した「QI ボード」に結果を掲示し、共有し
た。医療安全管理に精通する人材育成として、専任の医師
ゼネラルリスクマネージャー（GRM）を新たに１名配置し
た。 
また、病院管理者が院内の各部署を訪問し、直接現場を

視察し、現場の声を聞くとともに、現場の実践状況の評価

Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上 
(4) その他の目標 

 ②附属病院に関する目標 
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も行うことを目的とした病院長巡視を定期的に実施してい
る。 
患者参加型医療推進の一つとして平成 31 年４月に開始さ

れたカルテ共有に関し、職員対象のアンケート調査を実施
した。患者のカルテ共有件数は、令和２年３月までに申込
件数が 301 件、閲覧件数が 141 件と増加傾向にある。 
医療対話推進者研修ならびに IC 研修を実施した。 

【51】 
② 群馬県統合型医療情報システムを活用し、救急患者の速
やかな受入れや患者の状態に応じた転院が円滑に行えるよ
う、県内の全救命救急センター及び救急告示病院との連携を
強化し、超高齢社会における高度急性期病院としての体制を
整備し機能を充実させる。 

Ⅲ （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
救急患者の速やかな受入れを実施するため、日勤及び夜

勤帯の開始時に、一般病棟及び集中治療室のベッド状況や
診療科の受入体制を確認し、その内容を群馬県統合型医療
情報システムへ登録している。また、県内多数傷病者発生
事例や災害発生時には迅速に当該システムへ状況を入力で
きるよう、院内の災害マニュアルを改訂し、それに基づい
た訓練も行っている。 
救急科以外の診療科での救急当直は廃止し、救急症例の

初療は基本的に（非常勤講師を含む）救急科医師で行う体
制を構築した（明らかにふさわしい当該科が判明している
場合等は除く）。 
電子カルテを開くと当日の全診療科の当直医の氏名及び

PHS 番号の一覧を確認できるシステムが構築され、全診療
科に直接救急患者受入可能の確認ができるようになった。 
患者の状態に応じた転院を円滑に行うため、メディカル

ソーシャルワーカーの協力のもと、亜急性期・慢性期病院
の連携先を可能な限り増加させ、患者・家族の同意のも
と、救急科入院当初から転院調整を開始し、救急科のベッ
ドコントロールに努めている。 
救急車応需率・稼働率・DPC 期間２以内の退院率は、平

成 28 年度で 91.3％・126.3％・77.1％、平成 29 年度で
92.8%・115.6％・81.7％、平成 30 年度で 92.9％・
114.6％・75.5％であり、目標を達成できている。 

救急科病床が満床のため救急症
例の受入が不可とならないよう
に、当該疾患の関連診療科への速
やかな転科及び転棟、また連携病
院への迅速な転院を進める。院内
の空床を可能な限り急患対応可と
できるよう、救急科と救急科以外
の診療科で認識を共有する。 

また、 
・救急応需率 90%以上 
・病床稼働率 90%以上 
・DPC 期間２以内の退院率 60% 
以上 

上記数値を維持し、病院運営会議
病院戦略作業部会へ要望し更なる
病床数拡大を目指し、救急患者の
受入体制の充実を目指す。 

新制度下における県内の救急科
専門医誕生を目指す。 

救急科専属スタッフを拡充し、
現状では月曜・水曜の日勤帯のみ
の運用となっているドクターカー
に関して、対応時間の拡大を目指
す。 

（平成 31 事業年度の実施状況） 
院内の救急医療体制充実を目指し、平成 31 年２月から北

病棟２階での救急科病床数は 16 床から１床増床の 17 床と
し、令和元年 12 月からさらに１床増床の 18 床とした。平
成 31 年１月～令和元年５月までの救急車応需率・稼働率・
DPC 期間２以内の退院率はそれぞれ 92%・111.4%・77.3%で
ある。前橋市消防局からの強い要請により平成 30 年３月か
ら前橋ドクターカー群大の試験運用が開始となり、平成 31
年１月から本格運用となった（令和元年２月現在、月・水
の日勤帯に限定） 
ドクターカーによる救急搬送件数は、平成 30 年３月～12

月までに 104 件（月平均 10.4 件）であったが、平成 31
（令和元）年には 144 件（月平均 12.0 件）と増加傾向にあ
る。 
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【52】 
③ 群馬県地域医療支援センターと共同で地域医療に熱意を
持った若手医師を育成する。地域への若手医師の定着を図る
ため、専門医、総合医養成キャリアパスを策定し、継続的に
充実させ、魅力あるコースを提示し、群馬県内各地区へのロ
ーテーション研修を実施するとともに、医師の専門性、人員
の適正配置を群馬県医務課、群馬県病院協会等と検討し、若
手医師を指導することにより、群馬県内各地域の医療の充実
に寄与する。先端的医療の社会的な必要性に基づき、若手医
師に自由な研究活動と研修の環境を提供し、未来の先端医療
を担う優れた人材を育成する。また、この取り組みを通し
て、安全性、倫理性に裏打ちされた、人類の福祉に寄与でき
るような臨床研究成果を社会に発信する。 

Ⅲ （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
医学系研究科・附属病院改革推進委員会での群大病院改

革方針を受け、平成 29 年４月、群馬県及び県医師会、県病
院協会とともに地域医療研究・教育センター設置準備室を
設置した。同年 11 月、全県体制による医師の配置や医師を
始めとする医療スタッフの人材育成を促進するとともに、
卒前・卒後を通じてシームレスに、全県体制でサポートす
る教育システムの構築と支援体制の確立のため、附属病院
内に地域医療研究・教育センターを設置した。 
平成 30 年４月、医療人育成教育の充実及び推進を図り、

高度な専門性を有する医療人の養成支援を行っていた医療
人能力開発センターと統合し、地域医療研究・教育センタ
ー内に５つの部門（臨床研修部門、スキルラボ部門、男女
協働キャリア支援部門、看護職キャリア支援部門、地域医
療支援部門）を設置した。 
平成 30 年８月、地域医療支援部門内に、県内医療事情の

調査・検証、県内医師配置の適正化の推進、医療スタッフ
の人材交流及び育成を目的に「ぐんま医療人ネットワー
ク」を設置した。毎年度、群馬県医師数等実態調査（書面
調査、一部対面調査）を行うこととし、調査結果をぐんま
地域医療会議へ報告、調査結果をもとに翌年度へ向けた医
師適正化配置方針が決定された。並行して、医師のキャリ
ア相談への対応や県内病院からの医師配置要望についての
情報提供等も行った。また、群馬県地域医療支援センター
は、県庁医務課と附属病院内の２か所に拠点を置き、地域
医療に熱意を持った人材の育成の一環として地域医療の現
状を学ぶ各種地域医療体験セミナーを開催し、参加者から
の好評を得た。平成 30 年度には、新専門医制度の導入を踏
まえ、専門医資格の取得を可能にする「ぐんま地域医療リ
ーダー養成キャリアパス ver. 2」を作成した。 
臨床研修部門では、各診療科、群馬県と連携し、初期臨

床研修プログラム及び専門研修プログラムを運用するとと
もに、新専門医制度に対応する形で平成 30 年度、新たなシ
ニアレジデント制度の運用を開始し、自由な研究活動と研
修環境を提供している。 
スキルラボ部門は、平成 30 年度から先端医療開発センタ

ーと連携し、より安全な中心静脈穿刺トレーニングの開発
を行い、国内外の学会での発表及び国内の学会でトレーニ
ングセミナーを実施した。 
男女協働キャリア支援部門では、医療者の現場復帰を支

援するため、平成 28 年度、再教育プログラムを医師ワーク
ライフ支援プログラムに改訂し、出産・育児・介護で現場
を離れた医師が、男女問わず、充実したキャリアを形成で
きるよう、各診療科、各部門へ協力要請を行った。 

群馬県全体の臨床研修医と専門
研修専攻医数を確保するための取
り組みを継続する 

群馬県の卒後教育･研修に関す
る広報活動を行う。 

専門研修システムの評価・管
理、サブスペシャリティ領域の研
修体制を整備する。 

教職員及び学生、その他県内の
医療人を対象とした、幅広い教
育・研修の機会を提供する。 

医師ワークライフ支援プログラ
ムによる支援方策を継続し、利用
状況の評価と課題の抽出、見直し
を行う。 
地域における男女協働、ワークラ
イフに関する意識や状況、体制を
検証、評価を行う。 

地域医療枠学生及び卒業生に向
けたセミナー等の企画・開催を行
う。 
各人のニーズに応じた内容の見直
しを行う。 

群馬県内の特定病院（ぐんま地
域医療リーダー養成キャリアパス
参加者がローテーション可能な 89
の病院・施設）等関連医療機関か
ら発信するキャリアパスの運用を
行う。 

医師・医療スタッフの人材育成
において、スキルラボならびに群
馬手術手技研修センターを活用
し、その機能を充実させる。 

県内医療機関に対する医療事情
の継続調査・検証を実施し、医師
配置の適正化（地域偏在の解消）
や医療スタッフの人材交流・育成
の推進に必要な情報を地域医療関
係機関・団体へ提供する。 

ぐんま医療人ネットワークの充
実を促進する。 

医師配置適正化に向けた取り組
みの評価を行う。 
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（平成 31 事業年度の実施状況） 
群馬県内の医師配置適正化に向けた基礎データ調査とし

て、令和元年度版の医師数等実態調査票を作成し、県内
130 病院へ照会した。その後、122 病院から得た調査結果を
分析し、ぐんま地域医療会議に報告した。また、調査結果
は同会議で群馬県が示した令和２年度に向けた医師適正配
置方針の資料として活用され、県内の医師少数地域への救
急医の新規派遣が決まった。 
新専門医制度に則したキャリア形成プログラムである

「ぐんま地域医療リーダー養成キャリアパス ver.2」を刊
行し、学内外に周知するとともに、初期研修修了予定の地
域枠卒業生に対してキャリアパスの運用を開始した。 
 初期臨床研修では、令和２年度から臨床研修の到達目
標・方略が大きく改定されるため、その内容に準拠する新
プログラムを作成した。専門研修については、当院を基幹
施設とする 18 の基本領域のプログラム責任者及び各診療
科、群馬県とも連携し、円滑な専門研修プログラムの運用
に努め、後期専門研修説明会を実施した。 
スキルラボにおいては、医療の質・安全管理部や医学教

育センターとも連携を取り、各診療科におけるシミュレー
タを利用したトレーニング法の提案、医学部の学生教育に
おけるシミュレーショントレーニングの提案、病院各部署
における安全対策のシミュレーションなどに協力し、臨床
実習の改善、医学科新カリキュラムの検討にも貢献した。 
また、外科系医師の手術手技向上及び将来外科系医師を

志す者の育成のため、ご献体（篤志献体）を用いて手術手
技研修を行うことを目的として、平成 31 年４月に大学院医
学系研究科に設置された群馬手術手技研修センターの管
理・運営を担っている。 
医師ワークライフ支援プログラム利用者に対する個別面

談と個人調査票を通じて、利用者の就業状況や取得を目指
す専門医等、常勤復帰に向けた個々のニーズを確認し、常
勤勤務への円滑な復帰を支援した。群馬大学男女共同参画
推進室とも協力し、ダイバーシティに関するシンポジウ
ム、セミナーを企画・開催した。 

【53】 
④ 治験・臨床研究の症例集積性を向上させるため、メガホ
スピタルの整備を引き続き行い、シーズの発掘・育成から橋
渡し研究を実施する。また、治験・臨床研究における臨床検
査の精度を確保・維持するため、国際規格（ISO15189）に基
づく臨床検査室の認定を取得し、更新に向けて継続した運営
を行う。 

Ⅲ （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
前橋赤十字病院、国立病院機構高崎総合医療センター、

深谷赤十字病院、国立病院機構渋川医療センターに、
Virtual Private Network (VPN：仮想プライベートネット
ワーク)の専用回線を設置した。「前橋・高崎・渋川・深谷
コア５治験・臨床研究病院」とネットワークの名称を掲げ
て、ウェブ会議共同治験審査委員会を定期開催した。 
製薬企業から２件の治験を受託した。群馬大学医学部附

属病院が契約手続の代理人となる方式を採用し、群馬大学
病院がコア５病院他施設の代理人となることで、契約窓口
を一本化する体制を構築した。ER/ES ガイドライン
（Electronic Records and Electronic Signatures の略。
医薬品等の承認又は許可等に係る申請等に関する電磁的記
録・電子署名利用のための指針。）に対応したコンピュー
ター・システム・バリデーションを継続的に実施すること
ができた。 

シーズの発掘に基づき、メガホ
スピタルにおいて、企業治験に加
えて、医師主導治験、橋渡し研究
の実施を進める。治験・臨床研究
の実施可能症例数調査から契約事
務、モニタリング、安全性情報収
集に至るまでをひとつのサイトで
行えるワン・ストップ・サービス
を実現する。 

内部監査等を通じて PDCA サイ
クルを運用し、臨床検査業務全般
にわたりマネジメントレビューを
行い継続的に臨床検査業務の改善
に努める。臨床検査の品質と精度
を維持し、治験における臨床検査
の高度な技術水準を維持する。ま
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メガホスピタルにおけるシーズの発掘・育成を推進につ
いては、群馬大学医学部附属病院と国立病院機構高崎総合
医療センターの泌尿器科で実施する医師主導治験の準備を
進めた。 
臨床検査の国際的第三者認定である ISO 15189 の認定を

平成 28 年３月 17 日に取得した。これにより、治験・臨床
研究における臨床検査の精度を確保・維持し、迅速かつ正
確で質の高い検査結果の提供が保証された。認定後も継続
して臨床検査の品質の維持・向上を図り、平成 29 年２月７
日、８日に ISO 認定後に義務付けられている第１回サーベ
イランス（技術審査）を現地審査により受審し、ISO 適用
基準に適合し、申請された試験方法の規格等に対する技術
能力を備えていると判断され、認定継続が承認された。さ
らに、平成 30 年 11 月 20 日、21 日には第２回サーベイラ
ンス（システム審査）を受審し、認定継続が承認された。
臨床試験部では検査部と ISO 15189 の手順を共有すること
で、治験における検査の技術を高度な水準に維持すること
が出来た。 
ISO 15189 の認定取得により、附属病院において国際標

準検査管理加算（40 点）が算定されている。 

た、継続的教育及び専門的能力の
開発に継続的に取り組み、安全衛
生、感染予防、化学物質取り扱
い、避難訓練、患者情報の守秘義
務等の教育を継続して実施する。
新規に臨床検査技師を採用する場
合ならびに検査部内でのローテー
ション時にも、チェックシートを
用いて必要な教育を行う。 

令和２年以降も ISO 15189 の技
術審査及びシステム審査サーベイ
ランスならびに更新審査を受審す
る予定である。 
 

（平成 31 事業年度の実施状況） 
IT 化システムの機能により、メガホスピタルである「前

橋・高崎・渋川・深谷コア５治験・臨床研究病院」におけ
る統一した標準業務手順書に基づき、安全性情報収集管
理、モニタリング、重篤な有害事象報告システム管理が可
能になった。また、医師主導治験 1件を群馬大学医学部附
属病院と国立病院機構高崎総合医療センターで開始した。 
ISO 15189 認定の臨床検査室として PDCA サイクルを運用

するため、ISO 15189 の規定に則り検査部内に内部監査チ
ームを編成し、各検査部門について内部監査を実施してい
る。内部監査では、検査前・検査・検査後プロセスについ
て品質マニュアルと各種手順書に則った業務が実施され、
ISO 15189 の要求事項を満たしているかチェックされ、洗
い出された問題点に関して必要な是正処置を行っている。
また、検査部のインシデントを含めて臨床検査業務全般に
わたって評価を行い、情報を共有して継続的な臨床検査業
務の改善に努めている。令和元年 11 月 13 日、14 日に ISO 
15189 更新審査を受審し、令和２年２月 18 日付けで認定さ
れた（認定期間：令和２年 2 月 18 日～令和６年 3月 31
日）。 

【54】 
⑤ 重粒子線治療については、引き続き先進医療として実施
するとともに、技術的な改善として、積層原体照射への呼吸
同期の対応、線量の再現性検証の高速度化を行う。 

Ⅳ （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
先進医療Ａで実施される重粒子線治療では、統一治療方

針を全国の治療施設と連携して作成し、統一の同意説明文
書、治療スケジュール、全例登録のデータベースを完成さ
せた。また、出口展望のロードマップを作成して厚労省の
先進医療会議に報告した。このオールジャパンの先進医療
実施体制の整備に群馬大学は中心的な役割を果たした（重
粒子側の取りまとめと厚労省への橋渡しを群馬大学が担っ
た）。 
先進医療Ｂ（肝臓、肺、膵臓、前立腺、直腸）による重

粒子線治療の前向き臨床試験を開始した、中でも、肝細胞

重粒子線医学センターは、臨床
試験部、先端医療開発センターと
も連携して、重粒子線治療の臨床
研究を推進し、エビデンスの集積
に努める。 

物理、生物グループ、ならびに
多診療科の協働の下に治療の高精
度化、効率化、安全性向上、適応
拡大等に資する開発を行う。 
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癌に対する重粒子線治療の多施設共同臨床試験について
は、群馬大学が取りまとめ医療機関となり、ホームページ
を整備するなど集患活動を行った。 
頭頸部腫瘍、膵臓癌、肝臓癌、肺癌、子宮癌などについ

て、群馬大学ならびに国内の施設横断的な重粒子線治療成
績をとりまとめて国際誌に発表した。 
線量集中性の高い積層原体照射を呼吸同期に対応させる

新規照射法の実効性を物理ファントムにて確認した。 
体内線量分布の再現性精度向上を目的に治療室内 CT を導

入し、患者位置決めと合成線量評価に関する臨床研究を実
施し、国際紙に発表した。 

（平成 31 事業年度の実施状況） 
先進医療Ａとして実施されている統一治療方針に基づく

レジストリー研究を継続し、初期の治療成績を解析した。 
先進医療Ｂ（肝細胞癌、肺癌、膵臓癌、直腸癌再発）を

継続し、医療経済評価データを新たに収集した。 
群馬大学ならびに国内の施設横断的な重粒子線治療成績

をとりまとめて国際誌に発表した（頭頸部腫瘍、胆管癌、
肝細胞癌、リンパ節再発、再照射、直腸癌など）。また、
これまでの各疾患の重粒子線治療に関するエビデンスをレ
ビューとしてまとめ、日本放射線腫瘍学会から厚労省に提
出した。 
新規適応拡大については、食道癌（術前）、肺癌（化学

療法併用）、肺癌（免疫療法併用）プロトコールの作成を
開始した。 
治療室内 CT を用いた位置決め高精度化研究を継続し、世

界に先駆け国際的に優れた成果を発表している。 
年度内患者数が当初目標の 600 人を超え、過去最高の

673 人になった。今年度からシフト制を導入し、治療の受
け入れ体制の充実を図っている。また、救命救急センタ
ー、ICU、医療の質・安全管理部と連携し、患者急変時の合
同訓練を行うなど安全面の強化をしている。 
群馬大学が参加する世界初の膵臓癌の国際共同ランダム

化比較試験が開始された。 
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上 
(4) その他の目標 
 ③ 附属学校に関する目標 

  

中
期
目
標  

附属学校としての使命を果たすため、大学や地域との連携や共同研究により教員養成教育の質を向上させるとともに、学校現場が抱える教育課題について先導的･
実験的な取り組みを強化し、地域における初等中等教育の充実に貢献する。 

 

中期計画 
進捗
状況

判断理由（計画の実施状況等） 

平成 31 事業年度までの実施状況 令和２及び３事業年度の実施予定 

【55】 
①-1) 教育学部・教育学研究科と連携して学部及び大学院の
教育実習、インターンシップ等の科目を充実させ、その成果
及び改善点等を教育実習研究協議会等にフィードバックする
ことにより、実践的な教員養成教育の機能を強化する。 

Ⅲ （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
教育実習委員会において学生に関わる情報を共有し､学

生の特性に応じた指導をきめ細かく行っている。教育実習
前の教育実習委員会において、実習校における指導計画と
ともに、軽度な障害等の個別の支援が必要な学生や取組状
況に課題のある学生等についての情報をきめ細かく共有
した上で指導方針について確認している。教育実習中も教
育実習委員の学部教員が実習校を訪問して実習生の取組
状況を把握するとともに、個別の支援が必要な実習生や取
組状況・体調面に課題のある実習生等に対して所属講座の
学部教員とともに必要な指導・支援を行った上で、教育実
習中に開催した教育実習委員会で情報を共有しており、そ
の後の指導や事後指導に生かしている。 
また、新学習指導要領の方向性を踏まえ、実習校事前指

導の道徳教育に関する講話等において、教科化に向けての
課題である「考え、議論する道徳」と、適切な評価につい
て重点的に説明した。特に附属中学校では公開研究会に向
けた校内授業研究会に教科調査官を招聘して教育実習生
とともに最先端の内容の研修を行うなど、教育実習期間に
おける道徳教育に関する講話内容を「特別な教科 道徳」
を踏まえたものにした。また、それらの取組と成果につい
て教育実習委員会や教育実習研究協議会で報告し、学部と
市町村教育委員会、学校の関係者と情報共有した。 

学部の教職大学院の充実に向けた
取り組みに対応して、附属学校にお
ける教職大学院インターンシップの
システムを構築し、システムとカリ
キュラム（附属学校の教育実践研究
との連携など）について検討及び試
行し、その成果を教職大学院連絡協
議会で共有する。 

（平成 31 事業年度の実施状況） 
実習校事前指導の各教科の指導案作成指導において、

「主体的･対話的で深い学び」の実現を目指した授業づく
りについて説明を実施している。また、指導案形式につい
ても新学習指導要領上の位置付けを示したり、｢知識・技
能」「思考力・判断力・表現力」「主体的に学習に取り組
む態度」の３観点で評価する指導計画を位置付けたものに
したりするなど、新学習指導要領の方向性を踏まえた指導
となるようにした。本実習で指導を実践させるとともに、
それらの取組と成果について教育実習委員会や教育実習
研究協議会で報告し、学部と市町村教育委員会、学校関係
者と情報共有した。 
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【56】  
-2) 教育学部・教育学研究科と連携して子ども総合サポー

トセンターの活動に取り組み、地域の学校が抱える教育課題
について研究し、公立学校等において教育相談・各種研修会
を実施するなど地域支援の活動を行う。 

Ⅲ （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
県内の学校からのニーズにより訪問相談を実施し、担当

者会議にて報告・検討を継続的に行い、支援を行った。 
学びのユニバーサルデザイン（UDL）に基づく授業研究を
推進し、授業公開を企画・実施した。また、日本授業 UD 学
会にて「ぐんまモデル」(2015 版)を基にした実践研究の内
容を発表した。 
文部科学省指定 平成 30 年度「学校における交流及び共
同学習を通じた障害者理解（心のバリアフリー）の推進事
業」において、幼小中特が連携した交流及び共同学習に取
り組み、四校園の連携・理解をより深めたと同時に公開授
業等でインクルーシブ教育の在り方について提案・協議す
ることができた。その成果について報告書を作成し文部科
学省に報告した。 

訪問相談・放課後セッションのシ
ステムを構築し推進・充実を図る。
かつ、事例検討型ワークショップの
企画・開催を通して、県内での特別
支援教育に関する啓発を図る。学び
のユニバーサルデザイン（UDL）によ
る教員研修プログラムを、プログラ
ム評価の視点から検討・改善を行い
地域支援の拡充を目指す。 

（平成 31 事業年度の実施状況） 
県内の学校からのニーズにより３校園 12 名について訪

問相談を実施し、担当者会議にて報告・検討を継続的に行
い、支援を行った。 
事例検討型ワークショップの年２回開催を企画し、第１

回は令和元年８月１日に実施し、教育関係者 26 名が参加
した。第２回は令和２年２月 22 日に開催予定としていた
が、新型コロナウイルスの影響で中止となった。第１回で
の事例検討により対象児童生徒用に作成した個別指導計
画により学校における教育実践を報告、検討を行った。 
 学びのユニバーサルデザイン（UDL）に基づき、学校訪
問による授業参観、研修会講師を派遣している。 

【57】 
②-1) 公開研究会や学部・附属学校共同研究センターの研究
活動において、これからの学校教育に求められる新たな教育
課題に取り組み、群馬県教育委員会等と連携して地域におけ
る先導的・実験的教育を推進し、成果を広く地域に公開する。

Ⅲ

 

（平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
毎年度各附属学校園で開催している公開研究会では、学

部や群馬県教育委員会と連携しながら実践研究をすすめ、
新学習指導要領の重点を踏まえながら（「資質・能力の育
成」のための方策やカリキュラム開発等）それぞれの附属
学校園において研究の視点を定め、授業の公開や講演会等
を実施している。多数の教育関係者の参加(例年約 900 名)
があり、特に小学校と特別支援学校で行った交流及び共同
学習において、「全国的にも例がない取り組みである」と
文部科学省の視学官より高い評価を受けた。また、平成 30
年度の附属中学校公開研究会では、学部教員をコーディネ
ーター、小中学校教員３名をパネリストとするシンポジウ
ム、教科調査官を招聘しての講演を開催した。 
公開研究会のほかに、学部教員及び群馬県教育委員会と

の連携による指導方法等の発信として、小学校では「提案
授業」として 10 月から２月にかけ 11 授業を公開し、中学
校では６月に「中間発表会」を実施した。授業づくりは、
初期段階より群馬県の義務教育課の指導主事の協力を得
て公立学校の課題についての情報を踏まえつつ行ってい
る。 
群馬県教育委員会との連携事業としては、「はばたく群

馬の指導プラン」の改訂に、附属小・中学校教員 33 名が関
わり、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた指導
資料作りに携わった。資料は平成 31 年４月に Web 掲載し、
また、８月に冊子としても作成し、県内全小中学校へ配付

新学習指導要領全面実施を踏まえ
ながら、学校教育に求められる様々
な教育課題に対応できるよう、学部
教員及び群馬県教育委員会と連携を
強化し、実践研究の充実に努め、公
開研究会や提案授業等の発信を通じ
て、公立学校現場のニーズに応えら
れるような提案性のある取り組みを
示していく。 
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された。
ほかにも新しい教育課程の編成に向けた教職員研修とし
て、外部から講師を招聘し毎年８月に研修を実施してい
る。群馬県教育委員会の後援の下、平成 30 年度において
は附属４校園の教職員の他、県内の公立学校の教職員や教
育委員会関係者が 100 名を超え参加した。 
新たな教育課題への理解を深めるため、平成 30 年３月に
文部科学省の視学官を招いて小学校、特別支援学校合同で
の講演会を実施するとともに、平成 30 年８月及び平成 31
年２月に講師を招聘し、「プログラミング教育」について
の研修会を附属小学校において実施し、それを基に、７つ
の授業を実践した。 
（平成 31 事業年度の実施状況） 

新学習指導要領の完全実施に向け、８月に、東京大学高
大接続研究開発センターから講師を招聘し、群馬県教育委
員会後援の下、「新たな学びのデザインと評価の在り方」
と題して教育講演会を実施した。附属４校園や学部の教職
員とともに、県内の公立学校の先生方や教育委員会関係
者、学部生等が 117 名参加し研修を進めることができた。
公開研究会では、学部や群馬県教育委員会、文科省等と

連携しながら実践研究をすすめ、新学習指導要領の重点で
ある「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて、それ
ぞれの附属学校園において研究テーマを定め、授業公開や
講演会等を実施した。県内外から多数の教育関係者等の参
加があり（附属小学校では約 900 名の参加者）、開催後の
アンケートで研究会の内容について「満足できた」、「お
おむね満足できた」との回答が９割以上であり、高い評価
を受けることができた。 
学部教員及び群馬県教育委員会との連携による教育カ

リキュラムや指導方法等の発信として、附属中学校では６
月に「中間発表会」を実施し、授業公開するとともに、文
科省調査官を講師として招聘し、道徳指導の在り方につい
て研修を実施することができた。附属小学校では「提案授
業」として 10 月から２月にかけ 11 授業を公開し、県内の
公立学校の先生方へ「主体的・対話的で深い学び」に向け
た指導法等を発信した。 

【58】  
-2) 教育委員会等と連携して地域の各種の教員研修を実施

し、地域の教員の資質能力向上に寄与する活動を行う。 

Ⅲ （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
文科省・群馬県教育委員会主催の教育課程説明会に教員

を参加させ、新学習指導要領を踏まえた授業実践や研修リ
ーダーとなる研鑽を積むとともに、群馬県道徳推進協議
会・初任者研修・総合教育センター各種講座、県内小中学
校校内研修の講師・公開授業者として、現職教員研修の指
導的立場を務めた。 
各附属学校園で、授業実践を通して授業改善やきめ細か

な指導についての提案を行っており、教育課題の学力向
上、一斉指導の体制と共に個々の実態に合わせた指導につ
いて、指導方法や学び合いの様子を発信している。そして、
例年５月には中学校が研究中間報告会、６月には小学校が
公開研究会を、特別支援学校が授業公開及び授業研究会を
行い、今求められる教育の一端をそれぞれの切り口から提
案し、各校種の初任者研修の研修場所として機能すること

新学習指導要領を踏まえた課題解
決への授業や研究会等について、教
育委員会等と連携し、ニーズと地域
学校の課題を分析した上で、授業づ
くりの考え方やポイント、カリキュ
ラムマネジメントなどの在り方を示
して提供し、そこから成果と課題を
確認するとともに、より附属学校園
の情報収集力を生かした系統立てた
研修の実施や実践的情報の提供を推
進する。 
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ができた。
また、これからの教育が目指す方向について理解を深め

るために教育講演会を開催し、多くの地域の学校関係者が
参加した。さらに 10 月には中学校が、11 月には特別支援
学校が近隣大学等と情報交換しつつ公開研究会を行った。
県総合教育センター基幹研修の場として多くの公立学校
教員が参加し、喫緊の課題に係る意見交換を活発に行って
いる。さらに、平成 30 年度には文科省の「心のバリアフリ
ー推進事業」を受託し、幼小中特が連携した交流及び共同
学習に取り組み、四校園の連携・理解をより深めたと同時
に公開授業等でインクルーシブ教育の在り方について提
案・協議することができた。 
（平成 31 事業年度の実施状況） 

新幼稚園教育要領、新学習指導要領（小中特）の理解や
具体化に向けた研修会の企画、また県総合教育センターに
よる研修や地域の研修会の講師として尽力した。群馬県教
育委員会等と連携協力し、５月には幼稚園が公開研究会
を、中学校が公開研究会に向けた中間発表会を、６月には
小学校が２日間に渡る公開研究会を、特別支援学校がミニ
公開研究会を行い、多くの公立学校教員等が参加し、日々
の教育実践に活用できる講演や意見交換ができた。特に群
馬県道徳推進協議会・各校種別の初任者研修の研修場所と
して機能することができた。10 月には中学校が公開研究会
を、幼稚園が２回目の公開研究会を、11 月には特別支援学
校が公開研究会を実施し、喫緊の課題に対する理解の深化
と具体案等を提案した。 
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況に関する特記事項 

 
○教育研究等の質の向上に関する全体的な状況について 
 
教 育  
 
■教育改革推進室の教育の内部質保証 
大学教育・学生支援機構教育改革推進室の教員が各学部等に赴き、アクティブラ

ーニングやシラバスの適切な入力、厳格な成績評価、ポートフォリオ等に関する FD
「「教育の内部質保証」に向けて」を開催し、教職員の理解を深めた。 
 
■大学院授業英語化推進室の設置 
英語のみで修士の学位が取得できる質の高い教育プログラムを提供することに

よって優秀な留学生の獲得を目指す。そのプログラム整備のため「大学院授業英語
化推進室」を全学組織として平成 31 年度に整備した。 
 
研 究  
 
■レギュラトリーサイエンス（RS）研究助成の新設 
従来の医学の枠を超える画期的な医療技術、医薬機器、医薬品の開発を目的とし

た、ニーズとシーズの適切なマッチング並びに医療現場の視点からのリバーストラ
ンスレーショナルな研究・開発活動による「医理工生命科学融合医療イノベーショ
ン」の成果を踏まえて、「レギュラトリーサイエンス（RS）研究助成」を新設した。
既存の領域に加え、「学部横断的な全学融合領域において卓越した研究環境を通し
て先端的医療、自動運転、食品を介した各分野における新規技術開発を目指す研究
課題」及び「持続可能な開発目標（SDGs）の達成に向けた、安心・安全な次世代社
会を実装・構築するためのレギュラトリーサイエンスにかかる研究課題」を支援す
るための研究助成を開始した。公募により本学のシーズと地域・世界レベルの社会
ニーズがマッチした課題を選出し、研究費の助成を実施した。（17 課題採択、助成
金総額 14,000 千円） 
 

■ウイルスベクター開発研究センターの設置 
学内の「重点支援プロジェクト」で成果が上がっていた研究を、学内の強みのみに
留まらせず、国内外の先端研究拠点として発展させるため、未来先端研究機構内に
ウイルスベクター開発研究センターを令和元年 10 月に設置し、キックオフシンポ
ジウムを開催した。 
 
共同利用・共同研究拠点   
 
■共同利用・共同研究拠点としての活動 
生体調節研究所では、共同利用・共同研究拠点として当研究所が蓄積してきた研

究成果、解析技術、研究材料などのリソースを基盤として、内分泌・代謝学研究者
コミュニティが要望する共同研究課題を国際公募し、計 34 件を共同研究として採

択した。 
そのうち、特に競争の激しい分野である「糖尿病・肥満関連の研究課題」２件、

「若手（39 歳以下）研究者・女性研究者の研究課題」４件、「外国研究者の研究課
題」４件、「創薬・イノベーションの研究課題（生活習慣病を対象とした創薬シー
ズの探索）」２件の計 12 件を重点課題として採択し、研究費を配分した。 
なお、国際公募の成果として、新規に３件の外国研究機関（アメリカ、中国、韓

国）から共同研究拠点共同研究の応募があった。 
拠点研究推進、若手キャリアパス形成のため、２名の若手研究者を研究員として

採用した。また、共同研究拠点採択課題のうち 10 件は若手または女性研究者との
共同研究（重点課題「若手研究者・女性研究者の研究課題」を含む）である。 
令和２年１月には、国際的に著名な研究者である西田栄介先生（理化学研究所 

生命機能科学研究センター長）を招聘し、第４回共同利用・共同研究拠点若手研究
者育成プログラムセミナーを開催して若手研究者、大学院生、学部生等への啓蒙の
機会を設定した。 
毎年開催することとしている「生体調節研究所 内分泌代謝シンポジウム」を、今

年度は、国内シンポジウム「内分泌代謝研究が解き明かす未知の組織恒常性機構」
と題して、令和元年 11 月に開催し、国内・国際共同研究の足がかりとした（参加
者 180 名）。また、シンポジウム終了後、若手リトリートを開催し、若手及び女性
研究者と学外研究者との研究交流を深めることにより、研究者育成を行った（参加
者 28 名） 
 
○附属病院について  
１．評価の共通観点に係る取組状況 
（教育・研究面の観点） 
■医療の質・安全学講座（医療の質・安全管理部）の取組 
【平成 28～30 事業年度】 
①各年度において医療の質・安全学の最新の動向を反映させた医療安全職員研修を
複数回（DVD 上映会を含む）実施した。 

②患者カルテ共有システムを推進するため、実施前に、職員に対する意識調査を行
い、改善課題を明らかにした。 

 
【平成 31 事業年度】 
①医療の質・安全学の最新の動向を反映させた医療安全職員研修を 12 回（DVD 上映
会を含む）実施した。 

②平成 31 年度に科研費基盤研究Ｂ「患者参加型医療推進と治療法決定プロセス改
善にむけた組織的アプローチ」の一環として患者参加型医療ならびに国際的患者
カルテ共有研究プロジェクト（OpenNotes）に関する情報を収集した。 

③上記②の結果を独立行政法人国民生活センターが発行している「国民生活研究」
2019 年 12 月号に「患者参加型医療が医療の在り方を変えるー21 世紀医療のパラ
ダイムシフト」として発表した。 

④医療の質改善には、医療の質を客観的に測定することが必要である。全職員を対
象に、医療安全職員研修の一環として「医療の質測定に関する研修」を行うとと
もに、「QI ボード」を設置し、指標の測定結果を共有した。 

 
■「群馬大学災害時業務調整担当職員（GLAST 隊員）養成コース」の取組 
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【平成 30 事業年度】 
大規模災害時に群馬大学医学部附属病院は、限られた医療資源の中で、多数の負

傷者に対し、最大多数に最良の医療を提供することが求められている。 
 そのためには、情報収集、関係外部機関・院内各部署等との連絡調整、職員の安
全確保など、医療以外の全てを担当する業務調整（ロジスティクス）担当職員の存
在が必要不可欠であることから、災害時に業務調整担当職員として、積極的に活躍
できる職員を養成するため、群馬大学災害時業務調整担当職員養成プログラム、通
称「GLAST 隊員」養成研修（修了者８名）を実施した。 
 
【平成 31 事業年度】 
「GLAST 隊員」養成研修を春季（修了者５名）及び秋季（修了者 10 名）に実施し

た。 
  

（診療面の観点） 
■外来患者適正化（削減）への取組 
【平成 29～30 事業年度】 
平成 29 年度、逆紹介促進・地域好循環ワーキンググループを立ち上げた。再診

患者削減の目的として、職員及び患者へ向けてかかりつけ医についてのポスターを
作成し、外来等各ブースへ配付した。 
【平成 31 事業年度】 

逆紹介促進・地域好循環ワーキンググループにて外来患者適正化（削減）に向け
た取り組みを行っている。再診患者削減の目的として、各診療科へ再診外来患者削
減等についての目標を設定するよう依頼し、各診療科において取組方針を設定し
た。目標とした再診外来患者数は約 1,600 人である。また、とりまとめた結果を令
和元年５月８日の病院運営会議にて報告した。再診外来患者延べ数は、平成 27 年
度の 469,672 人に対して、平成 28 年度が 460,077 人、平成 29 年度が 448,494 人、
平成 30 年度が 443,447 人、平成 31 年度が 431,771 人で減少した。 

 
 ■児童虐待に対する医療体制の充実（児童虐待防止医療ネットワーク事業） 

【平成 28～30 事業年度】 
群馬県児童虐待防止医療ネットワーク事業に係る運営協議会にて、各年度の研修

計画を作成し実施した。 
BEAMS（医療機関向けの虐待対応プログラム研修） 
Stage１：診療所，保健機関における虐待対応についての研修（年２～３回） 
Stage２：虐待対応チームの強化のための研修（年１～３回） 

リフカー研修：性虐待等の被害児童に対する初期対応の研修（年２回） 
その他、病院間連絡会議として中核病院との連絡会議及び症例検討会、講演会（年

１～２回）、医師会との協議会、被害児童診察講習会を開催した。 
 

【平成 31 事業年度】 
令和元年度群馬県児童虐待防止医療ネットワーク事業に係る運営協議会にて、今

年度の研修計画を作成し実施した。 
BEAMS（医療機関向けの虐待対応プログラム研修） 
Stage１：診療所，保健機関における虐待対応についての研修（11 月 14 日（藤

岡多野医師会），１月 29 日（太田市医師会）） 
Stage２：虐待対応チームの強化のための研修（10 月 4 日（高崎総合医療セン

ター） 

リフカー研修：性虐待等の被害児童に対する初期対応の研修（9月 14 日（附属病
院），12 月 7 日（附属病院。） 

講演会：2月 18 日（附属病院） 
その他、病院間連絡会議として中核病院との連絡会議及び症例検討会、前橋赤十

字病院での講演会、医師会との協議会、被害児童診察講習会の開催を計画していた
が、新型コロナウイルス感染症の影響で中止となった。 
 
（運営面の観点） 
■日本医療機能評価機構による病院機能評価「一般病院３」の受審 
【平成 28～30 事業年度】 
平成 29 年度において認定を受けている日本医療機能評価機構の病院機能評価が

期間満了となるため、新設された病院機能評価「一般病院３」を平成 31 年５月に
受審することを決定した。 
平成 30 年度において次のとおり受審に向けての準備を行った。 
病院機能相互チェック実施基幹 WG 等において受審体制等について審議するとと

もに、キックオフ宣言により、教職員に概要を説明した。 
日本医療機能評価機構から講師を招聘し、院内講演会や模擬審査を実施した。模

擬審査の結果は、病院運営会議等で報告した。 
調査対応等の責任者を対象とした説明会や、受審経験のある他病院から講師を招

聘した講演会を開催した。調査の事前準備として、各診療科において２つの診療科
を１組とし、互いにシミュレーションを実施し、課題点を洗い出し改善を図った。 
 
【平成 31 事業年度】 
病院機能評価「一般病院３」の訪問審査を令和元年５月 15 日から 17 日まで受審

した。その後の「中間的な結果報告」において約８割の項目で「Ｓ（秀でている）」
又は「Ａ（適切に行われている）」評価であったが、「Ｃ（一定の水準に達してい
るとはいえない）」評価の項目が１割弱あったため、対応を検討し、改善状況を報
告した。その後、９月に補充的な訪問審査が行われ、11 月１日付けで条件付認定を
受けた（認定期間：平成 31 年１月 26 日～令和２年６月 30 日）。なお、中間的な
結果報告では８項目あったＣ評価は３項目だけとなり、この項目（改善要望事項）
について、令和２年度に確認審査を受審する予定であり、この結果により、認定期
間が令和６年１月までとなる見込みである。 
 
■労務管理関係（医師負担軽減・医師以外の医療スタッフの負担軽減） 
【平成 28～30 事業年度】 
医師負担軽減の取り組みとして、平成 30 年 11 月ドクターズアシスタントセンタ

ーを設置し、医師事務作業補助者１名を採用した。医師事務作業補助者を 10 名体
制にするべく、公募を開始した。平成 30 年度の採用実績は１名であった。 
逆紹介促進・地域好循環ワーキンググループにて外来患者適正化（削減）に向け

た取り組みとして、地域医療連携登録施設へのアンケート調査を実施した。 
看護師について、育児休業復帰者へ、支援終了時に通常勤務に移行できるよう支

援した。夜勤専従者を増やし、育児中の看護師の夜勤免除を支援した。 
 
【平成 31 事業年度】 
引き続き医師事務作業補助者の公募を行った。平成 31 年度の採用実績は９名（う

ち１名退職）（令和２年３月１日現在）であり、医師事務作業補助技能認定試験合
格者を診療科に試験配置している。 
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引き続き逆紹介促進・地域好循環ワーキンググループにて外来患者適正化（削減）
に向けた取り組みを行った。再診患者削減の目的として、診療科ごとに再診外来患
者削減等についての目標を設定し、取組方針を設定した。 

医師不足の解消のため、医師の柔軟な採用ができるよう、パート非常勤医師職を
新設した。パート非常勤医師の採用実績は平成 31 年度 58 名（令和２年３月１日現
在）であった。 
交代勤務制の導入が必要な診療科で導入を進めていたが至らず、引き続き検討し

ていく。 
看護師について、育児休業復帰者へ、支援終了時に通常勤務に移行できるよう支

援した。夜勤専従者を増やし、育児中の看護師の夜勤免除を支援した。 
客観的労働時間の把握のため、Web による勤怠管理システムの導入に向け計画の

検討を行った。 
 
２．その他 
全体的な状況（Ｐ.６）を参照 

 
○附属学校について 
（１）教育課題への対応 

 
【平成 28～30 事業年度】 

毎年度各附属学校園で開催している公開研究会では、学部や群馬県教育委員会
と連携しながら実践研究をすすめ、新学習指導要領の重点を踏まえながら（「資
質・能力の育成」のための方策やカリキュラム開発等）授業の公開や講演会等を
実施している。 
学部教員及び群馬県教育委員会との連携による指導方法等の発信として、小学

校では「提案授業」を公開し、中学校では「中間発表会」を実施した。授業づく
りの初期段階より群馬県の義務教育課の指導主事の協力を得て公立学校の課題
についての情報を踏まえつつ授業づくりを行っている。 
群馬県教育委員会との連携事業としては、「はばたく群馬の指導プラン」の改

訂に、附属小・中学校教員 33 名が関わり、「主体的・対話的で深い学び」の実現
に向けた指導資料作りに携わった。資料は Web 掲載し、冊子としても県内全小中
学校へ配付された。 
新しい教育課程の編成に向けた教職員研修として、外部から講師を招聘し毎年

実施している。 
平成 30 年度、講師を招聘し、「プログラミング教育」についての研修会を小

学校において実施し、それを基に、７つの授業を実践した。 
 

【平成 31 事業年度】 
新学習指導要領の完全実施に向け、「新たな学びのデザインと評価の在り方」

と題して教育講演会を実施した。附属４校園や学部の教職員とともに、県内公立
学校の教員や教育委員会関係者、学部生等が 117 名参加した。 
公開研究会では、新学習指導要領の重点である「主体的・対話的で深い学び」

の実現に向けて、授業公開や講演会等を実施した。県内外から多数の教育関係者
等の参加があった。 
学部教員及び群馬県教育委員会との連携による教育カリキュラムや指導方法

等の発信として、中学校では「中間発表会」を実施し、授業公開するとともに、
外部講師を招聘し、道徳指導の在り方について研修を実施した。小学校では「提

案授業」として 11 授業を公開し、県内の公立学校の教員へ「主体的・対話的で
深い学び」に向けた指導法等を発信した。 
 

（２）大学・学部との連携 
 

【平成 28～30 事業年度】 
附属学校では、大学・学部教員が授業を担当したり弁論大会や文化祭・合唱コ

ンクールでの指導等で全校行事にも関わったりと、大学・学部のリソースを生か
した、質の高い教育課程や教育方法の開発を進めている。 
また、学部や大学院の教員と連携し、各教科等の研究を推進している。幼稚園

では、学部教員が園内研究に毎週継続的に参加し、研究協議や助言を受ける機会
を設定している。 
教育実習では、教育実習委員会において学生に関わる情報を共有し､学生の特

性に応じた指導をきめ細かく行っている。 
また、新学習指導要領の方向性を踏まえ、実習校事前指導の道徳教育に関する

講話等において、教科化に向けての課題である「考え、議論する道徳」と、適切
な評価について重点的に説明した。特に中学校では校内授業研究会に教科調査官
を招聘して教育実習生とともに最先端の内容の研修を行った。また、それらの取
組と成果について教育実習委員会や教育実習研究協議会で報告し、学部と市町村
教育委員会、学校の関係者と情報共有した。 
 

【平成 31 事業年度】 
実習校事前指導の各教科の指導案作成指導において、「主体的･対話的で深い

学び」の実現を目指した授業づくりについて説明を実施している。また、指導案
形式についても新学習指導要領上の位置付けを示したり、｢知識・技能」「思考
力・判断力・表現力」「主体的に学習に取り組む態度」の３観点で評価する指導
計画を位置付けたものにしたりするなど、新学習指導要領の方向性を踏まえた指
導となるようにした。それらの取組と成果について教育実習委員会や教育実習研
究協議会で報告し、学部と市町村教育委員会、学校関係者と情報共有した。 

 
（３）地域との連携 
 
【平成 28～30 事業年度】 

群馬県道徳推進協議会・初任者研修・総合教育センター各種講座、県内小中学
校校内研修の講師・公開授業者として、現職教員研修の指導的立場を務めた。 
各附属学校園で、授業実践を通して授業改善やきめ細かな指導についての提案

を行っており、教育課題の学力向上、一斉指導の体制と共に個々の実態に合わせ
た指導について、指導方法や学び合いの様子を発信している。そして、例年中学
校が研究中間報告会、小学校が公開研究会を、特別支援学校が授業公開及び授業
研究会を行い、今求められる教育の一端をそれぞれの切り口から提案し、各校種
の初任者研修の研修場所として機能することができた。 
また、これからの教育が目指す方向について理解を深めるために教育講演会を

開催し、多くの地域の学校関係者が参加した。さらに、中学校や特別支援学校が
近隣大学等と情報交換しつつ公開研究会を行った。県総合教育センター基幹研修
の場として多くの公立学校教員が参加し、喫緊の課題に係る意見交換を活発に行
っている。さらに、平成 30 年度には文科省の「心のバリアフリー推進事業」を
受託し、幼小中特が連携した交流及び共同学習に取り組み、四校園の連携・理解
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をより深めたと同時に公開授業等でインクルーシブ教育の在り方について提案・
協議することができた。 
 

【平成 31 事業年度】 
新幼稚園教育要領、新学習指導要領（小中特）の理解や具体化に向けた研修会

の企画、また県総合教育センターによる研修や地域の研修会の講師として尽力し
た。群馬県教育委員会等と連携協力し、附属４校園ごとに公開研究会等を行い、
多くの公立学校教員等が参加し、日々の教育実践に活用できる講演や意見交換が
できた。特に群馬県道徳推進協議会・各校種別の初任者研修の研修場所として機
能することができた。公開研究会等を通して、喫緊の課題に対する理解の深化と
具体案等を提案した。 

 
（４）附属学校の役割・機能の見直し 
【平成 28～30 事業年度】 

附属学校の教育研究の基本方針や組織等の重要事項について学部教員及び附
属学校長・副校長が協議する場である「群馬大学教育学部附属学校審議委員会」
での審議の結果、平成 30 年度から、附属小学校、附属中学校及び附属特別支援
学校の３校に当該校長の判断で教頭相当職として校内教頭を配置することとし
た。校内教頭と教務主任が業務分担した結果、保護者との相談対応が校内体制と
して一本化されたほか、子どもサポートセンター運営や附属小学校のプログラミ
ング教育についても、大学等との連携強化が図られた。 
附属学校園の教育研究に係る方針計画、将来計画、組織運営及び学部との連携

についての意見交換等のため、平成 30 年度に教育学部附属学校審議委員会の部
会として「附属学校企画運営会議」を新たに設置し、学部と附属学校が一体とな
って様々な課題に取り組む体制を整え、その中で教職大学院拡充に伴う附属学校
の実習の受入体制について協議した。 
また、附属学校の園児・児童・生徒募集・選考等に関するワーキンググループ

を別途設け、学区に関する改善案をまとめた。 
「好奇心～積極性の育成」「創造性の育成」「協調性の涵養」という３つの目

的を柱に、「遊び」を中心とした保育の中で園児の人格形成を培うという観点で
附属幼稚園園舎を改築した。木材を使用した温かみのある園舎内外の環境の中
で、各保育室はプレイルームを中心とした回遊性の高い配置を取っており、扉や
壁で完全に仕切ることなく緩やかに他の空間とつながり、園児の異年齢交流を促
すような仕組みが特徴となっている。 
 

【平成 31 事業年度】 
「群馬大学教育学部附属学校審議委員会」において、附属学校の入試要項や「附

属学校教育臨床総合センター」の機能強化を目指した「共同教育学部学校教育実
践センター」に関する試案について審議した。また、教育学部副学部長を長とし
た「附属学校企画運営会議」を開催し、有識者会議の提言内容への対応や、教職
大学院拡充に伴う実習の受入、附属小学校、附属幼稚園の学区撤廃に係る広報に
ついて定期的に協議した。 
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Ⅲ 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画  

 

  ※ 財務諸表及び決算報告書を参照    

Ⅳ 短期借入金の限度額  

 

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 

１ 短期借入金の限度額 
２，９０７，８４７千円 

２ 想定される理由 
運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の発生等
により緊急に必要となる対策費として借り入れ
ることが想定されるため。 

１ 短期借入金の限度額 
２，９０７，８４７千円 

２ 想定される理由 
運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の発

生等により緊急に必要となる対策費として借
り入れることが想定されるため。 

該当なし 

 

Ⅴ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画  
 

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 

１ 重要な財産を譲渡する計画 
該当なし 

２ 担保に供する計画 
附属病院の施設・設備の整備に必要となる経

費の長期借入に伴い、本学附属病院の敷地及び
建物について、担保に供する。 

１ 重要な財産を譲渡する計画 
該当なし 

２ 担保に供する計画 
附属病院の施設・設備の整備に必要となる経

費の長期借入に伴い、本学附属病院の敷地及び
建物について、担保に供する。 

１ 重要な財産を譲渡する計画 
該当なし 

２ 担保に供する計画 
附属病院の施設・設備の整備に必要となる経費の長期借入に

伴い、本学附属病院の敷地及び建物について、担保に供した。 
 

 

Ⅵ 剰余金の使途  

 

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 

決算において剰余金が発生した場合は、その全
部又は一部を、文部科学大臣の承認を受けて、教
育・研究・診療の質の向上及び組織運営の改善に
充てる。 

決算において剰余金が発生した場合は、その全
部又は一部を、文部科学大臣の承認を受けて、教
育・研究・診療の質の向上及び組織運営の改善に
充てる。 

該当なし 
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Ⅶ そ の 他   １ 施設・設備に関する計画 

 

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 

 
施設・設備の内容 予定額（百万円） 財  源 
（桐生）ライフ
ライン再生（空
調設備） 

総額 

515 

 

 

 

 

 

 

 

施設整備費補助金 
        （ 245）
船舶建造費補助金  
        （  0）
長期借入金 
        （  0）
大学改革支援・学位授与機構 

施設費交付金    
        （ 270）

 

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財  源 
（昭和）総合研究

棟改修（保健学系）

（日吉）基幹・環境

整備（ブロック塀

対策Ⅱ） 

（昭和）ライフラ

イン再生（空調設

備） 

 

小規模改修(営繕

事業) 

総額 

 

590

 

 

 

 

 

 

施設整備費補助金 
     （ 557）

船舶建造費補助金 
        （  0）
長期借入金 
        （  0）
大学改革支援・学位授与機構 

施設費交付金     
       （  33）

  

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財  源 
（昭和）総合研究

棟改修（保健学系）

（日吉）基幹・環境

整備（ブロック塀

対策Ⅱ） 

（昭和）ライフラ

イン再生（空調設

備） 

 

小規模改修(営繕

事業) 

総額 

 

      575

 

 

 

 

 

 

施設整備費補助金  
        （ 542）
船舶建造費補助金  
        （  0） 
長期借入金 
        （  0） 

大学改革支援・学位授与機構 

施設費交付金     
        （  33） 

 
 

 

○ 計画の実施状況等 

施設整備費補助金（昭和総合研究棟（保険学系））（476 百万円）、（日吉）基

幹・環境整備（ブロック塀対策Ⅱ）（2 百万円）、（昭和）ライフライン再生（空

調設備）（64 百万円）は計画どおり事業目的を達成した。 

小規模改修(営繕事業)は、計画どおり事業を実施した。 
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Ⅶ そ の 他   ２ 人事に関する計画 

 

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 

（１）基本原則 
① 教員の選考（採用、昇任）に当たっては、世界的水
準の教育研究を目指す本学の基本理念に則り、人格及
び識見共に優れた者につき、研究業績及び研究能力、
教育経験及び教授能力、社会的活動、健康状態その他
を総合的に判断して行う。 
② 職員の選考（採用、昇任）に当たっては、専門的能
力に加え、幅広い視野を有し、時代の変化や複雑化す
る社会の現状に対応し得る人材の確保に努め、効率的
な大学運営を支える有為な人材の登用を図る。 
③ 教員の採用に当たっては、若手・女性・外国人を積
極的に採用するとともに、教育研究の活性化のため、
任期制及びテニュアトラック制度を活用する。 
（２）人員管理 
① 人員管理に関しては、中・長期的計画を策定する
とともに、適切な学内資源の配分を行う。 
② 最少の人員で最大の効果を上げることを基本とし
た人員と配置の適正化を図る。 
③ 競争的資金等を活用した教職員の採用を推進す
る。 
（３）人事管理及び研修等 
① 人事管理は、人材育成の視点、能力及び業績等を
重視して人事管理を行う。 
② 教職員としての多様な能力等の養成及び向上を図
り、教職員の意識改革を推進するために必要な研修を
行う。研修は定期的に実施し、効果的な運用を図る。
③ 教職員の能力の向上及び組織の活性化を図るた
め、国立大学法人、国、独立行政法人、地方公共団体、
民間団体等の諸機関との人事交流を積極的に行う。 
（参考） 中期目標期間中の人件費総見込み 114,359 
百万円（退職手当は除く） 

○ 教員の採用に当たっては、若手・女性・外国人を積
極的に採用するとともに、人事・給与システムの弾力
化を促進する。 
○ 将来的な教育研究組織の見直しの必要性を踏まえ、
教員の人事計画を策定し、計画に基づく教員の重点再
配置を促進する。 
○ 大学運営上必要な知識及び技能を習得させ、その能
力及び資質を向上させるため、各職員のキャリアパス
も見据えたＳＤ研修を計画的に実施する。 
（参考１）平成 31 年度の常勤職員数 2,292 人（役員
を除く） 
また、任期付き職員数の見込みを 386 人とする。 
（参考２）平成 31 年度の人件費総額見込み 19,116 百
万円（退職手当は除く） 

○ 女性研究者を積極的に活用するため、ポジティブ
アクションの実施として、女性研究者を積極的に雇用
することを宣言するとともに、研究活動支援者の配置、
女性研究者向けの共同研究促進経費及びスタートアッ
プ支援経費の配分など、女性研究者の研究支援を行っ
た。 
○ 「第３期中期目標期間中の定数削減・新構想枠の
設定について(平成 28 年３月２日役員会決定)」に基づ
き抑制した教員定数を新構想枠として活用し、研究・
産学連携推進機構（次世代モビリティ社会実装研究セ
ンター）に 1 名、ダイバーシティ推進センターに１名
の教員定数を配分した。 
○ クロスアポイントメント制を活用し、本学の教員
１名が大阪大学において教育研究活動を行い、活性化
を図った。（H31.4.1-R3.3.31） 
また、大阪府立大学の教員１名を本学の教員として雇
用し、教育研究活動の活性化を図った。（R1.10.1-
R2.3.31） 
○ 群馬大学職員人事評価における「役職段階に応じ
た職務遂行に必要な水準」を基準として、各階層で求
められる基礎的な知識及び技能全般を習得することを
目的とする階層別研修（新規採用職員研修，係長級職
員研修等）や、大学職員としての専門的な知識及び技
能を身に付けることを目的とするスキルアップ研修
（タイムマネジメント研修，英語研修，広報セミナー
等）を計 18 件実施し、延べ 918 名の職員が受講した。 
 
（参考１）平成 31 年度の常勤職員数 2,329 人（役員
を除く） また、任期付き職員数 388 人 
（参考２）平成 31 年度の人件費総額 
19,954 百万円（退職手当は除く） 
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○ 別表１（学部の学科、研究科の専攻等の定員未充  

足の状況について） 

 

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

 (a)  (b) (b)/(a)×100
  (人) (人)   (％)

教育学部 学校教育教員養成課程 880 944 107.3
社会情報学部 社会情報学科 440 462 105.0
医学部 医学科 723 759 105.0
    (うち医師養成に係る分野) (723) (759) (105.0)
    保健学科 660 657 99.5
理工学部 化学・生物化学科 640 688 107.5
     機械知能システム理工学科 440 510 115.9
     環境創生理工学科 360 390 108.3
     電子情報理工学科 480 560 116.7
     学科共通 60 各学科に含む

     (夜間主コース) 
     総合理工学科 120 122 101.7

学士課程 計 4,803 5,092 106.0

教育学研究科  障害児教育専攻 6 8 133.3

教科教育実践専攻 40 41 102.5

社会情報学研究科 社会情報学専攻 28 20 71.4

医学系研究科  生命医科学専攻 30 16 53.3

保健学研究科  保健学専攻 100 105 105.0

理工学府    理工学専攻 600 659 109.8

修士課程 計 804 849 105.6

医学系研究科 医科学専攻 228 264 115.8

保健学研究科 保健学専攻 30 51 170.0

理工学府   理工学専攻 117 90 76.9

博士課程 計 375 405 108.0

教育学研究科 教職リーダー専攻 32 27 84.4

専門職学位課程 計 32 27 84.4

 

 

○ 計画の実施状況等 

１．学部の状況 
  学部全体の収容定員充足率は、106.0％である。 
２．研究科の状況 
  １）修士課程では、収容定員充足率は 105.6％である。 
  ２）博士課程では、収容定員充足率は 108.0％である。 
  ３）専門職学位課程では、収容定員充足率は 84.4％である。 
 

○ 定員の充足率について 

上記のとおり、本学の各課程における収容定員は充足している。 
ただし、社会情報学研究科修士課程社会情報学専攻、医学系研究科修士課程生命

医科学専攻、理工学府博士後期課程理工学専攻及び教育学研究科専門職学位課程教
職リーダー専攻では、90％を下回る充足率となっている。 
社会情報学研究科修士課程社会情報学専攻においては、今後も当該専攻の理念等

の広報を積極的に行い充足率の改善に努める。学部学生に対しては、大学院進学の
指導や大学院科目の早期履修制度の説明を行う。社会人や留学生についても、入試
説明会を複数回夜間に実施するとともに、日本語学校への直接訪問等、積極的に広
報を行う。 
医学系研究科修士課程生命医科学専攻においては、医理工連携が進み、理工学部

の学生が医学系研究科の研究に興味を持ち始めているので、理工学部（桐生キャン
パス）での大学院説明会には全て出席した。その結果、３年次生からの問い合わせ
が増えており、今後の受験者増加が期待できる。 
平成 31 年度から、ジェンダーバランスにも配慮し、入学案内のデザインを見直

した。 
理工学府博士後期課程理工学専攻においては、博士前期課程新入生に対しガイダ

ンスを行い、博士後期課程の研究指導、支援について説明し、博士後期課程への進
学を促している。大学院説明会では、大学院在学生による説明も行っている。女子
学生対象のセミナーにおいても、女子大学院生や大学院 OG による体験発表を行っ
ている。社会人学生や留学生増についても選抜方法の変更等様々な取り組みを行っ
ている。平成 30 年度に中国科学院過程工程研究所との国際連携講座（博士後期）
を設置し、令和元年 10 月から中国人学生５名が入学した。今後、中国からの学生
受入れについても引き続き取り組む。 
教育学研究科専門職学位課程教職リーダー専攻においては、教育学研究科全体の

大きな改組を令和２年度から実施し、修士課程を、専門職学位課程（教職大学院）
に統合した。その際、旧専門職学位課程が定員 16 名、旧修士課程が 23 名であった
ところを、統合後は 20 名に見直した。この結果、令和２年度は定員が充足するこ
ととなった。 
なお、保健学研究科博士後期課程においては、収容数のうち 21 名は「計画的に

長期履修制度を利用する者及び育児を理由とする休学者」となっている。そのため、
これらを除くと実質的な収容数は 30 名となり、定員充足率は 100％となる。 
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（平成 28 年度） 

（人） （人）

（人） （人）

59

98.4%

5 9 6 11 39.3%

0

社会情報学研究科 28 26 10 2 0 0 2 5

0 0 2,164 103.0%理工学部 2,100 2,226

97 74.6%

医学系研究科 258 320 41 20

保健学研究科 130 166 3 2 0 0 14 22

0 0 10 53 36 0 0

4 36 2 20 73

0

0

0

4500

0 1,373

19 56 34

定員超過率
（M）

（L）／（Ａ）×100

外国人
留学生数

（Ｃ）

休学
者数
（Ｇ）

留年
者数
（Ｈ）

（％）（人） （人）

104.2%8 9170

（人） （人） （人） （人）

102.3%9

254

99.3%9

学部・
研究科等名

収容定員
（Ａ）

収容数
（Ｂ）

超過率算定
の対象となる
在学者数

（L）
【（Ｂ）-（Ｄ,E,F,Ｇ,I,Kの合計）】

左記の外国人留学生のうち 左記の留年者数の

うち、修業年限を

超える在籍期間が

２年以内の者の数

（Ｉ）

国費
留学生数

（Ｄ）

外国政府
派遣留学
生数（Ｅ）

大学間交流協

定等に基づく

留学生等数

（Ｆ）

長期
履修

学生数
（J）

左記の収容数のうち

長期履修

学生に係る

控除数

（K）

（学部等） (人) （人） （人） （人）

教育学部 880 932 0 0 0 0 7 17

社会情報学部 440 465 0 0 0 0 6 12

医学部 1,383 1,413 1 1 0 0 30 81

（％）（研究科等） (人) （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人）

115.4%教育学研究科 78 94 4 2 0 0 2 1 0 900

98.2%理工学府 717 736 44 6 1 0 11 11 9 7048 5
 

○計画の実施状況等  

教育学研究科の平成 28 年度入学試験において、厳正な選考の結果、優秀な志願者が多かったために合格者が増え、結果的に入学者数が増加したことが 110％を超えた
原因と考えられる。 

○ 別表２（学部、研究科等の定員超過の状況について） 
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（平成 29 年度） 

（人） （人）

（人） （人）

9 9 6 713 99.4%理工学府 717 750 49 5 1 0 16 13

38 0 0 237 91.9%

保健学研究科 130 168 3 2 0 0 15 24 18 52 32 101 77.7%

医学系研究科 258 307 44 21 1 0 10 54

（人） （人） （％）

社会情報学研究科 28 24 12 1 0 0 0 3 3 6 4 16 57.1%

110.3%教育学研究科 78

0

理工学部 2,100 2,276 67 7 40 4 15 144 36 0 0

医学部 1,383 1,412 2 2 0 0 30 95

社会情報学部 440

91 2 1 0 0 4 0 0 860

103.5%

（研究科等） (人) （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人）

476 0 0 0 0 12 12

教育学部 880 928 0 0 0 0 9 14

（学部等） (人) （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人）

学部・
研究科等名

収容定員
（Ａ）

収容数
（Ｂ）

超過率算定
の対象となる
在学者数

（L）
【（Ｂ）-（Ｄ,E,F,Ｇ,I,Kの合計）】

左記の外国人留学生のうち 左記の留年者数の

うち、修業年限を

超える在籍期間が

２年以内の者の数

（Ｉ）

国費
留学生数

（Ｄ）

外国政府
派遣留学
生数（Ｅ）

大学間交流協

定等に基づく

留学生等数

（Ｆ）

長期
履修

学生数
（J）

左記の収容数のうち

長期履修

学生に係る

控除数

（K）

0

0

0

定員超過率
（M）

（L）／（Ａ）×100

外国人
留学生数

（Ｃ）

休学
者数
（Ｇ）

留年
者数
（Ｈ）

（％）（人） （人）

103.1%12 9070

0

0

103.9%7 457

98.3%20 1,360

2,174

 

○計画の実施状況等  

教育学研究科において、平成 28 年度の入学者数が多かったことが 110%を超えた原因と考えられる。 
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（平成 30 年度） 

（人） （人）

（人） （人）

17 9 6 707 98.6%理工学府 717 759 65 8 1 0 20 21

36 0 0 227 88.0%

保健学研究科 130 169 5 2 0 0 17 20 14 41 26 110 84.6%

医学系研究科 258 295 54 20 1 0 11 56

（％）

社会情報学研究科 28 32 17 0 0 0 3 3 3 6 4 22 78.6%

0 101.3%教育学研究科 78 84

0

0

0

0

教育学部 880 938

社会情報学部 440 480 1 0 0 0 11 13

医学部 1,383 1,405 2 2 0 0

定員超過率
（M）

（L）／（Ａ）×100

外国人
留学生数

（Ｃ）

休学
者数
（Ｇ）

留年
者数
（Ｈ）

（％）（人） （人）

104.4%12 9190

（人） （人） （人） （人）

1 0 0 0 7 15 0

104.5%9 460

98.6%13 1,363

学部・
研究科等名

収容定員
（Ａ）

収容数
（Ｂ）

超過率算定
の対象となる
在学者数

（L）
【（Ｂ）-（Ｄ,E,F,Ｇ,I,Kの合計）】

左記の外国人留学生のうち 左記の留年者数の

うち、修業年限を

超える在籍期間が

２年以内の者の数

（Ｉ）

国費
留学生数

（Ｄ）

外国政府
派遣留学
生数（Ｅ）

大学間交流協

定等に基づく

留学生等数

（Ｆ）

長期
履修

学生数
（J）

左記の収容数のうち

長期履修

学生に係る

控除数

（K）

（学部等） (人) （人） （人） （人）

27 109

2,157 102.7%

（研究科等） (人) （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人）

理工学部 2,100 2,298 65 8 37 3 33 139

790

60 0

1 0 0 0 3 2 2

0

 

○計画の実施状況等  
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（平成 31 年度） 

 

（人） （人）

（人） （人）

710

53 0

0 0 0 0 1 4 4

0

130

2,142 102.0%

（研究科等） (人) （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人）

理工学部 2,100 2,270 65 10 34 5 26 131

104.8%4 461

100.2%12 1,386

学部・
研究科等名

収容定員
（Ａ）

収容数
（Ｂ）

超過率算定
の対象となる
在学者数

（L）
【（Ｂ）-（Ｄ,E,F,Ｇ,I,Kの合計）】

左記の外国人留学生のうち 左記の留年者数の

うち、修業年限を

超える在籍期間が

２年以内の者の数

（Ｉ）

国費
留学生数

（Ｄ）

外国政府
派遣留学
生数（Ｅ）

大学間交流協

定等に基づく

留学生等数

（Ｆ）

長期
履修

学生数
（J）

左記の収容数のうち

長期履修

学生に係る

控除数

（K）

（学部等） (人) （人） （人） （人）

定員超過率
（M）

（L）／（Ａ）×100

外国人
留学生数

（Ｃ）

休学
者数
（Ｇ）

留年
者数
（Ｈ）

（％）（人） （人）

106.0%8 9330

（人） （人） （人） （人）

1 0 0 0 3 16 0

0

0

0

0

教育学部 880 944

社会情報学部 440 475 2 0 0 0 10 9

医学部 1,383 1,416 1 1 0 0 17

1 0 11 59

（％）

社会情報学研究科 28 20 11 0 0 0 0 2 2 1 1 17 60.7%

0 91.0%教育学研究科 78 76

41 0 0 213 82.6%

保健学研究科 130 156 6 2 0 0 20 21 18 40 25 91 70.0%

医学系研究科 258 280 49 14

15 8 5 705 98.3%理工学府 717 749 67 6 1 0 17 20
 

○計画の実施状況等  

平成 28 年度改組の社会情報学部には改組前の情報行動学科に 10 名、情報社会科学科に３名の学生が在籍しているため、社会情報学部の収容数に含む。 

 

 

 
 


